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午後１時００分開会 

○ただ太郎議長 これより本日の会議を開きます。 

  日程に入ります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き、順次質問を許します。 

  ４３番渡辺ひであき議員。 

［渡辺ひであき議員登壇］ 

○渡辺ひであき議員 私は足立区議会自由民主党の

一員として、さきに提出した通告に従って、順次

質問を行います。執行機関の皆様におかれまして

は、誠意ある答弁を求めるものでございます。 

  私は、長年にわたり、公共施設のマネジメント

について様々な提言をしてまいりました。それは、

私が足立区立第十五中学校から都心の中学校に転

校した頃に芽生えた素朴な疑問から単を発してい

ます。それは、町の景色の違いは何が理由かとい

うものでありました。その思いを今も忘れること

ができません。その理由が、地方自治体の仕事に

よるものも大きいと知ったときに、生まれた足立

区のために働きたいとの思いを抱いたのでありま

す。 

  それでは質問に入ります。 

  今年４月に、令和１８年度までの足立区公共施

設等総合管理計画改訂版が出来上がりました。こ

れは、総務省が平成２６年４月に公共施設等総合

管理計画の策定に当たっての指針を示したことに

よって、総務省の指針に基づき、平成２９年４月

に策定されたものの改訂版となります。 

  さて、足立区公共施設等総合管理計画を読むと、

区は、公共施設等を取り巻く課題を、今後の少子

高齢化が進行し、人口減少が進んでしまうことと

公共施設の老朽化を大きな軸と考えています。そ

の結果、税収の低下、社会保障費用の増加となり、

公共施設の改修、更新に多額の費用が必要となり

ます。 

  しかし、公共施設等へのニーズの変化や、あら

ゆる状況に対応する財政運営も行う必要がありま

す。もちろん、あらゆる状況とは、自然災害や世

界的な感染症などを念頭に置かなければなりませ

ん。したがって、計画改定の目的、主眼は、公共

施設等に掛かるコストの削減や平準化、人口構成

や利用需要の変化に応じた公共施設等の利活用推

進や最適配置等を前提にされています。 

  内容についてはとてもよい出来と評価していま

すが、今後のそしゃくの仕方や運用によって、そ

の価値は大きく変動してしまいかねないと考えま

す。 

  まず、全ての公共施設の利用実態を一元的に管

理している組織がありません。その必要性は、あ

くまで足立区民の財産である公共施設の在り方と、

今後、区民に納得していただくための財政運営を

行っていく上で不可欠なことと思います。答弁を

求めます。 

  次に、そもそも公共施設の必要性について、行

政側の捉え方と区民の捉え方がずれ出していると

感じます。インフラ整備が整う以前と比べて、公

共施設に対する行政の取組が希薄化していると感

じるのです。それは、ある意味、公共施設の総量

が充足しているからかもしれません。 

  以前、箱物行政に対する批判がばっこしていた

時代がありましたが、地方自治体の責務としての

インフラ整備は必要でありました。それがなされ

た今、今後は更新と長寿命化が課題となる公共施

設の在り方が重要となります。その考え方につい

て答弁を求めます。 

  次に、今後のニーズの変化に対応するとありま

すが、区民から期待されているものは何と考えて

いるか、答弁を求めます。 

  計画では、公共施設等保有面積の考え方の根拠

として、計画発表時から４０年後の令和４６年の

人口推計が現在から１１％減少するとの推計を基

に、現在の１１８．１万㎡から１１％減の１０４．

６万㎡とし、計画最終年度の令和１８年度までの

目標は現状維持としています。 
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  確かに、人口減に対する目標設定としては分か

りやすいものと考えますが、地域性や人口動態な

どをより具体的に示す必要があると考えます。答

弁を求めます。 

  次に、公共施設の最適配置、効率的な維持活用

のために、公共施設の複合化によって、将来の財

政状況を見据えなければなりません。 

  私もスマートシティの考え方から、直近の千寿

常東小学校の建て替えと北千住駅東口北側再開発

計画の議論で意見具申してまいりました。見解を

求めます。 

  次に、例えば区民にとって学校は重要な公共施

設であります。しかしながら、学校に出入りする

方々と出入りしない方々にとって捉え方は違うこ

とでしょう。したがって、計画の柱にあるように、

学校と住区センターと保育園の複合化など、最適

な行政サービスの提供について、すぐにでも取り

かかる必要があります。複合化や最適な配置のた

めに必要と考えることについて質問いたします。

答弁を求めます。 

  次に、世代別、種類別の公共施設使用頻度の把

握を今後どのように進めるか、答弁を求めます。 

  次に、公共施設利用の目的は個々によって違い

ます。例えば、住区センターは、高齢者の方々に

とって地域の方々との交流や生きがいのために大

変重要な施設であることは論をまちません。様々

な趣味を楽しまれている姿を拝見して、こちらも

頑張ろうという気持ちになります。 

  そこで、趣味の種類も多様化する中、メニュー

を増やすことや講師の発掘なども求められます。

答弁を求めます。 

  次に、仕事を終えた世代の方々が地域参加され

る場所としても住区センターは重要な場所であり

ます。地域や町会活動、情報交換の場として活用

されることは、健康維持、フレイル予防に不可欠

でしょう。そのためにも、最初の一歩は肝心であ

ります。参加しやすい環境整備のために区が行っ

ていることは何か、答弁を求めます。 

  では、住区センターの管理運営委員会について、

区はどこまで支援ができているのでしょうか。自

主的な管理をお願いしていることは、地域性など

を鑑みて、方向性に問題はないと思います。しか

しながら、時代は刻一刻と変化しており、住区セ

ンターの運営の難しさを区が十分に捉えていない

と感じます。特に、待遇面については他の区との

格差を指摘せざるを得ません。あえて数字を申し

上げませんが、改善を強く求めます。答弁を求め

ます。 

  次に、利用者の方々の登録制について問います。 

  このことはセキュリティー上重要なことであり

ます。各住区センターでは、そもそも附帯してい

る設備、備品を日常的に利用されている方の登録

をしており、利用状況などを管理しています。一

方、講師や指導者の方に行っていただいている各

種教室の参加者の方の中には登録されていない方

も多くいらっしゃるとのことでありました。 

  そもそも足立区民の財産である住区センターの

利用勝手に不都合が生じてはなりませんが、ルー

ルは必要と考えます。答弁を求めます。 

  次に、子どもたちの居場所としての児童館、学

童保育について触れたいと思います。 

  子どもたちの居場所としての形態は様々ありま

す。おおむね順調なところと、なかなか難しい現

場が存在することはある程度致し方ないのでしょ

う。しかし、住区センター内で児童館、学童保育

が存在している場所は特に配慮が必要であります。

運営の困難さを現場で伺いますが、区はどのよう

に考えているか、答弁を求めます。 

  次に、近い将来の学童保育の運営に不安を覚え

ます。理由は、従事者の方々の待遇が近隣区と比

べて低いことをまず指摘しなければなりません。

そして、学童保育が始まった頃から比較して、事

務量が格段に増えたことが要因と感じます。伺っ

てみると、ある意味、なし崩し的に事務量が増え
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ていったと言えます。そして、その理由は、これ

までも折々で指摘してきたように、行政の仕事の

引継ぎ、申し送りに制度的な問題があるように感

じるのであります。 

  区の人事制度では長く１か所にとどまることは

ありません。このことは私たちも仕事の生活上理

解しています。しかしながら、引継ぎがしっかり

なされなければ現場との乖離が起きてしまうので

はないでしょうか。 

  その意味で申し上げれば、例えば長く掛かる交

事現場などでは、担当が代わることで、その担当

のスキルが育たないなどの事実を伺うことがある

ように、一つの仕事が完結するまで担当を代えな

いなどの工夫を人事が行わなければならない事例

を感じているのは私だけではありません。ある意

味、全庁的な課題であります。そうしたことが学

童保育を所管する部署でも行われてきた結果と申

し上げざるを得ません。 

  直近では、千住柳原にある十一面観音のこれか

らの在り方についても問題が起きました。これも

引継ぎが完全に行われていないことが原因であり

ます。今後の改善に対する区の見解を求めます。 

  次に、人材確保が困難さを増す、学童保育の運

営方法を根本的に考え直す必要があると感じます。

区の見解を求めます。 

  次に、インフラ施設について質問いたします。 

  道路等の整備、維持も大きな課題であります。

八潮市の陥没事故後、国も調査を加速しています。

２０２４年、国土交通省の調査によると、空洞確

認箇所は４，７３９か所が確認され、陥没可能性

の高い１１９か所については、現在までに修繕は

終了しているとのことであります。そこでまず、

足立区の現状について答弁を求めます。 

  次に、足立区の道路は、令和５年４月時点、幹

線道路、一般道路、自転車歩行者道路、それぞれ

７万３，８８７ｍ、８９万４，６７８ｍ、６，０

８３ｍ、合計９７万４，６４８ｍ保有しています。 

  令和１８年度までのこの計画で掛かる維持経費

をどのように見積もっているか、答弁を求めます。 

  次に、橋梁について伺います。 

  総合管理計画策定時、足立区の橋梁は８３であ

りましたが、令和５年４月時点６６となりました。

どのような理由で減少したのか、答弁を求めます。 

  次に、災害で橋梁が落下するなどの事態に至っ

てしまうと、避難救助に大きな障害となってしま

います。区の管理計画について答弁を求めます。 

  公共施設等について最後の質問をいたします。 

  これまで公共施設について質問を重ねてきたの

は、直近では、決算特別委員会でも申し上げまし

たとおり、公共施設は足立区民の財産であるから

であります。基本計画で大きなキーワードとなっ

たウェルビーイングを向上させるためにも、公共

施設の役割が今より格段に重要となることでしょ

う。 

  道路、公園もパブリックスペースとして、更に

魅力ある使い方ができるのではないでしょうか。

答弁を求めます。 

  そして、その維持管理費は、令和４年決算で８

７億５，０００万円となりました。足立区民約７

０万人で割り返すと、１人当たり１万２，５００

円となるのであります。その対価を実感していた

だきたいと考えるのであります。また、年代別で

もできるだけ平準化された行政サービスを享受し

ていただきたいからであります。区の見解を求め

ます。 

  千住エリアデザインの検討に向けた基礎調査と

して実施したアンケートやヒアリングの結果報告

がありました。千住エリアの評価傾向としては、

交通、買物の評価は高く、災害の安全性の評価は

低いものになりました。好きな場所としては、河

川敷、駅前商業施設、商店街、銭湯などが挙げら

れました。また、事業者からは、住みたい町とし

ての魅力があるが、開発用地が不足している。子

育て環境が不足しているなどの声が聞かれました。
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これらは既に多くの人が抱いている千住のイメー

ジと同様のものと思われます。将来の千住のまち

づくりの方向性を探る上では、更なる調査研究が

必要ではないかと思われます。 

  今回の基礎調査を受けて、千住エリアデザイン

の検討を区はどのように進めようとしているのか、

具体的に伺います。答弁を求めます。 

  次に、先ほども公共施設の視点で触れた北千住

駅東口北街区で、いよいよ再開発計画が事業化に

向けて動き出そうとしています。この計画の進捗

を願っています。理由は、当該地域の建物の老朽

化による災害リスクを大幅に低減することができ

ることが第一義に挙げられます。 

  そして、先ほども申し上げたように、東口側に

お住まいの方々に必要な機能を提供することが可

能になると考えるからであります。足立区の玄関

口であり、東京都の北東部の重要なターミナル駅、

北千住駅に付随する機能が格段に上がるであろう

再開発の完成を少しでも早く見たいと願うのであ

ります。この点について区の見解を求めます。 

  さて、先日の説明会資料によれば、建物の完成

が令和１３年度に予定されています。しかし、２

回の説明会では、反対の意見もあったようですが、

期待する多くの声もあったと聞いています。来年

度に事業着手が予定されている今、再開発準備組

合との連携は不可欠であります。区の見解を求め

ます。 

  次に、決算特別委員会や様々な場で触れている

千住大川端地区開発計画についてなぞっておきた

いと思います。 

  京成関屋駅から千住大橋駅方面に向かう車窓か

ら、今の千住大川端地区開発計画の様子を見るこ

とができます。昨年、エリアデザイン調査特別委

員会として視察した頃と比べると、進捗は明らか

であります。 

  しかし、様々な地域での開発計画の遅れなどの

話を聞くたびに、千住大川端地区の計画に遅延は

ないかと思うのであります。この計画では区道も

敷設されます。現在の進捗について答弁を求めま

す。 

  次に、憂慮すべきは、遅延によって大型車両の

交通がより時間的に長くなってしまうことであり

ます。 

  当該地域の東側から千住第八小学校に通う子ど

もたちや地域の方々の交通安全性を事業者はどの

ように担保していくのか。区はどのように指導し

ていくのかについて答弁を求めます。 

  次に、継承すべき千住の文化、歴史について触

れたいと思います。 

  私が生まれた昭和４１年からこれまでの足立区

の成長は、他の自治体と比較しても類を見ないほ

どと言っても過言ではないと思います。そして、

下町の風情を残しながら、多くの方が訪れるまち、

北千住ブランドが出来上がってまいりました。住

みたいまちランキングの上昇は誰もが認識するこ

ととなりました。地価の高騰もさながらバブルと

評されるぐらいであります。 

  さて、そんな千住の最も愛される一番の文化は

祭りであります。令和７年の今年は千住神社の大

祭が１０年ぶりに行われました。千手神社の一之

宮が巡行されたのであります。このみこしは、江

戸神輿百選に選ばれている大変立派なものであり

ます。その巡行のすばらしさについては語り尽く

せるものではありません。ただひたすらに関係者

の方々に感謝申し上げます。 

  そして、千住の各町会の祭りもそれぞれ例年よ

り活気を呈しました。私は千住本町五町会宵宮連

合会の宵宮渡御に参加しました。まず出発地点の

千住五丁目板垣通りに各所のみこしが集まります。

先頭は各町の文字が入った高張提灯。次に山車と

お囃子。次に江戸消防記念会の随行、そしてみこ

しの順番となります。準備が整うと、大きなトラ

ックの荷台を舞台にして式典がスタートします。

私も毎年その舞台に上げていただきますが、そこ
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からの景色を毎年心震えながら拝見しております。

夕刻にきらめく各町のみこしと担ぎ手の皆さんの

姿に毎年感動するのであります。そして、いつま

でも続いてほしいと心から願うのであります。渡

御は江戸消防記念会への木遣りの後、一斉にみこ

しが上がるところから始まります。その高揚感と

威勢を少しでも多くの方々に見て感じてほしいと

思います。 

  今年、千住宿４００年記念事業の一環で、シテ

ィプロモーション課と観光交流協会を中心に取材

を重ねてくださいました。まず、これまでの取材

を通しての感想をお伺いいたします。 

  次に、我が党伊藤幹事長からも提案があったよ

うに、千住に限らず、足立区全体の祭りの支援で

地域を活性化できると確信いたします。祭りの支

援について答弁を求めます。 

  次に、千住地区４００年記念事業に絡めた千住

神社大祭と千寿本町五町会宵宮連合会の活動やレ

ガシーをどのように残していくのか、答弁を求め

ます。 

  千住四丁目氷川神社所有の静御前の山車は、都

内でも大変貴重な存在であります。高さ７．３５

ｍ、幅３．６ｍで３層になっており、各層は三味

線道で区切られ、各階に高欄が取付けられていま

す。１層目は唐破風の屋根付きで、祭りばやしの

舞台となっています。２層目は回廊式舞台で、周

りは松に鶴を配した幕がめぐらされ、揚巻の飾り

が付いています。３層には静御前が扇をかざした

舞姿の人形が置かれています。山車は明治５年、

１８７２年の落成であります。 

  千住宿４００年の今年、足立区郷土博物館にて

千住の地名の由来とも伝わる★★の千手観音など

とともに展示されています。この組立てには地域

の方々の力がなければ、できなかったことでしょ

う。 

  ここで重要なのは、この組立てと解体を継承し

なければならないということであります。そして

千住の町のどこかで展示したいという地域の思い

があります。区の答弁を求めます。 

  以上で質問を終了いたします。御清聴、誠にあ

りがとうございました。 

○資産活用部長 私からは、公共施設マネジメント

についての御質問のうち、初めに、全ての公共施

設の利用実態を一元的に管理している組織がない

との御質問についてお答えいたします。 

  今年度から発足した資産活用部を、公共施設の

利用実態を一元的に管理していく組織として位置

付けました。令和７年度には、公共施設の施設基

礎調査として、建物面積や築年数、維持管理費等

の情報収集を行いました。 

  今後は、区民の皆様に納得していただけるよう、

収集した情報を活用して、公共施設の現状を見え

る化するとともに、区民アンケート等を通じて、

区民の皆様の御意見をまとめた情報などを財政部

署に伝えてまいります。 

  次に、公共施設の必要性について、区と区民の

捉え方がずれ出していると感じる。今後は、更新

と長寿命化が課題となる公共施設の在り方につい

ては、地域の声を聞きながら取り組むことが重要

になるとの御質問に対する区の考え方についてお

答えいたします。 

  公共施設の老朽化に伴う更新や長寿命化の工事

を行う際には、建設費用やコスト上昇を考慮しな

がら、地域の皆様と意見交換などの機会をつくり、

その時々の地域ニーズに合った施設整備に取り組

んでまいります。 

  次に、総合管理計画には区民ニーズの変化に応

じた最適な行政サービスの提供と書かれています

が、今後、区民の皆様が公共施設に期待されてい

るものは何と考えているのかについてお答えいた

します。 

  人口減少や少子超高齢社会の進行により公共施

設等の利用需要が変化していくことを踏まえ、区

民の皆様が公共施設に期待されているものは、多
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様な需要にも柔軟に応えられる様々な行政サービ

スの提供ではないかと考えています。 

  総合管理計画の取組としては、地域特性に応じ

た地域分散型と駅周辺型の施設配置やデジタル技

術を活用した行政サービスの提供方法の多様化を

進め、持続可能な行政サービスの実現を目指しま

す。 

  次に、施設保有面積の考え方として、人口減に

対する目標設定だけでなく、地域性や人口動態な

どをより具体的に示すべきとの御質問にお答えい

たします。 

  将来の人口減少、少子超高齢社会の進行により

人口構造が大きく変化することが予想されますの

で、次回、総合管理計画の改定時までに、専門家

に相談しながら、施設保有面積の考え方の根拠と

なる有効なデータの収集を進め、具体的な目標設

定が可能となるよう取り組んでまいります。 

  次に、公共施設の最適配置、効率的な維持活用

には、将来の財政状況を見据えた公共施設の複合

化の取組が必要との御質問にお答えいたします。 

  総合管理計画では、令和３４年以降、公共施設

等の更新等費用に充当可能な財源が不足すると試

算しました。公共施設の最適配置、効率的な維持

活用に当たっては、将来財源が不足することがな

いよう、財政状況をしっかりと見据え、今から少

しずつ公共施設の複合化に取り組んでいく必要が

あると考えております。 

  次に、公共施設の複合化や最適な配置のために

必要と考えることについてお答えいたします。 

  公共施設の複合化において、特に学校や保育園

などの施設は、児童・生徒の安全や防犯面に十分

配慮する必要があり、更に最適な配置のために必

要なことは、施設の特性や各地域のニーズに配慮

することだと考えています。 

  まずは、先進事例の調査、研究を行い、多くの

事例を収集しながら、メリット、デメリットを抽

出するとともに、各施設の利用状況や用途を把握

し、交通利便性を踏まえて、複合化を進めていく

ことが必要と考えています。 

  次に、世代別、種類別の公共施設利用頻度の把

握をどのように進めるのかについてお答えいたし

ます。 

  現在、公共施設の施設基礎調査では、種類別の

公共施設、利用者数を収集しておりますが、利用

者数が把握できていない施設や施設によって集計

方法が異なっているといった課題がございます。

更に、年代別の公共施設利用者数は把握できてお

りません。 

  今後は、利用者の集計方法を統一するなど、各

施設管理者の協力を得ながら、世代別、種類別の

公共施設利用頻度が把握できる方法を調査、研究

してまいります。 

  次に、公共施設に関わる区民１人当たりの維持

管理費を区民に示し、その対価を実感していただ

きたいと考えるとの御質問に対する区の見解です

が、令和６年度の調査時点で、住区センターをは

じめとする約６４０の公共施設の１年間の維持管

理経費は、御質問のとおり、８７．５億円となり

ました。 

  今後、毎年秋頃、定期的に、前の年に掛かった

維持管理費総額と区民１人当たりの維持管理経費

を区イベントや足立広報、区ホームページなどを

通じて分かりやすく情報発信し、区民の皆様に対

価として実感していただけるよう周知、啓発して

まいります。 

○地域のちから推進部長 私からは、住区センター

に関する御質問についてお答えいたします。 

  まず、住区センターのメニューや講師の発掘に

ついてですが、現在は各管理運営委員会がメニュ

ーを考え、人材を探しておりますが、今後は、委

員会任せにせず、伝統行事などの地域資源を活用

したメニューの追加や人材発掘を区が支援してま

いります。 

  次に、参加しやすい環境整備のために区が行っ
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ていることについてですが、リピーター向けの継

続的なイベントの実施や初めての方でも気軽に参

加できる単発的なイベントの開催のほか、区ホー

ムページによる周知、手すりやスロープの設置な

どにより、安全面にも配慮した施設運営にも取り

組んでおります。 

  次に、住区センター管理運営委員会への区の支

援についてですが、年に一度行っている雇用関連

の委員長への全体研修の開催のほか、職員向けに

は定期研修やセンター内の職員会議にも区職員が

参加し、運営面でのアドバイスや課題解決の相談

に乗るなど、必要な支援を行っております。 

  待遇面の格差の改善につきましては、令和６年

度から職員の賃金を段階的に引上げておりますが、

令和８年度以降も近隣の区の水準に近づけるよう

改善を図ってまいります。 

  次に、利用者の登録制に関するルールが必要と

の御質問についてお答えいたします。 

  現在、区内住区センターを利用する際は、御家

族等への緊急連絡の対応のため、利用マニュアル

に基づき、原則として任意の登録をいただいてい

るところです。登録制につきましては、強制は難

しいものの、全体利用者のうち、約１割弱が未登

録となっていることから、御家族への緊急連絡や

管理のためにも必要と考えますので、今後、未登

録となっている各種教室の参加者へ登録の呼びか

けを行ってまいります。また、利用マニュアルに

も利用者に登録を呼びかけていく旨を記載内容を

見直ししてまいります。 

  次に、祭りの支援についてですが、まず、町会・

自治会が実施する盆踊りに関する支援については、

地域の方から御要望のある盆踊りに掛かるやぐら

や放送設備の設置費用を令和８年度から助成した

いと考えております。 

  また、あだちまちづくりトラストでは、助成の

可否は審査によりますが、地域の歴史文化を伝え

る取組や文化・芸術のまちづくり活動なども助成

の対象となりますので、祭りの助成支援について

も検討してまいります。 

  次に、千住四丁目氷川神社所有の山車の組立て

や解体の継承と千住地域での展示についてお答え

いたします。 

  まず、山車の組立てと解体の継承についてです

が、今回、郷土博物館に展示する際に、地元千住

四丁目の若い世代の方にも参加していただいたこ

とや写真で記録に残すなど技術継承に努めました。

引き続き、将来にわたって継承していくために必

要な対策を検討してまいります。 

  また、千住地域での展示についてですが、山車

の展示に関しては、所有者である千住四丁目氷川

神社の皆様の御意向が前提となります。また、高

さ約７．５ｍの山車を風雨から守る場所の確保は

困難であると考えておりますが、それらの条件が

整った際には、組立てや展示について、区として

も協力してまいります。 

○道路公園整備室長 私からは、区道の空洞調査の

現状についてお答えいたします。 

  区では、令和６年度に荒川以南の千住、小台、

宮城、新田地区の調査が完了し、令和７年度は、

国道４号西側の都市計画道路やバス路線などの主

要道路を調査しています。 

  令和６年度は１７０か所の空洞が確認され、陥

没の可能性の高い２３か所を含む８１か所の修繕

が完了しています。 

  残る８ 9か所の修繕は、引き続き、ライフライ

ン事業者と分担、連携して進めており、令和８年

度内の完了を目指していきます。 

  なお、令和７年度調査分については、陥没の可

能性の高い１３か所を区で緊急対応し、修繕を完

了しております。その他の空洞の可能性がある箇

所については、令和７年１２月末までに、道路に

穴を空ける２次スコープ調査を完了させ、空洞が

認められた場合は、優先順位を定め、順次修繕を

行っていきます。 
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  次に、令和１８年度までに掛かる区道の維持経

費をどのように見積もっているかについてお答え

いたします。 

  令和７年度予算では、区道の舗装や側溝等の維

持管理に要する費用として約２７億円を計上して

おります。そのため、今後１２年間、現在と同様

の距離を維持すると仮定し、令和７年度予算を基

に推計いたしますと、令和１８年度までの１２年

間の維持管理経費は、少なくとも約３２０億円以

上必要になると試算できます。なお、施設の老朽

化、管理延長の増加及び物価の上昇等に伴い、維

持管理コストの上昇も想定されます。 

  次に、総合管理計画策定時から令和５年４月時

点に掛けて、区の橋梁数が８３から６６に減少し

た理由についてお答えします。 

  水路改修工事による橋梁撤去が１４橋、竹ノ塚

連続立体事業や大鷲さくら橋の架橋に伴う歩道橋

の撤去や桟橋、合計１７橋減少し、令和７年１１

月現在、橋梁数は６６橋となっております。 

  次に、区の橋梁管理計画についてお答えします。 

  平成２４年度に、橋梁の機能が失われる前に、

補修を講じていく予防保全型修繕を目的とした足

立区橋梁長寿命化修繕計画を策定し、令和元年度

に老朽化等による区内対象橋梁の架け替えを目的

とした足立区橋梁更新基本計画を策定しておりま

す。これらの計画に基づき、修繕や架け替え等の

管理を行い、災害時における影響が最小となるよ

うに努めております。 

  次に、道路、公園というパブリックスペースの

魅力的な使い方についてお答えします。 

  区民が安全安心に利用できるだけでなく、道路

については、快適な歩行移動空間として適切な維

持管理に努め、公園については、１２月８日から

１４日に開催されるしょうぶ沼公園活用のための

実験的事業である「ピクニック・ラボｉｎしょう

ぶ沼公園」など、公園を活用したイベントの集客

による地域活性化やそれぞれの特色を生かした魅

力ある憩いの場となるよう、庁内連携を進めてま

いります。 

○都市建設部長 エリアデザイン推進室長を兼務し

ておりますので、私から御答弁申し上げます。 

  私からは、千寿エリアデザインの検討をどのよ

うに進めようとしているのかという御質問にお答

えいたします。 

  千住エリアデザインの検討に当たりましては、

来年度以降に、基礎調査結果を踏まえ、来訪の目

的となり得る千住らしさや千住の魅力などについ

て、千住の思いのある人や団体との意見交換を通

じて掘り下げ、今後の課題など洗い出しをしてま

いります。 

  その上で、まずは千住エリアの核とも言える北

千住駅周辺や旧日光街道沿道地域のエリアデザイ

ン計画の策定に取り組んでまいります。その後、

千住エリア全体の計画策定に向け、検討範囲を広

げてまいります。 

○千住地区まちづくり担当部長 私からは、千住に

関する御質問のうち、初めに、北千住駅東口北街

区再開発計画の事業推進に向けた区の考え方につ

いてお答えいたします。 

  本再開発事業は、駅周辺のにぎわい創出だけで

なく、地震や水害時の防災性の向上やエレベータ

ー、エスカレーターの整備による駅東口のバリア

フリー動線の確保、駅前道路の現在の７ｍから１

２ｍへの拡幅や新たな広場整備による駅前空間の

創出など、北千住駅の安全性や機能強化を図る上

で大変重要な事業と認識しております。 

  このため、本再開発事業を早期に実現できるよ

う、引き続き、関係者と緊密に連携し、事業を推

進してまいります。 

  次に、再開発準備組合との連携についてお答え

いたします。 

  先日の説明会は、準備組合と区の共催で開催を

いたしました。寄せられた御意見には、どのよう

な施設になるのかという期待と事業を見直すべき
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という懸念、両方のお声をいただきました。 

  来年度の事業着手に向け、準備組合に対し、地

域との対話を徹底するように指導するとともに、

準備組合との連携を更に強化し、課題解決に向け

て、計画どおり事業が進むよう、引き続き取り組

んでまいります。 

  次に、千住大川端地区開発計画の進捗について

お答えいたします。 

  本年８月の事業者からの報告では、工事費の高

騰、更には人手不足に伴う施工者確保の難航及び

工事施工計画の詳細検討を図ったことにより、事

業全体として、当初より２年間工期が延長となる

計画の変更が生じております。 

  現状、変更後のスケジュールは予定どおり進捗

しており、最初に着工する隅田川沿いのＣ－２地

区につきましては、令和８年１月の着工、そして

令和１１年度までの整備完了を目指しております。

また、区道の整備につきましても、令和１０年度

の事業者による工事着手に向け、現在設計を進め

ているところでございます。 

  引き続き、本計画の遅延を最小限に抑えるべく、

事業者との定期的な事業進捗の確認を徹底してま

いります。 

  次に、工事中の交通安全性の担保についてお答

えいたします。 

  事業者からは、極力、小学校の通学時間を避け、

また、車両通行時には、車両だけでの出入りとは

せず、警察及び区の指導により誘導員を適切に配

置することで、安全確保を図るとの報告を受けて

おります。 

  区といたしましても、通学する児童や地域の

方々の安全を確保するため、区と事業者で組織す

る開発推進連絡会などを通じて指導を徹底してま

いります。 

○政策経営部長 私からは、区が行った千住地域の

祭りの取材の感想及びレガシーについて、一括し

てお答えいたします。 

  今回の取材などを通して、地域の方々の思いや

御苦労を伺うことができ、地域の団結力が祭りを

支えていることを改めて実感する一方で、伝統を

後世に残すには、後継者が不足しているといった

課題も深刻であることが分かりました。 

  千住宿開宿４００年で構築した地域の方々との

つながりや関係性こそがレガシーであり、今後も

こうした活動の魅力をメディアへの情報提供など

も活用しながら、広く区内外にＰＲし、地域の盛

り上がりや担い手の増加につなげていけるよう尽

力してまいります。 

○子ども家庭部長 私からは、住区センター内で児

童館と学童保育室を運営していることの困難さに

対する区の見解についてお答えいたします。 

  児童館と学童保育室は、どちらも同じ放課後の

居場所であるものの、児童館は見守り、学童は保

育と事業の目的が異なると認識しております。 

  学童従事者からも、保護者対応やトラブル解決

のための関与が必要であり、児童館従事者に比べ

て業務の負担が大きいという声を聞いております。

このような実情を踏まえ、住区推進課と連携しな

がら、巡回や研修を通じた現場への支援を一層強

化してまいります。 

  次に、学童保育従事者の待遇及び業務の引継ぎ

の改善についてお答えいたします。 

  住区センター内の学童従事者の人件費は、近隣

区と比べ、低いことは把握しております。このた

め、令和６年度から３年掛けて、最低賃金を加味

した段階的な人件費の引上げを行っているところ

です。 

  また、学童従事者の有資格者には、人件費の上

乗せを行うなど、引き続き待遇改善に努めてまい

ります。 

  また、業務の引継ぎの改善についてですが、現

在は担当者間での文書のみの引継ぎにとどまって

おりますが、今後は、その引継ぎ文書を基に、学

童保育室への複数担当者の訪問も併せて実施して
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まいります。 

  更に、引継ぎすべき各学童保育室の課題や事案

は現状紙ベースでの共有となっておりますが、今

後は、全てデータベース化し、迅速に確認できる

ような環境を整えてまいります。 

  次に、学童保育室の運営方法の根本的な見直し

ですが、一部の住区センターからは、人材不足等

により学童保育室の運営が困難になっているとの

声をいただいております。 

  このため、来年度中に全ての住区センターに対

して現状を確認することといたします。その上で、

学童保育室の継続が困難な住区センターについて

は、学童保育室部分の運営を管理運営委員会から

別法人に委託するなど、根本的な方策について検

討してまいります。 

○ただ太郎議長 次に、２１番石毛かずあき議員。 

［石毛かずあき議員登壇］ 

○石毛かずあき議員 私は足立区議会公明党の一員

として、通告に従い、少子化対策として、プレコ

ンセプションケアと「賢く縮む」スマートシュリ

ンクについて、そして、多文化共生社会への体制

強化と外国人の就労・受入れ環境の改善について、

順次質問をいたします。執行機関におきましては、

前向きな答弁に期待いたします。 

  まず初めに、プレコンセプションケアについて

お伺いをいたします。 

  プレコンセプションケアは、妊娠前からの健康

管理を通して、将来の妊娠、出産を支える取組で

す。婦人科疾患の早期発見や生活習慣の改善によ

り、妊娠しやすい体づくりや赤ちゃんの健康リス

クの低減が期待されます。若い世代が性や妊娠に

関する正しい知識を持ち、自らの健康を意識する

ことは、少子化対策にもつながります。こうした

観点を踏まえ、各自治体では、若い世代の生涯に

わたる健康を支える施策として積極的に推進して

います。 

［議長退席、副議長着席］ 

  そこで伺います。 

  足立区は、区民の健康課題の解決を目指し、健

康あだち２１行動計画を作成しています。この計

画では、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目標

に掲げ、「住んでいるだけで自ずとと健康になれ

るまちあだち」を実現することを目指しています。

これは、妊娠前からの健康管理を重視するプレコ

ンセプションケアの考え方にも通じています。特

に、若い世代では、肥満ややせ過ぎが妊娠や出産

に悪影響を及ぼすことから、適度な運動で体重を

管理することが重要です。 

  その一歩として、区が作成した「ちょこ活」啓

発チラシは、効果的な取組です。子育てで時間が

ない、仕事で忙しいといった世代に向けて、座り

仕事中に立ち上がる、歯磨き中に片足立ちをする

など、日常の隙間時間で簡単にできる運動を提案

しています。こうした取組を通じて、若い世代に

健康づくりを浸透させていくべきと考えますが、

今後どのように「ちょこ活」を周知していくのか、

お伺いいたします。 

  また、区は、区内の全都立高校で、思春期や「や

せ」に対する啓発も含めた栄養教室を実施してい

ますが、若い世代の意見を聞く機会を設け、教室

実施後に直接生徒から健康に関する意見や感想を

次の授業に生かしてはどうか、併せて伺います。 

  ひきこもりの生活や複雑な家庭環境にある若者

への支援について、区では福祉まるごと相談課や

セーフティネットあだちで対応をしています。 

  豊島区や葛飾区、八王子市でも１０代から３０

代までを対象に、若者が抱える困難や課題につい

て、より細かく分析し、相談員が生活の改善や就

職に至るまでの取組を行っていると聞きます。 

  区においても、弱者支援として、若者支援とし

て、充実した伴走型支援を更に取り組むべきと思

いますが、伺います。 

  次に、少子化対策につながるスマートシュリン

クについて伺います。 
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  本年４月に、足立区の人口は約７０万人に達し

ていますが、足立区人口推計によると、令和１８

年、２０３６年頃に約７１万人とピークになる見

込みで、その後、人口は減少に転じ、４５年後の

令和５２年、２０７０年には約５８万人程度にな

ると推計されています。また、日本人と外国人を

分けた見通しも示されており、例えば令和５２年

には、区内の日本人は約４８万人、外国人は約１

０万人程度と、５人に１人は外国人という想定数

値となっています。 

  現在、区の合計特殊出生率は令和５年現在で０．

９９と低く、将来的な人手不足や医療、介護費の

増大、税の減収などが懸念されています。こうし

た中で注目されるのがスマートシュリンクという

考え方です。これは人口が減っても、経済や社会

への悪影響を最小限に抑え、区民一人一人の健康

や幸福感、ウェルビーイングを保ちながら、持続

可能な社会を目指す取組です。 

  そこで伺います。 

  人口減少は、人手不足や社会保障制度の維持、

地域の活力低下など、様々な問題を引起します。

スマートシュリンクの提唱者である大正大学の小

峰隆夫教授は、人口減少は避けられない流れであ

り、少子化対策だけでは限界があると指摘してい

ます。区では、これまで子育て支援などの少子化

対策を積極的に進めてきましたが、今後は、人口

減少を前提に、経済や社会への影響を最小限に抑

えながら、区民一人一人の健康や生きがいを支え

るスマートシュリンクも重要と考えます。これは、

身体的、精神的、社会的によい状態を短期的な幸

福だけでなく、生きがいや人生の意義などを含む

持続的なウェルビーイングを追求し、多様な人々

と地域がともに幸せを感じられる社会を目指すべ

きです。 

  こうしたスマートシュリンクの必要性について、

区の認識と見解を伺います。 

  スマートシュリンクの考え方は全国で広がって

おりますが、人口減少による都市の主体が現実的

な課題として捉えにくい東京都では、令和４年か

らスマート東京を掲げ、まずはデジタル化、スマ

ート化による都市の効率化と利便性の向上を各地

域が主体となって、デジタル技術やデータ活用を

通じて、地域課題の解決に向けた先進事例創出事

業をサポートしています。 

  一部の自治体では、大学、企業と連携して地域

課題の解決に取り組んでおり、例えば、墨田区で

は、住民参加による下町人情ウェルネス・スマー

トシティ。板橋区では、安全で移動しやすいまち

を目指す回遊の分析・向上プロジェクトｉｎ高島

平。品川区や港区など、各地で特色ある試みが進

められています。 

  今後、足立区においても、まずは、これまでの

まちづくりの事業を評価、また検証し、大学や企

業など、新たな連携先を発掘、強化しながら、地

域課題を解決するスマートなまちづくりを推進す

べきと思いますが、伺います。 

  あやセンターぐるぐるは、地域交流とやってみ

たいを応援するコミュニティ拠点です。住民のア

イデアを形にし、ヒト・モノ・コトが循環する場

所を目指す取組で、スマートシュリンクの考え方

にも通じています。今年は活動エリアを広げ、ぐ

るぐる博ｉｎ竹の塚を開催しました。 

  今後は、千住や西新井などにも広げ、地域の挑

戦や活力を高め、持続可能なまちづくりを発展さ

せる取組を拡大すべきと思いますが、伺います。 

  「賢く縮む」スマートシュリンクの考え方は、

人口減少を止めることではなく、住民の住みやす

さを追求することを目的としています。 

  区が進める公共施設の集約もその一例です。図

書館や医療、福祉などの施設やサービス拠点を効

率的にまとめることで、人材や予算といった限ら

れた資源を重点的に活用できます。また、行政サ

ービス全体の質や利便性の維持向上にもつながり

ます。 
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  こうした取組は、クオリティ・オブ・ライフ、

生活の質や人生の質の向上につながり、幸福度、

ウェルビーイングを高める賢い縮小として、スマ

ートシュリンクの考えのもと、今後も地域特性を

生かし、進めていくといった観点に立ち、公共施

設の効率化に向けて取り組んでいくべきと考えま

すが、伺います。 

  足立区の人口減少により経済も縮小すると考え

る人は多いですが、小峰教授は、人口が減っても

日本のＧＤＰや税収は増えており、生産性の向上

で経済は拡大していると指摘しています。 

  足立区でも、中小企業に向けて、専門相談員に

よる伴走支援やウェブ活用支援、小規模事業者等

経営改善補助金など、多様な施策で生産性の向上

を支援しています。 

  今後も区内の各事業者の課題やニーズに応じた

きめ細やかな支援を継続して行い、生産性向上を

目指すべきと思いますが、伺います。 

  スマートシュリンクの考え方を踏まえると、限

られた資源を有効に活用し、地域経済を持続的に

発展させることが重要です。 

  しかし、中小企業では、ホームページやＳＮＳ

の活用、ＩＴツールの導入など、デジタル化が遅

れており、生産性向上の妨げとなっています。区

では、経営改善、ホームページ制作支援やＩＴ・

ＩｏＴ等への補助金制度を設けておりますが、産

業経済部が行った物価高騰等影響アンケート調査

結果では、半数以上の事業者が知らない、または

利用していないと答えています。 

  少子高齢化による人手不足や人件費上昇も進む

中、補助金を活用した生産性向上や売上げ拡大の

成功事例など、広報や動画等を作成し、積極的に

発信し、これらの補助金の活用を後押しする取組

を行うべきと思いますが、伺います。 

  人口減少による最大の課題は、働く人の減少に

よる人手不足で、経済活動が制約されることです。

これを防ぐ考え方がスマートシュリンクです。足

立区では、ジョブサポートあだちによる就労支援

や女性のスキルアップ、定着支援、ハローワーク

でのシニア応援コーナーなどを進めています。し

かし、福祉やサービス業など、人材不足の業種と

求職者の希望する業種にはギャップがあり、マッ

チングが難しい現状です。ハローワークの担当者

の話では、労働市場での需給ギャップの大きな要

因の一つが、企業が定める休暇日数であるとのこ

とです。 

  区としても、これまで足立区育児・介護休業取

得応援奨励金の制定やワーク・ライフ・バランス

専門家を派遣する事業も行ってきましたが、区内

事業者の取組で採用に効果のあった事例を紹介す

るなど、なお一層推進すべきと思うが、どうか。 

  また、区内企業に対しては、現在行っている中

小企業人材採用支援助成金やＤＸ導入支援等につ

なげ、求職者には職業訓練の機会や給付の制度の

周知を強力に進めるなど、双方を支援すべきと思

いますが、併せて伺います。 

  高齢者や障がい者、女性など、多様な人材の活

用は重要です。今後は、個別の課題や働きづらさ

に応じた細やかな支援が必要で、障がい者の一般

就労を支援する就労移行支援や非正規雇用者の就

職定着支援、生活困窮者への就労機会の提供など、

経済的自立に向けた支援体制の充実が必要と思い

ますが、伺います。 

  次に、多文化共生社会への体制強化と外国人就

労受入れ環境の改善についてお伺いをいたします。 

  日本では、在留外国人が年々増加し、２０２２

年以降３年連続で年間３０万人を超えています。

区でも外国人住民は増え続け、令和７年１１月１

日時点で４万７，９９０人、全体の６．８２％と

過去最多です。 

  今後、外国人比率が１０％を超えると、文化や

生活習慣の違いから、社会的な摩擦が生じる可能

性があるのではないかという見方や日本人が外国

人に対して抱く不安がしばしば取り出されていま
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すが、外国人の方々も不安を抱えている場合もあ

ると聞いています。こうした現状を区はどのよう

に認識しているのか、伺います。 

  国立社会保障人口問題研究所の是川夕部長は、

外国人の受入れを抑えると、日本はマイナス成長

に陥る恐れがある。日本経済研究センターの試算

でも、もし外国人受入れをゼロにした場合、ＡＩ

などのＤＸを進めても、２０３０年半ばには、経

済成長率がマイナスに転じると指摘しています。 

  少子高齢化が進む中で、外国人人材は、労働力

確保の面でも欠かせない存在です。区でも人手不

足、とりわけエッセンシャルワーカー不足を補う

ため、２０１８年に創設された特定技能制度や２

０２４年に導入された育成就労制度の活用が重要

となります。特に、製造業、建設業、運輸業、介

護業など、深刻な人手不足分野で、外国人人材の

受入れが円滑に進むよう、区は、これらの制度の

内容や仕組みを区内事業者へ早期に周知し、２０

２７年の本格施行に向けた準備を進められるよう

支援をしてはどうか、伺います。 

  特に、区内の人手不足が深刻な分野では、外国

人人材が活躍できる環境づくりが重要です。区と

しても、区内企業などが外国人人材をどのように

受入れ、活用していくかなどといった課題に真剣

に向き合い、支援していく必要があると思います

が、伺います。 

  特定技能制度は、即戦力となる外国人を受け入

れるために２０１９年４月に創設され、この制度

には、特定技能１号と特定技能２号の２種類があ

ります。特定技能１号は、一定の技能と日本語能

力を持ち、最長５年の在留が可能です。特定技能

２号は、更に熟練した技能を持つ人が対象で、更

新の必要はあるが、在留期間の制限がなく、要件

を満たせば、家族の帯同や実質的な永住も認めら

れます。 

  今後、区内事業者が優秀な外国人人材を確保で

きるよう、例えば、特定技能人材の採用を進める

人材派遣事業者や外国人が長期的に働きながらキ

ャリアアップに必要な支援に取り組む事業者との

連携の強化、人材育成教育等を積極的に行ってい

る海外産業人材育成協会などにもつなげ、特定技

能１号、２号の取得から採用までを一体的に支援

すべきと思いますが、伺います。 

  今後、区では、外国から来た若者が働き、結婚

し、子どもを育てるケースが増えると考えられま

す。こうした方々を労働者としてだけでなく、地

域の住民として定着してもらうためには、地域で

の顔が見えるつながりが生まれる支援が重要です。 

  江戸川区では、交通ルールやマナー講座、ごみ

拾いイベントなどを通じて、地域住民との交流を

促進し、好評を得ています。こうした取組は、文

化や価値観の違いから生じる摩擦を防ぐ効果があ

ります。 

  足立区でも、外国人が一時的な労働者ではなく、

地域の一員として安心して暮らせるよう、地域ご

との小さな単位によるイベントや子どもたちの交

流の場を設け、言語・文化・制度の壁を取り除く

ことで、地域のつながりを深める取組をなお一層

進めるべきと思いますが、伺います。 

  今回の参院選挙では、外国人は出ていけなどの

差別的な声も聞かれました。こうした中、国は１

１月２７日に、外国人との秩序ある共生社会の実

現に向けた外国人との共生社会の実現のための有

識者会議の初会合を開きました。 

  公明党は、日本人と外国人が共に安心して暮ら

せる真の多文化共生社会の実現のため、多文化共

生社会実現本部を設置するなど、現実を踏まえた

多文化共生社会を築く体制づくりが重要な時期を

迎えています。特に、ＳＮＳでは、外国人に関す

る事件などが繰り返し拡散される多重露出により、

誤解や不安が広がりやすくなっています。選挙権

を持たず、自らの権利を守りにくい外国人に寄り

添えるかどうかは、足立区政の成熟度にも関わる

と考えます。 
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  多文化共生の社会を築くためには、誰もが自ら

選んだ地域で、教育や就労の機会を経て、住み続

けられる支援を進めることが重要と思いますが、

区の見解を伺います。 

  外国人の方が住居探しや行政手続、金融サービ

スの利用などで、言語や文化の壁に直面し、子ど

もたちも学習や進学面で苦労しやすいと言われて

います。生活のルールやマナー、在留手続、仕事

や教育など、日常の困り事も含め、練馬区や大田

区、八王子市などでは、１１言語に対応した外国

人向け相談窓口やサポートデスクを設置していま

す。 

  区内には、中国、韓国、ベトナム、フィリピン、

ミャンマーなど１３０か国ほどの方々が暮らして

いますが、現在、英語、中国語、韓国語に対応し

た相談窓口となっています。区でも、外国人が生

活に必要な手続や相談を安心して行えるよう、多

言語化対応が必要と考えます。より多くの言語に

対応したワンストップ型の窓口へと拡充すべきと

思いますが、伺います。 

  以上、質問を終わります。御清聴、誠にありが

とうございました。 

○衛生部長 私からは、プレコンセプションケアに

ついての御質問のうち、まず、日常生活でプラス

５分動くちょこ活の若い世代への周知についてで

すが、主に以下の三つの取組の中で浸透を図りま

す。 

  まず、若い世代が集まる商業施設等でのベジチ

ェックの際、ちょこ活のチラシを手渡しし、体の

動かし方などを伝えながら周知してまいります。 

  次に、元気な職場づくり応援事業の中でも、若

い社員の方に仕事の隙間時間で実践していただけ

るよう、保健師などが働き掛けてまいります。更

に、３から４か月児や１歳６か月児、３歳児の健

診の機会なども捉え、積極的に保護者など若い世

代にちょこ活のチラシを配布してまいります。 

  次に、若い世代の意見を聞く機会として、区内

高校での栄養教室実施後に直接生徒から意見等を

もらい、次の事業に生かしていくことについてで

すが、現在の教室実施後のアンケートだけでなく、

今後は、事前に担当教員に依頼して、対面での意

見交換の場を調整していただくなど、若い世代の

意見を聞く機会を設け、次の事業に生かしてまい

ります。 

○福祉部長 私からは、ひきこもりの生活や複雑な

家庭環境にある若者への、更に充実した伴走支援

についての御質問にお答えいたします。 

  福祉まるごと相談課とセーフティネットあだち

における、１０代から３０代の相談件数の増加傾

向からも、引きこもりや生きづらさ、居場所への

支援ニーズは多くあると推察しております。 

  今後は、今年度新たに開始したメタバース居場

所の開設日時の拡充などにより、利用への選択肢

を広げるとともに、信頼関係を築きながら解決策

を一緒に考え、つながり続けていく伴走支援によ

り一層取り組んでまいります。 

  次に、スマートシュリンクについての御質問の

うち、多様な人材の経済的自立に向けた支援体制

の充実についての御質問にお答えいたします。 

  相談に来られた方が抱える課題や働きづらいお

気持ちに寄り添い、就労へのマッチングからその

後の定着まで、切れ目のない支援を行うことで経

済的な自立を後押ししてまいります。 

  特に、若い世代の仕事探しや就労に関する相談

需要は、潜在的にまだ多く存在すると考えており

ますので、現行のまるごと相談に加え、令和８年

度中には、デジタルツールを活用した閉庁時間帯

におけるオンラインでの就労相談の整備など、よ

り一層、区民の安心につながる支援体制を構築し

ていきたいと考えております。 

○政策経営部長 私からは、スマートシュリンクの

必要性についてお答えいたします。 

  人口減少社会の到来を見据え、行政サービスの

質を維持しながら、持続可能な地域社会を構築す
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るためにも、「賢く縮む」スマートシュリンクの

考え方は必要と認識しております。 

  今後も行政事務の効率化や公共交通機関の維持

という地域課題の解決に向け、ＩＣＴ技術を活用

した取組を進めるなど、区民一人一人のウェルビ

ーイング向上に資する施策を展開し、活力ある持

続可能なまちづくりを進めてまいります。 

  次に、大学や企業などと連携しながら、地域課

題を解決するスマートなまちづくりの推進につい

てお答えいたします。 

  これまでも、地域や大学、企業と連携してまち

づくりを進めてまいりましたが、令和７年８月に

は、官民連携を目的とした足立共創フロントを立

ち上げ、行政事務のＤＸ化及び刑法犯認知件数の

減少などの課題解決に向け、協議を進めておりま

す。 

  今後は、これまで以上に民間事業者などと連携

し、最新のデジタル技術を活用して、住民がより

安全で便利に暮らせるようなスマートなまちづく

りを進めてまいります。 

○あだち未来創造室長 私からは、地域交流とやっ

てみたい気持ちを応援する取組の拡大についてお

答えいたします。 

  綾瀬エリアのあやセンターぐるぐるに続き、竹

の塚エリアでも、新たに令和８年４月から★★を

開設し、これまで以上に区民の皆様のやってみた

い気持ちを応援してまいります。 

  更に、綾瀬と竹の塚に続くエリアとして、西新

井駅周辺のまちづくりの進捗を見ながら、西新井

エリアでも取組を開始できるよう検討してまいり

ます。 

○資産活用部長 私からは、「賢く縮む」スマート

シュリンクについての御質問のうち、区民のウェ

ルビーイングを高めるスマートシュリンクの考え

の基、地域特性を生かした公共施設の効率化に取

り組んでいくべきとの御質問にお答えいたします。 

  将来的に、人口減少、少子超高齢社会が進行し

ていく中でも、区民ニーズの変化に応じた最適な

行政サービスを提供するためには、公共施設の集

約や最適な施設配置の検討が必要と考えておりま

す。 

  今後、公共施設の集約や最適な施設配置検討に

当たっては、スマートシュリンクの視点を持って、

施設総量を賢く縮ませながら、行政サービスを維

持していくことで、区民のウェルビーイングを高

めることができるよう、地域特性を生かした公共

施設の効率化に取り組んでまいります。 

○産業経済部長 私からは、まずスマートシュリン

クに関する御質問のうち、初めに、事業者へのき

め細やかな支援の継続と補助金を活用した成功事

例などの積極的な発信によって、補助金の活用を

後押しすることについて一括してお答えいたしま

す。 

  区は、これまでも事業者の生産性向上に資する

様々な支援策を実施してまいりました。今後も事

業者の実情に応じた事業をきめ細かく展開してい

くとともに、補助金を活用した事業者の成功事例

をトキメキやＳＮＳ等で情報発信してまいります。 

  次に、区内企業と求職者の双方を支援すべきで

はとの御質問についてお答えいたします。 

  人手不足の課題解消においては、企業と求職者

双方への支援が必要であると認識しております。

そのため、引き続き企業には、区の各種補助金交

付やアドバイザー派遣を行うとともに、求職者へ

は、職業訓練や各種補助金等の国や都の施策をト

キメキや区ホームページで発信していくことで、

区内企業と求職者双方の支援を更に強化してまい

ります。 

  次に、外国人人材に関する一連の御質問のうち、

初めに、区内事業者への外国人人材特定技能制度

や育成就労制度の内容や仕組みの周知及び育成就

労制度の本格施行に向けた準備への支援を行うべ

きとの御質問にお答えいたします。 

  区では、令和８年２月に、特定技能制度や育成
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就労制度などの在留資格に関する制度の説明や外

国人人材受入れの準備などをテーマとした区内中

小企業向けのセミナーを実施いたします。このセ

ミナーのアンケート結果の分析に加え、区内企業

の外国人人材の活用動向の把握を踏まえて、令和

８年度は、対象業者やテーマをより具体化したセ

ミナーを実施する予定です。 

  また、特定技能制度や育成就労制度の周知につ

いては、トキメキや区ホームページ、ＳＮＳ等を

活用して実施してまいります。 

  次に、外国人人材をどのように受入れ、活用し

ていくかなどの課題に真剣に向き合い、支援して

いく必要があるのではとの御質問についてですが、

外国人人材の受入れに当たっては、企業の成功事

例や実際に働く外国人人材の意見の共有は欠かせ

ないため、今年度実施するセミナーの中で、実際

に外国人人材を採用する企業に登壇してもらうな

ど、必要な情報を発信してまいります。 

  また、令和８年度は、対象業者やテーマをより

具体化した外国人人材の採用定着に関するセミナ

ーの中で、アンケート等により必要な支援の把握

に努め、支援策を充実させてまいります。 

  次に、区内事業者が優秀な外国人人材を確保で

きるよう、外国人人材に関連する事業者等と連携

しながら、特定技能１号、２号取得から採用まで

を一体的に支援すべきとの御質問に対してお答え

いたします。 

  特定技能１号、２号取得から採用までの一体的

な支援につきましては、まずはどのような形で支

援が可能か、連携先も含め、検討してまいります。 

  また、今後実施する外国人人材活用セミナーな

どで、採用、育成、定着などのフェーズごとに必

要な支援について、関係事業者と連携した情報発

信を検討してまいります。 

○地域のちから推進部長 私からは、ワーク・ライ

フ・バランスの推進による採用効果のＰＲについ

てお答えいたします。 

  令和７年１１月から、国の制度である、えるぼ

し、くるみんの認定事業者をインタビュー形式で

区のホームページに掲載しており、その中で、ワ

ーク・ライフ・バランスの取組で採用効果があっ

た事例を紹介するなど、ＰＲしております。 

  今後も事業者の工夫や生の声を紹介し、引き続

き、区内事業者におけるワーク・ライフ・バラン

スの促進を図ってまいります。 

  次に、外国人比率の増加により生じる社会的な

摩擦や日本人が抱く外国人への不安と外国人自身

が抱える不安に関し、区が認識している現状につ

いてお答えいたします。 

  １０月に実施した外国人と日本人の双方を対象

とした区民意識調査によれば、日本人からは、ル

ールやマナーが守られず、日本人が我慢を強いら

れる。外国人からは、外国人に対する差別をしな

いでほしいなどの不安の声が上げられました。 

  今後、区民向けに多文化共生セミナーを開催す

るなど、相互理解を深める取組を進めるとともに、

外国人に関する課題を庁内横断的に共有し、より

効果的な外国人施策を議論するＰＴの中でも必要

な取組を検討してまいります。 

  次に、地域ごとのイベントや交流の場を設け、

地域のつながりを深める取組を一層進めるべきと

の御質問ですが、地域学習センター単位で外国語

でのおはなし会や国際交流会を開催している事例

があり、こうした催しを先行事例として他の学習

センターへ情報共有するなど、地域ごとにつなが

りを深める取組を検討してまいります。 

  次に、誰もが自ら進んだ地域で、教育や就労の

機会を得て、住み続けられる支援を進めることが

重要との御意見に対する区の見解ですが、区も外

国人に差別的な扱いをすることなく、安心して住

み続けられる支援をすることが重要だと認識して

おります。引き続き、各地域で行われているボラ

ンティアによる日本語教室や厚生労働省が足立区

を会場として実施する仕事のための日本語講座を
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外国人に広く周知してまいります。 

  次に、より多くの言語に対応したワンストップ

型の窓口へ拡充すべきとの御質問ですが、現在、

区では、例示いただいた練馬区や大田区と同様に、

外国人相談窓口を設置し、英語、中国語、韓国語

に対応できる相談員が情報提供や各課の窓口へお

連れし、多言語で手続をサポートしております。 

  その他の言語については、１５言語に対応可能

な通訳タブレットを外国人相談の多い３５部署に

配置し、テレビ通訳や機械翻訳を通じて、多くの

外国人の多言語支援に活用しております。国籍別

の人数が多い言語をカバーしておりますが、新た

に転入する外国人の国籍を注視し、必要に応じて

対応可能な言語を追加してまいります。 

  なお、外国人支援の拡充は、庁内で様々な検討

を行っているところであり、実施可能な取組から

進めてまいります。 

○くぼた美幸副議長 次に、４２番かねだ正議員。 

［かねだ正議員登壇］ 

○かねだ正議員 私は足立区議会自民党の一員とし

て質問させていただきます。執行機関の前向きな

答弁を心より期待いたします。 

  まず、西新井駅及び大師前駅周辺を中心とした

まちづくりについてをテーマに質問いたします。 

  近年、東武線沿線においては、竹ノ塚駅東口や

北千住駅東口の再開発や牛田駅付近の大規模工場

跡地の土地利用転換といった動きがある中、当該

地区周辺のまちづくりは道半ばといった感じを受

けます。 

  足立区都市計画マスタープランにおいて、西新

井駅西口周辺は、土地の高度利用や不燃化に向け、

土地利用の適切な誘導と駅前広場の整備に当たっ

て、周辺建物の共同化や駅東西をつなぐ歩行者、

自転車交通の整備などを検討し、駅前の顔づくり

を進めるとしています。 

  西新井駅東口周辺は、都市計画道路の整備、交

通広場の整備や駅アクセス道路の改善整備などの

ため、民間開発などの誘導や地区計画などの導入

を視野に入れたまちづくりを検討するとしていま

す。 

［副議長退席、議長着席］ 

  一方、大師前駅周辺は、門前街の歴史性を生か

した文化・歴史の拠点として、都市景観の形成を

一層進めるとともに、観光と商業の活性化と未整

備の都市計画道路の整備、沿道の高度利用を図る

としています。 

  現状、西新井駅は、西口では隣接するビルとマ

ンションが解体され、更地になりました。かつて

西口にはエスカレーターがなく、３階レベルの改

札まで多くの利用者が階段を上っていくしかあり

ませんでした。何度も東武鉄道に働き掛けました

が、実現しませんでした。今から３年前の令和４

年に、足立区が支援することにより、仮設のエレ

ベーター、エスカレーターを設置することができ

ました。この結果、今は駅を利用される皆様に喜

ばれるようになり、駅への動線も変化しました。

また、パサージオ前の２本の横断歩道を渡る歩行

者交通量が激減し、バスやタクシーの渋滞が解消

されることにもつながりました。 

  しかし、駅に隣接するビルが解体され、更地に

なったことにより、区民の皆様の期待は、これか

らの更なる駅及び駅前交通広場の利便性向上及び

木造住宅密集地域の解消と地域の活性化へと変化

してきました。大師前駅周辺地域については、老

朽化や店舗転換など、様々な影響により、歴史性

を生かした文化、歴史の拠点という目標とは違っ

た形のまちづくりになってしまっており、未来に

向けた足立区最大の観光資源としての魅力の存続

について、大きな不安を地域住民の方々も持って

います。 

  これらを踏まえ、以下、質問いたします。 

  まず初めに、西新井駅西口・東口再開発につい

て伺います。 

  西新井駅西口・東口の再開発については、過去
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に様々な場面で質問、提案しています。特に西新

井駅西口については、１階が車道、２階が歩道と

して活用ができるペデストリアンデッキの設置を

提案し、利用者の方々の利便性、安全性の向上を

提案しています。最近止まっていた計画が動き始

めたことは光が見えてきた感もあります。 

  そこで伺います。 

  西新井駅西口交通広場の都市計画面積と現在区

が取得している面積及び未取得の面積と地権者数

を伺います。 

  再開発準備組合が発足したことにより、再開発

や東武鉄道と合わせた一体的整備が望まれます。

事業認可期間はあるが、西口全体の整備と合わせ

ることを優先すべきであると思いますが、どうで

しょうか。 

  今回、再開発準備組合に加わった東武鉄道の区

域以外の北側の旧マンション部分については、ど

のような計画があるのでしょうか。また、見通し

はどうでしょうか。 

  このたび、西口南地区市街地再開発準備組合に

東武鉄道駅舎の部分が加わったと聞きました。駅

との一体整備に向けて、よりよい形で開発が進む

ように感じますが、メリットは何でしょうか。ま

た、これからに向けてのプランの概要は示せるの

でしょうか。 

  西新井駅西口の課題として、交通広場の早期整

備や密集市街地の改善が考えられますが、広義の

意味でのまちの再開発計画について、区としてど

のように捉えて進めていこうと考えているのでし

ょうか。 

  これまでも、西口交通広場では歩行者と車両を

分離できる整備が望ましいことを要望し、このた

めにはペデストリアンデッキの整備が欠かせない

と質問してきました。それに対し、区も検討して

いくということでしたが、検討状況はどうでしょ

うか。設置の可能性はどうでしょうか。 

  また、交通広場の形状等の詳細設計はこれから

だと聞いていますが、将来の交通需要や自動運転

を見据えた設計にすべきと思いますが、どうでし

ょうか。 

  パサージオ前の横断歩道は、歩行者通行量は減

少したとはいえ、いまだもって安全性、利便性に

問題があります。横断歩道を２本から１本へと改

善していく考えはあるのでしょうか。 

  西原駅西口南街区については、現在、準備組合

が立ち上がり、市街地再開発事業に向け、鋭意検

討を行っていると思いますが、現在、準備組合に

参加している地権者は何割でしょうか。 

  また、今後、再開発を進めるに当たって、準備

組合の予定スケジュールはどのようになっている

のか伺います。 

  西原駅東口のタクシーやバス等の乗り場整備に

ついて、現状の駅前道路は、タクシーやバス、一

般車の一時停車が多く、歩行者の横断も多いため、

交通安全上課題があります。交通広場整備の計画

がない中で、限られたスペースを活用し、駅前の

交通環境を改善していく必要があります。今後、

どのように整備し、改善するのか、現在の検討状

況を伺います。 

  次に、補助第２５３号線について伺います。 

  補助第２５３号線は、伊興方面から西新井大師

横を通り、環状７号線方面へと抜ける予定の路線

であります。環状７号線との交差では、立体交差

の計画であります。 

  この補助第２５３号線については、昭和４１年

に都市計画決定されてから６０年近くもそのまま

であります。過去に用地測量まで進みながら、計

画は全く進展していません。地権者の方々の不安、

不利益、区民の皆様の防災環境を考えると、一刻

も早く完成に向け進めていかなければならないと

思います。 

  そこで伺います。 

  補助第２５３号線については、これまでも未整

備路線の事業化について質問してきましたが、い
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まだ事業化の見込みは立っていません。補助第２

５３号線沿いには、西新井消防署が位置しており、

環状７号線まで延伸することで、防災機能も高ま

るはずでありますが、区は、当該路線の重要度を

どのように捉えているのでしょうか。 

  また、令和４年第３回定例会では、早期整備を

図るべきとの私の一般質問に対し、東京都と都市

計画変更の可能性を協議していくとの答弁であり

ました。あれから３年が経過しますが、現在の東

京都との協議状況及び今後の見通しはどうでしょ

うか。 

  ６０年近く進んでいないことは、何より地権者

の皆様に不利益や不安をもたらしてしまっていま

すが、何が理由で計画が進んでいないのか、具体

的な理由を伺います。 

  このままの状況を繰り返していると、計画が進

展するようには到底思えません。地権者の皆様の

ことを考え、白紙撤回することも一つの選択肢と

考えているのでしょうか。 

  次に、西新井大師周辺地域における観光イベン

ト等について伺います。 

  現在、区と観光交流協会は、区の魅力をＰＲし、

区外から人を呼び込むため、五大イベントを共催

で実施しています。 

  しかし、足立区最大の観光資源とも言える西新

井大師を舞台としたイベントは行われていません。

西新井大師で行われる夏祭りなどのイベントは、

いずれも町会や商店街が担い手となっていますが、

区も関わることで、多くの集客が見込まれ、まち

や商店街の活性化につながるイベントが実現でき

ると考えます。くしくも来年は西新井大師が開創

１２００年を迎える記念すべき年で、絶好のＰＲ

の機会であります。 

  そこで伺います。 

  さきの決算特別委員会において、東大寺などで

行われ、人気を博しているライトアップ事業を西

新井大師でも実施し、区西側地域における目玉イ

ベントとすべきと提案しましたが、その後の進捗

状況はどのようになっているのか伺います。 

  もし来年ライトアップ事業等を実施しないとす

れば、西新井大師開創１２００年に対し、区とし

て、西新井大師近隣商店街と連携して、何かイベ

ントを実施していく考えはあるのでしょうか。 

  私はこれまで何度も門前街を行政として強いバ

ックアップを行っていくべきとの質問、提案をし

てきましたが、なかなか実現してきませんでした。

その後、西新井大師周辺は、特に門前街としては、

かなり店舗の変化が行われ、残念ながら、歴史感

のあるお店が少なくなってしまっています。この

ような状況を区はどのように考えているのでしょ

うか。 

  外国人旅行者の方々は、日本の伝統文化に大変

興味を持ち、来日され、観光しています。外国人

旅行者の方々にとっては、西新井大師は大変魅力

的な観光スポットであります。区としてはどのよ

うに認識しているのでしょうか。 

  大師前駅の前には、長年の課題であった青少年

センター跡地に西新井センターが建設され、区民

事務所、住区センター一体となった魅力ある施設

が完成しました。この施設を使用したイベント等

も区の主催として考えていくべきであると思いま

すが、どうでしょうか。 

  次に、区民のための強い組織づくりについてを

テーマに質問いたします。 

  区民サービスの向上は、それを支える職員、強

い組織が不可欠であります。私はこれまで何度も

区の組織の在り方について疑問を呈してきました。 

  そこで幾つか伺います。 

  さきの決算特別委員会においても、当区の管理

職不足が改めて浮き彫りとなりました。特に、課

長の兼務や部長が課長の事務を取り扱うような課

が、今年度も約２０ポストあることが分かりまし

た。 

  このような状況では、管理職自身だけではなく、
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職員の負担も増大することが考えられ、組織運営

にも支障を来す恐れがあることから、速やかに解

消すべき課題と考えています。 

  まず、区の管理職の状況について伺います。 

  さきに述べたように、組織をしっかり機能させ

ていくためにも、意思伝達のしっかりとした組織

づくりが重要であります。 

  現状も踏まえ、以下質問いたします。 

  管理職が不足し、兼務をしていることによる具

体的な弊害はないのか。もし弊害がないとすれば、

その課は本当に課として必要性があるのでしょう

か。係でもよいのではないでしょうか。 

  管理職不足に対する取組を行っていることは認

識しています。しかし改善していません。抜本的

に解消するための取組について、区はどのように

考えているのでしょうか。 

  管理職が魅力あるポストとして職員に認識して

もらう努力が必要と考えます。管理職になること

によるメリット等を職員の皆様に考えてもらうこ

とも重要であると思いますが、どうでしょうか。 

  管理職による兼務、事務取扱いポストは速やか

になくすべきと考えますが、区は何年くらいで解

消できると考えているのでしょうか。具体的なス

ケジュールも含め、伺います。 

  次に、区民事務所の強い組織づくりと管理職の

配置について伺います。 

  平成１５年度に、千住区民事務所、鹿浜区民事

務所の所長として管理職が配置され、平成１７年

度には中央本町区民事務所、竹の塚区民事務所、

西新井区民事務所の５か所に配置を拡大した経緯

があります。しかしながら、平成２０年度には管

理職の配置が廃止され、今に至ります。 

  そこで伺います。 

  区民事務所の管理職配置を廃止した具体的な理

由は何でしょうか。 

  現在、区内各地域で町会・自治会の加入率が低

下しています。また、町会・自治会を基礎とした

災害時の避難所運営や住区センターの運営に取り

組んでいる現状があります。これらの各地域の取

組の支援を強化するためにも、区民事務所に管理

職を配置する実証実験を再度提案いたしますが、

区の考えはどうでしょうか。 

  区民事務所は地域の顔であり、窓口であります。

そのため、事務量も膨大であります。職員の負担

を減らす意味でも、区民サービスを向上させる意

味でも、組織全体の強化が必要でありますが、区

の考えはどうでしょうか。 

  特に、さきに述べたとおり、町会・自治会加入

率の低下は著しいです。区にとって一番のパート

ナーである町会・自治会の維持は何より重要であ

ります。地域に一番近いところで寄り添うことの

できる区民事務所に、加入率対策の専属的な人員

を配置すべきと考えますが、どうでしょうか。 

  次に、生涯学習振興公社の組織運営について伺

います。 

  生涯学習振興公社は固有職員の方々の密な仕事

ぶりの中で、長年現場で培った経験と実績のもと

で、丁寧な対応、細かな配慮など、区職員とは違

った形でのアプローチができており、公社のよさ

を生かした仕事が行われています。公社が固有職

員の熱意のもと運営されていることにプラスはあ

ってもマイナスはないと考えます。 

  そこで伺います。 

  生涯学習振興公社は、長く固有職員の退職不補

充の方針が取られていますが、放課後子ども教室

に関わる業務など、子どもの放課後の居場所確保

という観点で、非常に重要な役割を担っています。

しかし、退職不補充に伴う固有職員の平均年齢が

上昇し、今後数年で更に退職者が続くことになれ

ば、生涯学習振興公社の組織の弱体化は明らかで

あります。今後の生涯学習振興公社の在り方につ

いて、区としてどのように考えているのでしょう

か。 

  現在、生涯学習振興公社は、さきに述べたとお
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り、足立区の進める子どもの居場所づくりとして、

大事な放課後子ども教室を担当しています。現在

の放課後子ども教室の現状を区はどのように捉え

ているのでしょうか。 

  仮に、生涯学習振興公社が廃止になり、外部委

託や区の直接管理になると、今までの放課後子ど

も教室などの運営の管理の質の維持は大変だと思

いますが、どうでしょうか。 

  区民の生涯学習事業を支えていくことは、人生

１００年時代の中で、ますますその重要度は増し

てきます。健康寿命の増進や幸福な人生を考える

上でも、生涯学習振興公社のような専門的な機関

は必要ではないでしょうか。 

  次に、一般財団法人足立区観光交流協会の組織

について伺います。 

  現在、観光交流協会の会長は副区長が務めてい

ます。２３区の状況を調べてみますと、観光交流

協会に相当する組織がある区は、足立区を含めて

２０区あり、そのうち、民間の企業、団体等の出

身の方が会長を務めている区は１８区であります。

民間の方が会長を務めることで、協力いただける

民間の方々の裾野が広がったり、より多くの協賛

金を確保できるといったメリットがあると考えら

れます。 

  そこで伺います。 

  観光交流協会の会長を副区長が兼務しているこ

とによるメリットとデメリットについて、現状、

区はどのように考えていますでしょうか。 

  さきの決算特別委員会においても提案しました

が、改めて当区においても、観光交流協会の会長

を民間の方に担っていただくことについて、区の

考えを伺います。 

  民間の会長によるリーダーシップのもと、様々

なイベントを実施することにより、今より民間活

力が組織に入り、イベントも特色あるものになっ

ていくと思いますが、どうでしょうか。 

  現在、区では検討している状況だと思いますが、

いつまでに方向性を決めるという具体的な時期、

スケジュールを示してほしいと思いますが、どう

でしょうか。 

  次に、審議会について伺います。 

  審議会の重要な役割として、区長の諮問に応じ、

専門的、技術的な見地や住民の意見を反映させて

審議し、その結果を答申することがあります。こ

のため、審議会の委員の選任に当たっては、特定

分野での専門性等を鑑みた人選が非常に重要とな

ってくるのはもちろんのこと、この如何によって、

審議会の信頼性、実効性にも関わってきます。 

  そこで伺います。 

  現状、区の委員の人選に関する視点はどのよう

な点に留意して考えていますでしょうか。 

  委員の兼任が非常に多いと考えます。同じ方が

務めることが一概に問題だとは思いませんが、個

人的な意見が反映してしまう機会が多くなってし

まうと思いますが、どうでしょうか。 

  次に、農業委員会について伺います。 

  農業委員会は、都市農業を守っていく上でも非

常に重要な委員会であり、農地法に基づく様々な

事務を行っています。中でも、農業委員の皆様は、

その専門的知識と経験を生かし、日頃より様々な

農家の方の相談や依頼などを受けており、日々、

委員として活躍されています。農地等の利用の最

適化の推進等は、これからますます重要となって

きます。 

  そこで伺います。 

  農業委員会の委員は定数１１名で構成されてい

ますが、その職責は重要であり、今後もしっかり

とした専門的見地の下、活躍してもらいたいと思

いますが、区の認識はいかがでしょうか。 

  農業委員会の委員は、農地法等の許認可、農地

の利用状況調査、農業者との意見交換会等、日々

活動しています。その職責の重要性に対して、他

の行政委員と比べると、その報酬は低いと感じて

います。職責に見合った報酬にしていくべきと考
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えますが、どうでしょうか。 

  以上で質問を終了します。御清聴、誠にありが

とうございました。 

○都市建設部長 私からは、西新井駅西口・東口再

開発についてお答えいたします。 

  まず初めに、西新井駅西口交通広場の都市計画

面積ですが、５，８４４㎡、現在区が取得してい

る面積は、現状区道部分も含め３，７０５㎡。未

取得地の面積は２，１３９㎡、地権者数は４名で

ございます。 

  次に、再開発や東武鉄道など西口全体の整備と

合わせることを優先すべきとの御質問にお答えし

ます。 

  駅や交通広場利用者の利便性や安全性を第一と

し、再開発と交通広場の連続性を考慮して整備を

行っていく必要性があると考えております。交通

広場の事業認可期間は令和１１年度末ですが、駅

前交通広場整備が再開発準備組合、東武鉄道等の

施設整備と連携し、西新井駅西口周辺のまちづく

りと一体的に進めてまいります。 

  次に、西新井駅西口の北側にある東武鉄道の旧

マンション部分にどのような計画と見通しがある

かとの御質問にお答えします。 

  東武鉄道より将来計画については、継続して

様々な検討を行っており、今後の奉仕構成が固ま

り次第、関係者と調整協議を行うと聞いておりま

す。今後も東武鉄道と情報交換を行い、動向を注

視してまいります。 

  次に、西口南地区市街地再開発準備組合に東武

鉄道駅舎の部分が加わったことによるメリット及

びプランの概要についてお答えいたします。 

  まずメリットですが、西口南地区市街地再開発

準備組合に再開発の区域が拡大し、駅舎に接した

ことにより、駅と再開発と交通広場の関係性も変

化し、利便性が高く、にぎわいが生まれる空間を

一体的につくれるようになったことがあると考え

ております。 

  プランについてですが、検討を進めているとこ

ろでありますが、今時点でお示しすることは難し

い状況ですが、再開発準備組合との協議が整い、

お知らせできるようになりましたら、議会にお示

ししてまいります。 

  次に、広義の意味でのまちの再開発計画につい

て、区としてどのように捉え、進めていこうと考

えているかとの御質問にお答えします。 

  西新井・梅島エリアは、西口の交通広場や再開

発事業による駅前空間の整備だけではなく、東口

の補助第２５５号線や西新井公園の整備を同時期

に進めていくこととなります。このことにより、

西新井・梅島エリアデザイン計画の目的である、

豊かで快適な安全安心なまちの実現に大きく近づ

くだけでなく、足立区のイメージやまちの価値向

上につながるものと捉えており、引き続き、その

実現に向けて各種事業を進めてまいります。 

  次に、ペデストリアンデッキの検討状況、設置

の可能性、交通広場を将来の交通需要や自動運転

を見据えた設計にすべきという御質問についてお

答えいたします。 

  現在の都市計画における交通広場は平面ですが、

西新井南地区市街地再開発や駅舎の改良内容が具

体的になった段階で、ペデストリアンデッキの設

置の可能性、形状等を検討してまいります。この

ため、現時点では、再開発等による将来の人や車

両の動線の変化等、課題を整理しております。ま

た、交通広場を設計する際には、将来の交通需要

や自動運転への対応を見据えたものといたします。 

  次に、パサージオ前の横断歩道の改善について

ですが、過去のエリアデザイン調査特別委員会で

も御報告しておりますとおり、令和４年度の事業

認可取得時の基本設計では、交通広場の整備に併

せ、横断歩道を２本から１本へ集約するとともに、

道路と垂直に設置することで、横断距離を現在よ

りも短くする予定で警視庁と協議を完了しており

ます。 
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  次に、再開発準備組合に参加している地権者の

割合と予定スケジュールについてお答えいたしま

す。 

  現在、準備組合に参加している地権者は、足立

区及び土地開発公社を除いて７割を超えていると

聞いております。 

  予定スケジュールについて、準備組合は早期の

事業成立を希望しておりますが、再開発事業は公

共性が高く、計画の検討及び調整が膨大で、かな

りの労力を費やす事業であることから、このタイ

ミングでスケジュールを示すことは難しい状況で

す。検討、協議が進みましたら速やかに議会をお

知らせしてまいります。 

  次に、西新井駅東口のタクシーやバス等の乗り

場整備、駅前の交通環境改善についてお答えいた

します。 

  令和６年度に、警察、バス事業者、タクシー協

会と協議し、駅前の広場に切り込みを設置し、バ

ス停を移設整備する基本方針を定めました。令和

７年度も引き続き関係機関と協議しつつ、設計を

進め、令和８年度工事着手を目指してまいります。 

  なお、タクシーや一般車の乗り場につきまして

は、既存のバス停部分を活用できるよう、警察と

協議してまいります。道路本線上でバスの停車を

なくすことで、東口駅前の交通環境改善を目指し

てまいります。 

  次に、西新井西側に計画している補助第２５３

号線の重要度についてお答えいたします。 

  補助第２５３号線につきましては、御質問の防

災機能の向上に加え、南北の道路ネットワーク機

能の向上に寄与する路線と認識しております。 

  次に、整備に関する東京都と協議状況及び今後

の見通しですが、区といたしましては、現在、都、

区、市、町で進めている、新たな★★における都

市計画道路の整備方針の策定作業の中で、都市計

画変更について協議していく考えでした。しかし

ながら、東京都は今回の策定作業の中では、環状

７号線と交差する都市計画道路は原則立体化する

ことの見直しは行わないとの意向であったため、

今後、改めて補助２５３号線と環状７号線の交差

部の平面化について東京都と個別に協議を進めて

まいります。 

  また、計画が進まない具体的な理由につきまし

ては、区は事業費の抑制、地域の負担軽減のため、

あくまでも平面交差による整備を目指しており、

平面化のめどが立たないことが最大の理由となっ

ております。 

  次に、計画の撤回についてですが、区といたし

ましては、補助２５３号線は、防災機能の向上及

び南北道路のネットワーク機能の向上に寄与する

路線と認識しておりますので、白紙撤回する考え

はございません。立体交差の都市計画を平面交差

化にする調整は長い期間を要する見込みですが、

一つずつ課題を解決してまいります。 

○産業経済部長 私からは、まず、西新井大師周辺

地域における観光イベント等に関する一連の御質

問についてお答えいたします。 

  初めに、西新井大師のライトアップ事業の進捗

状況についてですが、西新井大師にヒアリングに

伺い、ライトアップ自体の実施は可能との御意見

をいただきました。これに基づき、今後も商店街

と協議し、イベント内容を検討してまいります。 

  次に、西新井大師開創１２００年に対して、区

として、西新井大師近隣商店街と連携して、何か

イベントを実施していく考えはあるのかについて

お答えいたします。 

  区では、西新井大師及び地元商店街と西新井大

師開創１２００年のイベント等の実施に向けて協

議を行っており、機運醸成の一環として、商店街

の街路灯フラッグの設置を検討しております。ま

た、イベントについても、開催時期なども含め、

具体的な内容について、引き続き協議を進めてま

いります。 

  次に、西新井大師周辺の店舗の状況についてお
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答えいたします。 

  西新井大師周辺の地元商店街の店舗の変化につ

いては、歴史を感じることのできる門前街として

の風情を有する店舗が減少していると認識してお

ります。区としては、西新井大師開創１，２００

年を契機とした商店街のフラッグ設置、イベント

の実施支援を通じて、にぎわいの創出や地域経済

の活性化を促し、魅力を発信してまいります。 

  次に、外国人旅行者における観光スポットとし

ての西新井大師に関する区の認識についてお答え

いたします。 

  西新井大師によると、外国人旅行者はあまり多

くはないとのことですが、長い歴史を持ち、壮大

な大本堂を有するなど、外国人旅行者にも訴求で

きる可能性があると認識しております。外国人旅

行者の誘致に関しては、まずは西新井大師や町の

方々のお考えを把握することが大切と考えており

ますので、皆様の御意見を伺ってまいります。 

  次に、観光交流協会の組織に関する一連の御質

問についてお答えいたします。 

  初めに、会長を副区長が兼務していることのメ

リットとデメリットについてですが、メリットは、

区と観光交流協会が共に大きなイベントを行う際

に、区と協会の間で調整が必要な事項に関して、

迅速に判断し、対応が可能である点です。一方で、

民間が持つ柔軟な発想が取り入れづらいことがデ

メリットであると考えております。 

  次に、観光交流協会の会長を民間の方に担って

いただくことについてですが、会長として、協会

の運営に携わる頻度やイベント等で事故が発生し

た際に責任を取っていただかなければならない点

が課題であると考えております。 

  次に、民間活力が組織に入り、イベントも特色

あるものになっていくと思うがどうかについてで

すが、仮に民間から会長を登用することになった

場合には、いろいろな御提案が出されると思いま

す。一方で、これまで築いてきた協力関係団体、

地域の人々とのつながりなどがあるため、イベン

トの特徴を大きく変えるのには時間が掛かると思

います。 

  次に、方向性を決める時期とスケジュールにつ

いてですが、１１月１９日開催の観光交流協会の

理事会では、大きな五つのイベントを行う形がで

きているので、区がグリップしていることでしっ

かりと事業が行えるという意見や大きなイベント

を抱えていて大きなお金が動く、副区長だからこ

そ安心して任せられるなどの意見がありました。

１２月５日の評議委員会でも御意見等を伺った上

で、今年度中に方向性を定められるよう努めてま

いります。 

  次に、農業委員会に関する御質問にお答えいた

します。 

  初めに、農業委員会委員の職責に関する認識に

ついてですが、重要な職責を担っていらっしゃる

と認識しております。農地法に基づく許認可事務

をはじめ、農地パトロール、農業者の代表として、

地域の課題解決への取組など、これまで培われた

知識、経験を踏まえ、専門的見地に基づいて、都

市農地を守るため職務を遂行し、地域の農業振興

に貢献されていると考えております。 

  次に、職責に見合った方針にするべきとの御質

問にお答えいたします。 

  近年は、新規就労の促進や遊休農地の発生防止

など、農業委員の役割は負担も増えておりますが、

現在報酬額は２３区で一番高い状況のため、今後

も適正な方針について研究してまいります。 

○地域のちから推進部長 私からは、区が主催して

西新井センターでイベントを実施すべきとの御質

問についてお答えいたします。 

  西新井大師と隣接する立地を考えると、西新井

大師開創１２００年に合わせて、西新井センター

を積極的に利用いただけるようなイベントなどの

実施は、機運醸成に効果的と考えております。 

  区単独でのイベントは考えておりませんが、西
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新井住区センター管理運営委員会や地元商店街な

どと連携した共催イベントがどのように行えるか

など、関係所管とも協議してまいります。 

  次に、区民事務所への管理職配置についてお答

えいたします。 

  町会・自治会活動の課題には、適宜、区民事務

所と地域のちから推進部長や地域調整課長、更に

は各事業の主管となる管理職が緊密に連携して対

応しておりますので、現時点では、各区民事務所

への管理職配置による地域支援の強化は考えてお

りません。 

  まずは各区民事務所長、地域担当係長を中心に、

各町会・自治会の課題に応じた支援の強化に取り

組んでまいります。将来的に区民事務所の再編や

集約などがある場合には、その業務の質や職責に

応じた管理職配置の要否を検討してまいります。 

  次に、区民事務所組織全体の強化についてお答

えいたします。 

  マイナンバー関連業務や転入外国人への対応な

どの負担は年々増大しておりますが、事務室の広

さや端末台数の制約もあるため、単純に増員でき

ない状況です。そのため、取扱い業務の見直しや

職員のスキルアップを強化して、強い組織づくり

に努めてまいります。 

  次に、区民事務所への加入率対策の専属的な人

員配置についてお答えいたします。 

  町会加入率を向上させることは大事な取組では

ありますが、現状の町会・自治会の運営を維持す

ることが最も重要であると考えております。加入

率対策専属の人員を配置するのではなく、所長や

地域担当係長が引き続き、地域のイベントをはじ

め、様々な困り事の御相談にも寄り添って支援し

てまいります。 

○総務部長 私からは、区の管理職の状況や課題に

関する今後の対応等についてお答えいたします。 

  まず、管理職が不足し、兼務することによる弊

害に関しては、現時点で一定程度生じております。

具体的には、管理職自身の業務量の増加はもとよ

り、配下職員にとっても、管理職への報告・連絡・

相談の時間を確保することが難しくなり、残業が

増えてしまう等の状況が見られます。 

  次に、管理職不足の抜本的な解消と管理職の魅

力やメリットを職員に認識してもらう取組につい

て、一括してお答えいたします。 

  現状の管理職不足を短期間で解消する抜本的な

取組は簡単ではないと考えております。そのため、

地道に管理職となった際の魅力やメリットを重ね

重ね伝え、管理職を希望する職員を継続して増や

していくことが重要と考えます。具体的には、若

い世代を含めた職層ごとのキャリアデザイン研修、

管理職を囲んだ座談会形式のワークスタイル研修

を実施するとともに、管理職の働き方や仕事の魅

力、給与改定による待遇面の向上などの情報発信

を進めていきます。併せて、議会対応等の研修や

職員の育成指導により、管理職昇任前の不安解消

にも努めてまいります。引き続き、他自治体だけ

でなく、民間企業等における事例も参考にしなが

ら、様々な取組を進めてまいります。 

  次に、管理職の兼務等ポストの解消に向けたス

ケジュールについてお答えいたします。 

  毎年の管理職昇任者と管理職退職者数を推計し、

令和１２年度には解消できると想定していますが、

少しでも前倒しできるよう、各取組を進めてまい

ります。 

○政策経営部長 私からは、組織に関する御質問の

うち、初めに、区民事務所の管理職配置を廃止し

た理由についてお答えいたします。 

  区民事務所の管理職については、所長としての

役割に加え、地域課題解決の立案に携わることを

目的として、実証的側面も含めて、平成１５年度

に千住区民事務所と鹿浜区民事務所、平成１７年

度に中央本町区民事務所、竹の塚区民事務所、西

新井区民事務所の合計５か所に１名ずつ配置いた

しました。地域の声を聞き、共に考えることで、
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協働の強化は図られたものの、政策立案、政策決

定という管理職本来の役割を考えると、配置の必

要性を見いだせなかったことから、平成１９年度

をもって廃止いたしました。 

  次に、今後の生涯学習振興公社の在り方につい

てお答えいたします。 

  生涯学習振興公社の在り方については、従来の

方針どおり、令和１０年度を目途にその方向性を

示していく考えに変わりはございませんが、退職

者の動向や事業の状況等も考慮し、できる限り速

やかに結論を出せるよう努めてまいります。 

  また、文化・スポーツの既存事業については、

仮に区の直営管理になった場合は、必要に応じて、

区に業務移管するなどして、引き続き、区民の皆

様のニーズに応じた生涯学習を推進してまいりま

す。 

  次に、生涯学習振興公社のような専門的な機関

の必要性についてお答えいたします。 

  公社は、区との連携が密接で、安定的なサービ

スの提供が可能といったメリットがありますが、

これまでも生涯学習を支える事業は、専門的な機

関にかかわらず、地域学習センターなどで各種事

業に取り組んでまいりました。今後もそれぞれの

機能と特性を最大限に活用し、区民ニーズに応じ

た生涯学習を推進してまいります。 

  次に、審議会委員の人選に関して、どのような

点に留意しているかについてお答えいたします。 

  各種審議会や委員会の委員人選に当たっては、

専門性や公平性を確保し、多様な区民意見を反映

することを重視しております。そのため、専門的

知見を有する学識経験者や区内関係団体の代表者

に加え、公募による区民の方々など、幅広い分野

から委員を委嘱しております。 

  次に、審議会等における委員の兼任についてお

答えいたします。 

  兼任に当たっては、足立区審議会等の設置及び

運営に関する指針に基づき、五つを超えないこと

となっております。御指摘のとおり、兼任してい

る審議会の数が多くなると、意見の偏りが生じる

可能性もあることから、指針で定めた兼任数が適

切であるかどうか、改めて、年度内に方向性を定

めてまいります。 

○学校運営部長 私からは、生涯学習振興公社の組

織運営に関する御質問のうち、公社が担当してい

る現在の放課後子ども教室の現状をどう捉えてい

るかについてお答えいたします。 

  放課後子ども教室は、地域の方を中心とした実

行委員会による見守りと生涯学習振興公社の運営

支援により、安全安心な放課後の居場所の提供と

安定的な実施に成果を上げていると捉えています。

一方で、見守りスタッフの人材確保が困難という

理由などにより、平日の全曜日かつ全学年同時開

催を行われている学校が、全６７校中２０校にと

どまっているという課題があると認識しています。 

  次に、公社廃止を前提とした区の直接管理に関

する御質問にお答えすることは難しいところです

が、現在進めている校内学童保育室と放課後子ど

も教室の一体的運営による外部委託については、

費用面などの課題があると認識しております。ど

のような運営体制になったとしても、課題に対応

しながら、現在の運営管理の質が落ちないよう取

り組んでまいります。 

○ただ太郎議長 この際、議事の都合により暫時休

憩いたします。再開は３時２０分といたします。 

午後２時５８分休憩 

午後３時２０分再開 

○くぼた美幸副議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

  １０番水野あゆみ議員。 

［水野あゆみ議員登壇］ 

○水野あゆみ議員 初めに、先日、足立区役所前で

発生した痛ましい事故で犠牲になられた方々へ哀

悼の意を表します。更に安心安全な足立区を目指

し、努力してまいることをお誓い申し上げ、質問
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に移らせていただきます。 

  私は足立区議会公明党の一員として、さきに提

出しました通告に従い、学校・教育施設の更新に

ついてと教員の働き方改革の推進について、順次

質問をいたします。執行機関の皆様におかれまし

ては、誠意ある答弁を期待いたします。 

  初めに、学校・教育施設の更新について伺いま

す。 

  区には現在１０２校の小・中学校がありますが、

昭和３０年から昭和４０年代に建てられたものが

多く、築４０年を超える学校が７割に及んでいま

す。築６０年を超える学校も２割となる中、安全

で快適な教育環境を整備するとともに、ガイドラ

インに基づいた適正規模・適正配置を着実に進め

ていくためには、学校・教育施設の更新について

課題を整理し、改善策を検討する必要があると考

えます。 

  そこで伺います。 

  １、栗島小学校は令和３年度に大規模改修を終

えたばかりですが、今年５月に天井が一部落下す

る事故が発生しました。これは、大規模改修の際

に天井の改修が行われなかったためと考えられま

すが、なぜ天井の改修計画が立てられなかったの

か。また、今後の大規模改修では、しっかり点検

し、必要に応じて天井の改修計画を入れるべきと

考えますが、どうか。更に、今後は、法定点検以

外のものについても、天井を含め、区として定期

的に専門職員による点検を行うべきと考えますが、

併せて伺います。 

  ２、先月の文教委員会では、適正規模・適正配

置実施計画案として、竹の塚中学校と渕江中学校

の統合計画が示され、令和１１年４月に統合する

案が報告されました。竹の塚中学校は大規模改修

の計画が立てられていましたが、大きな方向転換

をしたのはなぜか。また、パブリックコメントで

は９割が統合に反対方向の意見を示しました。こ

うした意見も尊重すべきと考えますが、区はどの

ように考えているのか、併せて伺います。 

  ３、足立入谷小学校は、現在、１年生４名、２

年生９名、来年度入学予定者は４名と聞いていま

す。過小規模の実態に、保護者等からは改善を求

める声も上がっているとのことですが、区は、過

小規模の実態をどのように考えているのか、伺い

ます。 

  ４、本年１月の文教委員会では、学校施設個別

計画の施設更新について改定方針が示されました。

その中で、築後６５年に近い小・中学校について、

耐用年数評価を実施し、改築、改修計画を見直す

としています。区の実施計画は、令和３年度から

令和１０年度までの８年間と短期の計画となって

おり、先の見通しがつきにくい状況です。荒川区

等では、計画を長期で示し、分かりやすくしてい

ます。 

  例えば、先般改定された足立区公共施設等総合

管理計画では、今後４０年間で、学校の施設更新

等に約４，０２５億円の費用が掛かるとしていま

す。試算上では、どの学校がいつ改築、改修する

のか、４０年間のシミュレーションを示し、長期

的な視点で見える化すべきと考えますが、伺いま

す。 

  ５、過日の総務委員会では、小・中学校の維持

管理費は令和６年度３４億円余と報告されました。

学校は改築をしない場合でも、改修費用をはじめ、

光熱水費など莫大な維持管理費が掛かります。更

新を先延ばしすることは、年度ごとの予算は抑え

られたとしても、長期で見れば、コスト削減につ

ながるか明確ではありません。 

  区は、改築校数を年１校程度とし、予算の平準

化を図るとしていますが、安全面からも、維持管

理費の面からも、スピード感を持って取り組む必

要があると考えます。改築校数については、弾力

的に考えるべきですが、伺います。 

  ６、公共施設等総合管理計画では、今後４０年

間で掛かる施設更新費用等を試算し、財政見通し
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が厳しいと明示しています。更に、急激な物価高

騰や人件費の高騰等により、更新費用は年々膨れ

上がっています。 

  区は、現在改築中の東渕江小学校の建設費とし

て８５億円を試算しており、改築計画が進められ

ている宮城小学校や千寿常東小学校では１００億

円掛かると想定しています。 

  学校の改築等に備え、区は義務教育施設建設資

金積立て基金を積立てていますが、令和６年度末

現在高は約５６０億円で、今後の建て替えを考え

ると十分とは言えません。急激な物価高騰などを

鑑み、中期的にどの程度の基金残高が必要と考え

ているのか。また、基金の取崩しや活用について

は、時代に合わせた見直しを検討すべきと考えま

すが、併せて伺います。 

  ７、区は、多額の基金を普通預金や定期預金、

債権等で運用していますが、普通預金等は、たと

え元本割れしなかったとしても、インフレ時には

実質目減りします。実際に、学校改築費用は１０

年前であれば、１校３５億円程度でしたが、現在

は、１校８５億円から１００億円掛かります。基

金を時代に合わせ、積極的に運用すべきと考えま

す。 

  国では、年金積立金管理運用独立行政法人（Ｇ

ＰＩＦ）が基金を運用し、２４年間で累計１８０

兆円の収益を得ています。当区においては、基金

を運用しているものの、ローリスクローリターン

のものが中心です。国も試算を政府系ファンドと

して運用する方向で議論が始まりましたが、資産

を運用し、財源を創出するという視点に立ち、基

金の運用について更なる見直しが必要と考えます

が、伺います。 

  ８、プールの民間利用について、笹川スポーツ

財団が昨年８月から９月に１，１４０の自治体か

ら回答を得たアンケートでは、プールの授業を行

っている９６％の市町村のうち、約６割が校外の

プールを活用していることが分かりました。大都

市ほど自校プール以外を活用している傾向が強く、

既存の学校プールの廃止計画がある市町村は、既

に廃止したケースも含め、１６．９％に上るとし

ています。 

  当区でも、プール施設の老朽化と維持管理費の

負担は大きな課題であり、また、昨今の猛暑によ

り、水泳授業が実施できない状況も考慮する必要

があります。例えば、１０２校のプールの維持管

理費用と改修費用は、今後４０年間でどの程度を

試算しているのか。また、学校改築時には、自校

のプールが利用できなくなるため、区民プールや

民間プールを利用し、水泳授業を実施している例

もあります。改築後も引き続き利用することを検

討するなど、今後の学校プールの整備についてど

のように考えているのか、併せて伺います。 

  ９、目黒区では、学校改築の際は複合化を原則

としており、地域住民から要望の大きい区民プー

ルや図書館、区民事務所などを併設し、地域から

喜ばれています。また、世田谷区でも、学校だけ

を単体で見るのではなく、公共施設と一体化して

更新に取り組む公共施設マネジメントにより、大

幅なコスト削減を図っています。 

  当区においても、千住第八小学校と保育園の複

合化による好事例もあり、進めるべきと考えます

が、例えば、保育園等との複合化が進まない課題

について伺います。 

  １０、学校の跡地については、いまだ活用が決

まらないところもありますが、旧千寿第五小学校

跡地は民間に貸付け、市立学びの多様化学校を誘

致し、避難所機能も設け、地域から喜ばれていま

す。また、区民だけでなく、他区・他市からも入

学者が多く、大変好評と聞いています。今後、統

廃合や改築などで使用しない土地が出た際は、地

域の声も伺いながら、早めに活用方針を示すべき

と考えますが、伺います。 

  １１、区では、小学五、六年生の自然教室等で

利用する目的で、鋸南自然の家と日光林間学園の
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校外施設を保有しています。５年生が利用する鋸

南自然の家は、老朽化のため大規模改修工事を予

定しており、今年度から３年間閉鎖しています。

改修費用は５０億円と試算されましたが、閉鎖し

ている間も維持管理費が掛かっています。閉鎖中、

小学５年生の自然教室は国立施設を利用し、問題

なく実施できていると聞いています。施設を保有

し続けるか否かも含め、区民にとって最善策を検

討し、早期に示すべきと考えますが、伺います。 

  １２、豊島区では、学校統廃合で使わなくなっ

た校舎を活用し、複合施設「学び舎ぴいす」を整

備しています。「学び舎ぴいす」は、区民事務所

と仮校舎を併設し、災害時には救援センターとし

ての活用を想定しています。小・中学校の建て替

え時に仮校舎としてシェアし、仮校舎として使わ

ないときには、子どものために利用する方法を検

討しています。 

  区では、学校改築時は、主に校庭に仮校舎を建

設し、子どもたちは改築が終わるまで数年間を過

ごしますが、校庭やプールが使えなかったり、振

動や騒音が出たりと、影響が出ています。また、

仮校舎建設コストは１校１０億円以上掛かってお

り、今後更にコストの増加が予測されます。使用

しなくなった学校を整備することは、コスト面も

すぐれ、質の高い仮校舎を利用できるメリットが

あります。このような取組も必要と考えますが、

伺います。 

  次に、教員の働き方改革の推進について伺いま

す。 

  教員の苛酷な長時間労働は、全国的な課題とな

っており、当区においても、教員の長期欠席者や

退職者が増加傾向にあります。 

  区では、働き方改革の一環として、教職員が時

間外の電話対応をしないで済むよう電話対応機器

の設置やＣ４ｔｈ Ｈｏｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌのア

プリを導入し、欠席等の連絡を簡素化し、保護者

等への連絡事項をアプリで行うなど、取り組んで

きました。そのほか、副校長補佐などの人材も増

やし、負担軽減に一定の効果は上がっています。 

  しかし、令和６年度、区の超過勤務状況は、労

働基準法で時間を延長して労働させることができ

る限度としている月４５時間を超える教員が４割

を超えています。更なる働き方改革を進めること

が重要です。 

  そこで伺います。 

  １、今年４月の文教委員会で、令和６年度学校

の働き方改革の推進に向けた教員の業務状況調査

について報告がありました。その中で、部活動指

導について、約８割の教員が大きな負担を感じて

いると回答しています。現在、全中学校で１校１

名の部活動指導員が配置されていますが、顧問の

教員がいなくても、部活の運営や生徒の引率がで

きるため、教員の負担軽減につながっています。

更なる負担軽減には部活動指導員の拡充が必要と

考えます。 

  区は、来年度よりモデル校１０校で３０部活に

対し、部活動指導員を配置する取組を始めるとの

ことですが、部活動指導員を配置する部活の配置

基準について伺います。 

  ２、区内の小規模校では、例えばサッカー部５

名、野球部４名など、部員数が少なく、１校だけ

では試合に参加できないため、小規模校同士で連

合チームをつくり、試合に出場しているケースも

少なくありません。例えば、部活動指導員を配置

する際に、連合チームで集まり、活動できるよう

にするなど、在籍校での活動にこだわらず、他校

の校庭等で部活動を行えるような取組も検討して

はどうか。 

  また、新田学園では、サッカー部の運営を民間

委託するモデル実施をしていますが、元プロサッ

カー選手による指導が大変好評と聞いています。

技術を向上させたい子どもにとって、このような

指導を受けられることは大変有益と考えます。希

望すれば他校の生徒でも参加できるよう、今後検
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討できないか、併せて伺います。 

  ３、今年１０月に文教委員会で西宮市の部活動

地域展開の取組について視察しました。西宮市で

は、教員の負担軽減のため、来年度より全中学校

で部活動を廃止し、市に登録した団体が主体とな

って運営する活動の場へ生徒たちが参加する取組

を開始します。当区としては、今後、教員の働き

方を含め、部活動の在り方をどのように考えてい

るのか、伺います。 

  ４、区はＣ４ｔｈを導入し、成績処理の一部は

負担軽減が図られているものの、現場の教員から

は、いまだ成績処理について負担が大きいとの声

が多くあります。教員に更にヒアリングして、実

態を調査し、改善策を検討すべきと考えますが、

伺います。 

  ５、業務状況調査では、教員が最も負担に感じ

ている業務は、小・中学校ともに保護者対応でし

た。保護者の過度な要求が増えており、その対応

に労力や時間を大きく消耗すると報告されていま

す。文部科学省では、今年１０月に、保護者から

の過剰な苦情や不当な要求への対応は学校以外が

担うべき業務と位置付けましたが、教育委員会と

して今後どのように取り組んでいくのか、伺いま

す。 

  ６、この調査の中では、要支援児童・生徒の対

応に８割以上の教員が大きな負担を感じていると

回答しています。要支援児童等への支援として、

別室支援がありますが、別室登校支援をする登校

サポーターの勤務時間は１日５時間以内、週１５

時間までと規定されています。登校サポーターか

らは、午後の授業も支援したい子どもがいても、

午前中しか支援できないとの声が上がっています。

支援する子どもに合わせた時間の確保が必要と考

えますが、登校サポーターからアンケートを取っ

たり、現場の声を伺いながら、時間の拡充ととも

に制度の見直しも必要と考えますが、伺います。 

  ７、私は、令和６年第３回定例会で、情緒障害

特別支援学級の設置の必要性について検討すべき

と質問し、区からは、足立区方式の強みを生かし、

支援をしていくが、児童・生徒の通級割合も増加

傾向にあるため、他区への視察など、情報収集を

行い、設置の必要性を整理していくとの答弁があ

りました。現在までにどのように情報収集を行い、

設置の可能性を探ってきたのか。 

  また、特別支援教室について、足立区方式を取

っていますが、支援の頻度は１人につき週１日数

時間程度となっているため、重たい自閉症や情緒

障がいの子どもには支援が全く足りない状況もあ

ると聞いています。 

  文科省や中教審等でも専門的な知識を有する指

導員が支援する必要があると示しており、令和７

年度現在、２３区中１２区で、自閉症・情緒障害

特別支援学級を設置しています。東京都によると、

令和６年度、都内の学級に在籍する児童数は１，

３６６名、生徒数は７４９名と報告されています

が、当区で自閉症・情緒障がい等と診断されてい

る児童・生徒は何名か。 

  更に、都において支援が必要な子どもたちの状

況がつまびらかになっている中、適切な支援の場

を整備することは、区の責務と考えます。教職員

の負担軽減はもとより、様々な課題で悩む子ども

やその家族のため、専門家の意見も取り入れなが

ら、当区でも自閉症・情緒障害特別支援学級の設

置が必要と考えますが、併せて伺います。 

  ８、教員の負担軽減のため、千寿常東小学校で

は、民間人材を活用した水泳指導をモデル実施し、

大変好評と聞いています。今後、水泳指導につい

て、民間委託する取組を検討すべきと考えますが、

伺います。 

  ９、就学時健康診断は、翌年度に小学校へ入学

する子どもを対象に、就学前の健康状態を確認す

るための法定健診です。区では、毎年各小学校で

実施しており、その日は教職員総出で 1日がかり

となるため、教員の負担が大きいと聞いています。
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必ずしも全ての教職員が関わる必要がないと考え

ます。就学時健康診断については、民間委託する

など、現場の声を聞いて改善できないか、伺いま

す。 

  １０、更なる働き方改革を進めるためにも、現

場の教員の知恵を生かし、改善策を検討する必要

があると考えます。業務状況調査の際に、業務負

担軽減のための改善策は何か等の項目を加え、教

員からアンケートを取り、改善策や外部発注でき

る業務等を更に調査分析し、教員の負担軽減を図

るべきと考えますが、伺います。 

  以上で私からの質問を終わります。御清聴あり

がとうございました。 

○施設営繕部長 私からは、学校教育施設の更新に

関する御質問のうち、大規模改修での天井改修及

び定期的な専門職員による天井点検の実施につい

てお答えします。 

  栗島小学校の大規模改修に先立ち、平成３０年

度に実施した区の工事担当者の目視及び打診によ

る調査において、天井の状況が良好であったこと

から、全体的な改修は次回に見送り、既存の天井

を塗装する改修にとどめました。しかしながら、

調査から７年後の本年、経年劣化により天井が一

部落下する事象が発生したことから、令和８年度

からは、法定点検に加え、専門家による２年に１

回の定期的な天井点検を全小・中学校で実施し、

危険な箇所については早期に改修を行ってまいり

ます。 

  また、栗島小学校以外の天井をつっている部材

が木製の学校は、必要に応じて天井改修を大規模

改修の内容に加えてまいります。 

○資産活用部長 私からは、学校・教育施設の更新

についての御質問のうち、初めに、今後４０年間

で、学校の施設更新等に約４，０２５億円の費用

が掛かるとしているが、試算上、どの学校がいつ

改築、改修するのかとの御質問についてお答えい

たします。 

  令和７年３月に改定した足立区公共施設等総合

管理計画で試算した前提条件は、改築は９０年、

大規模改修は４５年周期とし、工事費は、策定当

時の金額で建設年次順に機械的に計算しました。

その結果、今後４０年間で、東渕江小学校などの

改築が３８件、六月中学校などの大規模改修が４

２件と想定し、学校の施設更新等に係る経費を約

４，０２５億円と試算しました。 

  いつ、どの学校が改築、改修するのかについて

の具体的な方針につきましては、総合管理計画に

基づく個別施設計画である足立区学校施設の個別

計画の中でお示しいたします。 

  次に、学校改築の際、公共施設全体を見て複合

化を進めるべきと思うが、保育園等との複合化が

進まない課題に関する御質問にお答えいたします。 

  保育園等との複合化が進まない理由として、こ

れまで進めてきた学校改築においては、学校と保

育園等の改築のタイミングが合わなかったことが

挙げられると考えます。 

  学校と保育園等との複合化に当たっては、学校

改築の際に、児童・生徒の安全配慮を踏まえて、

セキュリティーを考慮した設計とすることで可能

と考えます。 

  今後、学校改築の際には、周辺公共施設の有無

や老朽化の状況等を踏まえながら、学校改築のタ

イミングに合わせて、保育園等との複合化を進め

てまいります。 

  次に、学校跡地について、今後、統廃合や改築

等で使用しない土地が出た際は、地域の声も聞き

ながら、早めに活用方針を示すべきとの御質問に

ついてお答えいたします。 

  学校跡地については、教育委員会との情報交換

をしながら、利活用できる土地と分かった段階で、

区として、地域課題や庁内ニーズを確認した上で、

民間事業者へのヒアリングを実施するとともに、

アンケート調査や住民説明会などにより、地域の

声を伺いながら、できる限り早期に活用方針を示
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せるように検討してまいります。 

○政策経営部長 私からは、中期的に必要な基金残

高と活用の見直しについてお答えいたします。 

  御質問のとおり、近年の急激な物価高騰等によ

り、学校施設の更新費用が増大していることから、

中期財政計画上の金額にとらわれることなく、物

価高騰等に応じて臨機応変に、基金の積立て、取

崩し額を見直していく必要があると考えており、

義務教育施設建設資金積立基金は、中期財政計画

において、令和６年度末現在４９１億円の目標に

対し、５５８億円の現在高となっております。 

  今後、中期的に必要な基金残高については、令

和７年度末に学校施設個別計画の改定を控えてお

り、改築対象校が未確定であることから、現時点

ではお示しすることはできませんが、これまでと

同様に、直近の物価高騰等の社会情勢の変化を捉

えた上で、施設更新に遅れが生じないよう、積極

的に積立て、取崩し額の見直しを行ってまいりま

す。 

○総務部長 私からは、基金の運用に関して、更な

る見直しが必要との御質問にお答えいたします。 

  区といたしましても、基金運用を通じて、新た

な財源を創出できる可能性があることは認識して

おり、令和６年１２月以降、定期預金を利率の高

い金融機関に預ける。また、運用商品として、従

来の国、地方債、預金に加え、財投機関債を新た

に購入対象に加えるなど、より多くの利子獲得工

夫をしてまいりました。 

  今後も、基金運用においては、必要なときに現

金化できる流動性の担保、基金を現存しない元本

保証、運用商品の安全性を３原則としつつも、可

能な限り運用の見直しに努めてまいります。 

○学校運営部長 私からは初めに、竹の塚中学校の

大規模改修計画を方向転換した理由についてお答

えいたします。 

  竹の塚中学校学区域内の居住児童数や就学前人

口の傾向を分析した結果、今後も９学級以下の小

規模状態が続く見込みであることが分かりました。

子どもの教育環境の向上に向けて、地域全体で学

校規模の適正化を図ることが優先されると判断し、

足立区学校施設の個別計画の中では、令和１０年

度に工事予定としていた竹の塚中学校単独での大

規模改修を方向転換したところです。 

  次に、適正規模・適正配置のガイドラインでの

パブリックコメントの９割が反対に関する意見だ

ったことも尊重すべきとの御意見についてですが、

反対に関する御意見が多かったことは真摯に受け

止めております。しかしながら、年少人口の減少

や施設の老朽化に歯止めが掛からない現状におい

ては、学校規模を適正化することで、児童・生徒

の多様な経験を積む機会が増え、社会性の育成や

人間力の向上に結びつくと考えております。 

  今後は、竹の塚地区をはじめ、適正規模・適正

配置事業に取り組む三つのエリアにおいて、区の

考えや具体的な手法等を示す計画案を策定し、地

域や学校関係者の御理解を得られるよう丁寧に説

明してまいります。 

  次に、足立入谷小学校の学校規模の実態につい

てですが、在籍児童数は少ないものの、学区域内

には各学年２学級が編制できる程度の児童が居住

しており、学校選択制により近隣の小学校に入学

する児童が増えていることが小規模化の要因とな

っております。 

  学区域内には約３万５，０００㎡の生産緑地が

あり、仮に宅地化された場合、急激な人口増も懸

念されるため、現時点で学校統合を進める考えは

ございませんが、どのような対策が打てるか、地

域や学校関係者の意見を伺いながら、引き続き教

育委員会全体で検討していきます。 

  次に、学校の施設更新に関して、４０年間のシ

ミュレーションを示し、長期的な視点で見える化

すべきとの御質問にお答えいたします。 

  長期計画を示している自治体があることは把握

しておりますが、今般の資材コスト及び人件費の
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高騰等から契約不調が続いている状況や施設ごと

に経年劣化の進行状況が異なることを考慮します

と、４０年間という長期にわたるシミュレーショ

ンをお示しすることは実効性が低く、現実的では

ないと考えております。 

  学校施設改修には多額の経費が掛かることから、

現在、当区では、中期財政計画に連動させた足立

区学校施設の個別計画を策定し、より現実的な８

年間の学校施設更新計画をお示しして見える化を

図っております。今年度末までに足立区学校施設

の個別計画の改訂版を作成してまいります。 

  次に、改築校数について弾力的に考えるべきと

の御質問にお答えいたします。 

  現行の適正規模・適正配置のガイドラインでは、

毎年の改築校数を１校程度としていますが、先ほ

ども御答弁したとおり、今般の資材コストや人件

費の高騰等から１校当たりの改築経費は急激な増

加傾向にあります。 

  区としては、長寿命化を図ることを目的に、現

在、耐用年数評価を実施しており、その結果を踏

まえ、今年度末までに足立区学校施設の個別計画

の改訂版を作成し、今後の改築の方針についてお

示ししてまいります。 

  次に、学校プールの維持管理費用と改修費用に

ついてですが、令和６年度実績をベースに、物価

上昇分を加味して試算したところ、プール機器の

保守点検等の施設維持管理に係る経費は、１校当

たり１年平均で約３５万円。４０年ですと、全小・

中学校で約１４億円、また、改修経費は１校平均

約７，６００万円、４０年間で約７６億円。した

がいまして、維持管理と改修の費用を合わせて４

０年間で約９０億円と見込んでおります。 

  次に、今後の学校プールの整備についてですが、

令和７年度に千寿常東小学校において、教員の負

担軽減を目的としたプール事業の民間委託を、５

月から７月までの間で、延べ１０日間、約５７０

万円の経費でモデル実施したところ、児童や保護

者からも好評をいただきました。 

  今後の学校プールについては、近隣に民間プー

ルがある場合には、千寿常東小学校と同様に民間

委託するなど、学校や保護者の声も聞きながら、

個別に方針を検討してまいります。 

  次に、鋸南自然の家と日光林間学園の校外施設

を保有し続けるのか否かも含め、区民にとっての

最善策を検討し、早期に示すべきとの御質問につ

いてお答えいたします。 

  今年度使用した国立施設の学校アンケートでは、

１０月時点で９０％以上の学校からおおむね高い

評価が得られているほか、児童アンケートでも９

５％以上の児童が自然教室に満足したと回答して

おります。 

  また、施設を保有し続けるには莫大な改修経費

のほか、ランニングコストも掛かることから、教

育委員会といたしましては、国立施設を使用した

場合との費用対効果なども踏まえ、郊外施設の今

後の方向性について、今年度中にお示ししていき

たいと考えております。 

  次に、使用しなくなった校舎を仮設校舎として

整備してはどうかという御質問ですが、学校統合

等により新たに廃校施設が発生した場合には、そ

の後に改築が予定される近隣校の仮設校舎として

活用するなどの取組を検討していきます。 

  次に、就学時健康診断を民間委託する等、現場

の声を聞いて改善できないかとの御質問について

ですが、今年度から中央区で、東京都の補助金を

活用した民間委託をモデル実施しており、令和８

年度以降は、東京都２分の１、区市町村２分の１

の費用負担での本格的な実施が予定されておりま

す。 

  足立区では、今年度モデル実施された内容や効

果を見た上で、学校現場の声も聞きつつ、令和８

年度中に外部委託の適否について、足立区医師会

等から御推薦いただいている学校医の御意見も伺

った上で判断をしたいと考えております。 
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○教育指導部長 こども支援センターげんき所長を

兼務しておりますので、私から併せて答弁いたし

ます。 

  まず、令和８年度から実施する民間事業者から

部活動指導員を派遣するモデル事業における指導

員の配置基準についてお答えいたします。 

  対象となる学校や部活動につきましては、運動

部、文化部にかかわらず、顧問教員が担当種目を

未経験で、指導及び大会参加に伴う事務処理等が

困難な部活動や指導経験を有する顧問教員が異動

する可能性がある部活動を基準とし、現在選定を

進めております。 

  次に、連合チームが部活動ができるような取組

と、新田学園のサッカー部に他校の生徒が参加で

きるように検討できないかとの御質問について、

併せてお答えいたします。 

  連合チームでの活動は種目によっては広まりつ

つあります。活動の充実や指導体制の集約等の利

点とともに、平日の活動時の移動の問題や各学校

間の連携方法等の課題を共有しながら、横展開を

図ってまいります。 

  また、新田学園サッカー部の活動への他校の生

徒の参加につきましても、生徒や保護者の意向を

確認しながら、国が部活動の改革実行期間として

いる令和１３年度までに、国の方針である部活動

の地域展開を目指してスケジュールを含め検討し

てまいります。 

  次に、今後、教員の関わり方を含め、部活動の

在り方を区としてどのように考えているか、お答

えいたします。 

  区としては、生徒のための活動機会を確保しつ

つ、令和１３年度を目途として、現在、区内の中

学校教員の７割が負担を感じていると、部活動指

導について負担感の解消を目指してまいります。

そのため、令和８年度は、民間事業者から部活動

指導員を中学校に派遣する事業に１０校着手いた

しますが、これを早急に区立中学校全３５校に広

げるべく、今後取り組んでまいります。 

  次に、成績処理については、いまだ負担が大き

く、教員等に更にヒアリングをして実態を調査し、

改善策を検討すべきとの御質問にお答えいたしま

す。 

  今年度、中学校には自動採点システムを導入し、

学校現場からは負担軽減につながっているとの声

を聞いていますが、今後も引き続き、教員へのア

ンケート等により、学校現場の声を聞きながら、

成績処理に係る更なるＩＣＴ活用策を検討してま

いります。 

  次に、文部科学省では、令和１０年に、保護者

からの過剰な苦情や不当な要求への対応は学校以

外が担うべき業務と位置付けたが、教育委員会と

して今後どのように取り組んでいくかとの御質問

についてお答えいたします。 

  東京都教育委員会は、都立高校に対し、令和８

年度から対応困難な保護者との折衝は４回目から

弁護士等を同席させ、５回目は弁護士が単独で対

応するとの方針を示しました。当区においても、

東京都教育委員会の対応を参考にしながら、令和

８年度からモデル事業に着手できるよう、制度設

計を検討してまいります。 

  次に、登校サポーターの勤務時間の拡充を含め

た制度の見直しについての御質問にお答えいたし

ます。 

  各小・中学校における登校サポーターの配置に

ついては、昨年度拡充し、１校当たりの配置の上

限を週９時間から１５時間とした上で、更に１人

週１５時間が上限の登校サポーターを複数配置す

ることで、週１５時間を超えた別支援も可能とし

ました。 

  一方で、各校によって登校サポーターの人材確

保の困難さや別室における活用状況は異なるなど

の課題も見えてきていることから、学校現場や登

校サポーターの声を伺いつつ、勤務時間の更なる

拡充の必要性も含めて、支援を要する児童・生徒
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の実態に合わせた制度の見直しを図ってまいりま

す。 

  次に、情緒障害特別支援学級の設置の必要性に

ついて検討するため、現在までにどのような情報

収集を行い、設置の可能性を探ってきたのかにつ

いてお答えいたします。 

  これまでの情報収集といたしましては、令和６

年１１月１８日に葛飾区立清和小学校、令和７年

１月２７日に町田市立町田第三中学校の自閉症・

情緒障害特別支援学級を視察し、各校の実情を受

けて、成果と課題を整理してまいりました。また、

令和７年３月末に、区内全小・中学校を対象とし

た特別支援教室に関するアンケート調査を実施し、

自閉症・情緒障害特別支援学級の設置について、

広く学校現場からの声を収集し、検討材料として

まいりました。 

  次に、当区で自閉症・情緒障がいに診断されて

いる児童・生徒は何名かについての御質問にお答

えいたします。 

  令和７年５月１日時点において、特別支援教室

を利用している児童・生徒は約２，５００名おり

ます。その中で、自閉症傾向とされる児童約９０

０名、生徒約１５０名のうち、診断を受けている

児童は１６％、約１４０名、生徒は２６％、約４

０名です。また、情緒障がい傾向とされる児童約

１２０名、生徒約２０名のうち、診断を受けてい

る児童は約２０名、生徒は約５名と認識しており

ます。 

  次に、専門家の意見も取り入れながら、当区で

も自閉症・情緒障害特別支援学級の設置が必要と

考えるとの御質問にお答えいたします。 

  令和７年１１月１４日に、特別支援教育検討委

員会を開催し、学識経験者や小・中学校の校長を

交えて、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置可

否等に向けた検討に着手したところです。会議の

中では、次期学習指導要領の改訂に向け、中央教

育審議会で多様性の包摂が新たな柱として示され

ていることを伺いました。国の動向や本区の児

童・生徒の現状を鑑みながら、今後も継続的に専

門家の意見も取り入れられる検討委員会を通して、

自閉症・情緒障害特別支援学級の設置可否につい

ては、時間を掛けて検討を進めてまいります。 

  次に、今後、水泳指導について、民間委託する

取組を検討すべきとの御質問についてお答えいた

します。 

  民間人材を活用した水泳指導モデルについては、

水泳施設の立地状況や児童・生徒の移動に関する

状況を考慮した上で、他校でも民間委託が可能か

どうか、令和７年度のモデル校の実績や他地区の

事例も参考にしながら検討してまいります。 

  次に、更なる働き方改革を進めるためにも、現

場の教員の知恵を生かして改善策を検討する必要

があるとの御質問についてお答えいたします。 

  教員の業務負担軽減は大きな課題としてとらえ

ているため、令和８年度から業務状況調査を毎年

度実施して実態を把握するとともに、例えば、教

務主任担当者連絡会において改善策を話し合うな

ど、実現可能な改善策を教員とともに検討してま

いります。 

○くぼた美幸副議長 次に、１６番横田ゆう議員。 

［横田ゆう議員登壇］ 

○横田ゆう議員 私は、まず福祉行政について質問

します。 

  東京２０２５デフリンピックが開催され、足立

区の武道館も柔道と空手の会場となり、区民の機

運も高まりました。これを機に、区内でもデフス

ポーツの魅力や聴覚障がい者への理解が深まり、

共生社会の機運が向上し、手話についての注目が

集まりました。 

  ２０１１年には、改正障害者基本法に手話は言

語等を明記されました。２０１３年には、鳥取県

で全国で初めて手話言語条例が制定され、これま

で福祉の中で語られてきた手話が言語として認め

られ、全国に広がっています。このような認識に
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立ち、条例で手話を言語として位置付けることで、

今まで以上に手話を普及し、使う環境を整え、手

話通訳者の養成や確保など、共生社会を推進する

ことが求められています。 

  区では、今から６年前に足立区手話言語と障が

い者の意思疎通に関する条例を議員提案で制定し

ました。 

  国は、障がいがある意思疎通に制限を受ける方

の障がい者情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法とは別に、１１月の東京デフリ

ンピックを目前に、手話施策推進法を制定しまし

た。都も東京都手話言語条例を制定しています。

時代の発展の中で、手話言語条例を独立させるこ

とは、国、東京都を見るならば妥当だとは思わな

いか。障がい者意思疎通に関する条例を維持し、

手話言語に関する条例を独立するべきではないか。 

  手話は、聾者が生み出した手話の言語構造を備

えた自然言語から日常の基盤、知的能力の基盤で

あり、言語の差別なく、他者と通じ合えるもので

す。６月２５日に公布された手話施策推進法の目

的は、手話が貴重な意思疎通の手段であることを

踏まえ、手話の習得、使用、手話文化の保存、継

承、発展、国民の理解促進のための施策を国や自

治体が総合的に推進することを定めた法律です。 

  足立区でも手話を言語と位置付け、区民の役割、

計画の策定及び推進、手話を学ぶ機会の確保、手

話を用いた情報の発信、学校における手話の普及、

聾児の支援、事業者への支援、協議会の設置を明

確にするべきではないか。 

  埼玉県富士見市や三芳町では、手話体験や講座、

子どもはじめての手話体験講座、イベントなどに

取り組んでいます。手話の普及啓発、手話を学ぶ

機会の確保、手話通訳の養成の更なる拡充に取り

組むべきと思うが、どうか。 

［副議長退席、議長着席］ 

  長野市では、「手話でつなぐ気持ちと言葉」リ

ーフレットを作成し、挨拶、災害編、病院編、職

場編のリーフレットをつくり、普及しています。

また、学校でもポスターを作成し、各学校に配布

し、普及啓発を行っています。区として取り組む

べきではないか。 

  多くの自治体では、災害時、聞こえないことで

取り残され、不安になることを予防するため、避

難所で聴覚障がい者と分かるバンダナを活用して

います。区として取り組むべきではないか。 

  次に、地域包括支援センターは、高齢者が住み

慣れた地域でいつまでも元気で暮らすために、高

齢者・家族の相談に応じ、支援を行い、必要に応

じては訪問もする公的機関です。区内２５か所の

センターでは全て区の委託事業で、運営体制は、

社会福祉士１名、保健師１名以上、主任介護支援

専門員１名以上、事務員となっています。業務内

容は、相談支援、権利擁護事業、包括的・継続的

マネジメント支援、在宅医療・介護連携事業、認

知症施策関連事業など多岐にわたります。そのた

め、法人内でも経験を積んだ給与が高い職員が配

置されています。 

  区内のあるセンターの理事長は、習熟度が高い

職員を雇わなければならないため、区の委託費で

全額賄うことは不可能だ。毎年赤字を出している

と話します。単独事業では賄えないため、同法人

の厳しい介護事業の報酬から補填をしているのが

実態があります。区は、地域包括支援センターを

単独事業として十分運営できるよう、委託費を引

き上げるべきではないか。 

  区内の複数のセンターでは、職員を募集しても

応募がなく、欠員状態が続いています。区は、職

員の確保ができずに苦しんでいる地域包括支援セ

ンターに寄り添い、区の責任で職員配置ができる

ように支援をするべきではないか。 

  事業者の代表は、少なくても、この間の物価の

高騰分だけでも上げてほしいと話されます。補正

予算を組み、支援するべきではないか。 

  業務委託評価について、複数のセンターから声
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が上がっています。あるセンター職員からは、包

括の職員は一生懸命働いている。評価書は点数で

しか見ない。運営体制、実態把握、地域ケア会議、

孤立ゼロ会議の回数で評価され、質の面での評価

はない。区は業務を包括に丸投げしている。業務

の内容は公的機関に求められている大切な仕事だ。

実態を分かってほしいと話されます。区は、実態

把握をするために、現場の意見を聞いた上でアン

ケートを行い、完全改善をするべきではないか。 

  区は、昨年１０月から高齢者配食サービス支援

事業を開始し、来年度からは、日中独居も対象に

なると決算委員会で答弁しました。この事業は、

栄養バランスに配慮した弁当を届けながら、声掛

けや安否確認など、見守りを行うものです。葛飾

区では２７年前からこの事業を開始し、沖配をし

て、家の中で高齢者が亡くなっていた事故を受け、

原則置き配はしないと改善しました。足立区でも、

安否確認、声掛けを基本とし、要介護高齢者には

ケアプランに位置付け、元気高齢者も事前に配達

時間の調整等も含め、原則置き配をしない対策を

取るべきではないか。 

  葛飾区では、衛生管理マニュアルを作成し、配

達時間、翌月の食事メニューを通知することや栄

養士の指導、助言を受けるなど決めています。足

立区でも行うべきではないか。 

  葛飾区の事業は、区の委託事業として、サービ

スの実施について協定で定めるもののほか、要綱

及び区の指示に従わなければならないとなってい

ます。しかし、足立区は事業者と個人が契約する

ため、事業者任せになっています。葛飾区のよう

に、区が責任を持って事業をやれるような仕組み

にするべきではないか。 

  区内には複数の高齢者サロンがあり、高齢者の

社会的孤立を防ぎ、健康維持と認知症を予防し、

いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けることを

目標に活動しています。区内のあるサロンには毎

週２０名を超える利用者が通い、家に引きこもり

状態だったが、サロンに参加することで外に出る

機会が多くなった、サロンに来るのが楽しみだ、

口腔体操をしてから飲食時にむせなくなってうれ

しいなど感想が寄せられています。 

  サロンでは、必要に応じて看護師、介護士、ケ

アマネ、セラピスト、ＯＴなど専門職から指導を

受け、スキルの高いケアを提供しています。必要

なボランティアスタッフの確保やサロンの運営に

係る必要な経費、休憩時間に提供する飲食費は、

３年間で終了する元気応援助成金以外は、個人か

らの寄附で運営しています。 

  このような高齢者が自発的に主体となって活動

する団体を支援することが必要です。高齢者保健

福祉計画・第１０期介護保険事業計画の中に、住

民主体による高齢者の通いの場に対する支援策を

位置付けるべきではないか。 

  高齢者のフレイル予防、認知症予防を積極的に

進めるため、区独自の財政支援として、高齢者サ

ロンへの助成制度をつくるべきではないか、答弁

を求めます。 

  最後に、葬儀場建設の規制について質問します。 

  足立区内に小さな森の家の葬儀場が現在２か所

あり、３か所目が建設中、４か所目も建設予定と

なっています。３か所目の施設は、足立入谷小学

校と入谷中学校の通学路に建設中です。 

  入谷三丁目葬儀場反対の住民の会が結成され、

住民説明会は住民の納得が得られず、毎回２０名

以上が参加し、７回に及び質問、意見が次々と出

され、紛糾しています。子どもたちの精神面が心

配だ、このようなところに建てるべきではない、

看板は最小限にすること、喫煙所は施設内に設置

すること、植木は高木とすることなど。工事の面

では、通学路に警備員を付けることやトイレの悪

臭の改善、防音シートを付けることなど要望しま

したが、少しの改善で終わっています。 

  ４か所目の小さな森の家足立六月は、１回目の

住民説明会は綾瀬プレミエで開催され、苦情が殺
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到。２回目は六月住区センターで行い、参加者が

集会室に入り切れず、廊下までいっぱいになり、

既に地域に慣れ親しんだ葬儀場がある、二つ目は

要らないという声が相次ぎ紛糾し、いまだに工事

は着工されていません。 

  区は、事業者が地域住民との話合いに誠意を持

って当たらず、紛糾した場合には事業者に対して

強く指導を行うべきではないか。 

  事前協議書の提出協議承認においては、葬儀場

設置場所の地域特性が適切であるか、十分検討す

るべきではなかったか。 

  足立入谷葬儀場建設では、足立区葬斎場建設等

設置整備基準の事業者の責務が守られず、住民説

明会で紛争が起こっても建設が強行されました。

二度とこのような事態が起きないようにするべき

ではないか。 

  葬祭施設の条例の改正、施行規則や関係要綱の

見直しを行うため、現在パブリックコメントを行

っていますが、意見を十分反映するべきではない

か、答弁を求めて、この場での質問を終わります。 

○福祉部長 私からは、まず、障がい者意思疎通に

関する条例を実施し、手話言語に関する条例を独

立すべきではないかとの御質問についてお答えい

たします。 

  足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する

条例は、障がい団体からいただいた御意見を踏ま

え、手話言語と全ての障がい者の意思疎通を組合

せた一つの条例として、足立区議会から御提案い

ただいた条例です。ある障がい団体からは、手話

言語に関する条例と他の障がいの意思疎通に関す

る条例を分けてほしいという御意見がある一方、

他の障がい団体からは、全ての障がいが一丸とな

っている現条例を制定後に分けるべきではない。

手話言語も大事であるが、他の意思疎通手段も重

要であるため、現条例のままにしてほしいなどの

御意見の方が多く、各障がい団体の考え方に相違

がある状況です。また、同当事者団体に対し、現

条例のままでは不都合な具体点があるのかどうか

お伺いしましたが、明確な回答はいただけません

でした。よって、現時点では、足立区手話言語と

障がい者の意思疎通に関する条例を維持すること

が妥当と考えており、手話言語に関する条例を独

立させる考えはありません。 

  次に、手話施策推進法を踏まえ、手話を言語と

位置付け、区民の役割等を明確にすべきという御

質問についてですが、足立区手話言語と障がい者

の意思疎通に関する条例は、手話を言語として位

置付け、手話への理解促進、手話の普及、障がい

のない人との相互理解を基本理念に、区、区民、

事業者それぞれの責務を明確にした上で、障がい

者計画との整合性を図り、当事者からの意見を伺

いながら施策を推進すると定めております。 

  御質問で御提案いただいた手話を学ぶ機会の確

保をはじめとする八つの具体的な項目につきまし

ては、令和９年３月に作成する区の障がい関連計

画などの中で、より明確になるよう検討してまい

ります。 

  次に、具体的な取組のうち、手話の普及啓発や

手話を学ぶ機会の確保、手話通訳の養成の更なる

拡充についてですが、手話施策推進法の制定やデ

フリンピックのレガシーとして、聾当事者が直接、

区民などに聴覚障がいの理解や意思疎通に用いる

手話の普及啓発を行う手話出前講座を令和８年度

から実施できるよう関係団体と調整を行っており

ます。講座をきっかけとして、手話講習会の申込

みにつなげることで、手話通訳の更なる養成を図

ってまいります。 

  また、リーフレットやポスターの作成による普

及啓発の取組につきましては、現在、挨拶や災害

時などの様々な場面で活用できる手話が掲載され

たリーフレットを購入しているため、区独自のリ

ーフレットの作成は今のところ行いませんが、障

がい福祉課が関わるイベントだけでなく、小・中

学校や地域学習センターなどで手話に関する講座
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等を実施していただく際にも提供していただいて

おりますので、こちらについては今後も継続をし

てまいります。 

○危機管理部長 私からは、障がい者、高齢者の福

祉施策に関する御質問のうち、避難所で聴覚障が

い者と分かるバンダナの活用に取り組むべきとの

御質問についてお答えいたします。 

  聴覚障がい者が着用するバンダナについて、避

難所運営組織への周知を図るなど、聴覚障がい者

が取り残され、不安になることへの予防に区とし

て取り組んでまいります。 

○高齢者施策推進室長 私からは、まず地域包括支

援センターを単独事業として十分運営できるよう

委託費を引き上げるべきではないか。補正予算を

組み、支援するべきではないかについて一括して

お答えします。 

  地域包括支援センターは、業務内容が多岐にわ

たるため、センター長をはじめ経験を積んだベテ

ラン職員を中心に配置されていることは認識して

います。一方で、業務の継続性を考え、若手職員

を配置し、育成にも努めていただいています。 

  委託料の大半を占める人件費については、毎年

度、精算時に各地域包括支援センターから提出さ

れる人件費の実績を基に、定期的に見直しを行っ

ているため、現段階で補正予算等は考えておりま

せんが、令和８年度の委託料の決定の中で見直し

も検討してまいります。 

  次に、地域包括支援センターの職員配置が区の

責任でできるように支援をするべきではないかの

質問についてですが、介護保険法施行規則の規定

に基づき、地域包括支援センターの業務を請け負

うに当たり、原則、社会福祉士と保健師と主任介

護支援専門員の３職種を各１人ずつ運営体制とし

て配置することを求めており、２５か所の地域包

括支援センターで欠員は生じておりません。その

ため、区の責任で職員配置ができるように支援を

する考えはありません。 

  次に、区は、実態を把握するために、現場の意

見を聞いた上でアンケートを行い、改善をするべ

きではないかとの御質問についてお答えします。 

  業務委託評価は、委員評価、履行評価、取組評

価の三つがあり、質の面の評価としては、委員評

価の中で、地域特性に応じた対応や利用者への配

慮等を各地域包括支援センターの提出した事業実

績を基に、評価委員がヒアリングを実施すること

で担保しています。ヒアリング時には各地域包括

支援センターから現場の意見も聞いております。

そのため、改めてアンケートを行う考えはありま

せんが、各地域包括センターに評価結果を伝える

際には、質の面の評価内容についても分かりやす

く説明してまいります。 

  次に、高齢者配食サービス支援事業について、

一括してお答えいたします。 

  本事業は、既存の配食利用者が慣れ親しんだ１

０社以上の足立配食サービス協力店の継続利用を

優先し、意図しない事業者からの配食となり得る

スキームにならないよう、競争入札による業務委

託等ではなく、協力店を中心に協定を締結した共

同事業の形態を取っています。したがいまして、

共同事業の相手方に対し、配達時間やメニューの

通知など、細部にわたるマニュアルを作成し、指

示することまでは必要ないと考えており、衛生面

に関しては、食品衛生法における営業許可を取得

していることを協定の条件の一つとして実施して

います。 

  また、事情による置き配につきましては、当事

者同士の契約の中での受け取り方法ではあります

が、いただいた事例については、次回の配食事業

者との会議で周知し、注意喚起してまいります。 

  なお、足立区におきましても、翌月の食事メニ

ューが配食利用者に通知されていると伺っており、

また、各事業者から提出される献立表は、区管理

栄養士が確認し、必要に応じて栄養価等の助言を

しております。 
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  次に、高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険

事業計画の中に、高齢者の通いの場への支援策を

位置付けるべきとの御質問にお答えいたします。 

  現在、区では、高齢者保健福祉計画・第９期介

護保険事業計画において、足立区社会福祉協議会

による、ふれあいサロン支援事業を重点事業と位

置付けております。次の高齢者保健福祉計画・第

１０期介護保険事業計画においても、引き続き重

点事業として位置付けていきたいと考えておりま

す。 

  次に、高齢者サロンへの助成制度をつくるべき

との御質問についてですが、ふれあいサロン支援

事業には足立区社会福祉協議会からの財政的な支

援も含まれておりますので、現時点で新たに助成

制度を設ける予定はございません。 

○建築室長 私からは、葬儀場建設の規制について

の御質問のうち、まず、区は事業者が地域住民と

の話合いに誠意を持って当たらず、紛糾した場合

には、事業者に対して強く指導を行うべきとの御

質問にお答えします。 

  区は、これまでも事業者に対し、地域住民の声

に対しては丁寧に対応するよう、説明会の実施を

指導してまいりました。引き続き、事業者には地

域住民へ誠意を持って説明などを行うよう指導し

てまいります。 

  次に、事前協議書の提出において、葬儀場設置

場所が適切であるか、十分検討するべきではなか

ったのかとの御質問ですが、これまでは、都市計

画の用途地域の制限では、葬儀場が建設可能であ

るため、検討は行っておりませんでしたが、今回

の計画地が小・中学校に隣接しているという地域

特性を考慮すべきであったと考えております。

小・中学校の至近距離であることが、地域住民の

大きな反対につながった最大の要因であったため、

今後は学校至近での計画を控えていただけるよう、

小・中学校等の敷地から１００メートル以上離れ

た場所で計画するよう努める旨の規定を、葬祭施

設等設置整備基準に追加して指導してまいります。 

  次に、足立区葬祭施設等設置整備基準の事業者

の責務が守られず、建設が強行される事態が二度

と起きないようにすべきとの御質問にお答えしま

す。 

  今回の事例では、地域住民へ周知するためのお

知らせ看板の設置より前に、区と事業者の事前協

議が完了しておりました。具体的には、区の葬祭

施設等設置整備基準で定めている、隣の敷地から

の離れた距離や駐車場の台数などの項目が全て満

たされていることを確認したため、承認書を交付

いたしました。区から承認を得ていることを理由

に、事業者が建設を強行するに至ったと考えてお

ります。 

  このことを踏まえ、今後は区と事業者の事前協

議に先立ち、まずは現地へお知らせ看板を設置し、

その後、説明会を開催して、住民の皆様との話合

いを行うよう事業者に求めてまいります。その状

況を踏まえ、区と事業者が事前協議を行うことで、

住民要望を反映した計画を誘導できると考えます

ので、今年度末までに葬祭施設等設置整備基準に

定める事前協議手続の規定を改正してまいります。 

  次に、条例の改正などにパブリックコメントの

意見を十分反映すべきとの御質問ですが、区民な

どから寄せられた貴重な御意見等を適切に反映し、

改正の手続を進めてまいります。 

○横田ゆう議員 まず地域包括支援センターについ

てのところですが、今、基幹包括支援センターで

さえも委託業務となっている中で、やはり区は実

態把握をきちんとするべきだと思っております。 

  それでヒアリングの中でやっているということ

をおっしゃっておりましたけれども、やはり評価

する側と評価される側との立場での場所では、き

ちんとした率直な意見が出ないと思うんですね。

ですのでアンケートを求めました。そして改善す

ることを求めました。ですので再答弁をお願いし

ます。 
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  そして、高齢者サロンについてなんですが、こ

れはいろいろと補助が社協からとか出ているとい

うお話もありましたけれども、やはり区として、

高齢者が自らが主体的に様々なサロンを行ってい

るということに、ここに価値があると思うのです。

そこに区としての助成制度をつくるべきと聞いて

おりますので、再答弁をお願いします。 

  それから、葬祭場の規制についてですが、現在、

入谷の葬儀場の問題では７回目の説明会が行われ

ておりますけれども、いまだに住民との話合い、

折り合いがついていなくて紛糾しております。現

在のこの設置基準の中でも、照らし合わせても、

引き続き強く指導していただきたいというふうに

思って質問しました。再答弁をお願いします。 

○高齢者施策推進室長 横田ゆう議員の再質問のう

ち、まず私からは、地域包括支援センターの区の

実態を把握するためのアンケートを行うべきとの

御質問についてですが、先ほど御答弁申し上げま

したように、改めてアンケートを行う考えはあり

ません。 

  評価結果を伝える際には、そのヒアリングで聞

き取った内容、質の面の評価についても分かりや

すくお伝えしてまいります。 

  また、二つ目の高齢者サロンへの助成制度をつ

くるべきとの再質問についてですが、先ほども御

答弁申し上げましたように、社会福祉協議会から

現段階で財政的な支援も含まれておりますので、

現時点で新たに助成制度を設ける予定はございま

せん。 

○建築室長 横田ゆう議員の斎場の事業者に対する

指導に関する再質問にお答えいたします。 

  区といたしましては、地域住民の皆様方の御意

見、御意向等を十分に踏まえまして、しっかりと

事業者に対しましては、誠意を持って説明等を行

うように指導してまいりたいと考えております。 

○ただ太郎議長 本日の会議時間は、議事の都合に

より、あらかじめ延長をいたします。 

  次に、６番へんみ圭二議員。 

［へんみ圭二議員登壇］ 

○へんみ圭二議員 是々非々の会のへんみ圭二です。 

  今日取り上げるのは、二つの出来事です。 

  一つは、学校の体育館で小学１年生の女の子が

木刀で頭をたたかれた事件。もう一つは、六町駅

前の区有地活用事業で撤退した事業者に責任を問

わず、損害なしとした区の判断です。 

  一見、別々の話に見えますが、共通点がありま

す。足立区が守るべきものを守れなかったという

点です。子どもの安全を守れなかった。公募制度

への信頼を守れなかった。この二つの出来事を通

して、区が何を優先し、何を後回しにしてきたの

か、正面から問います。 

  まず、剣道教室の事件について問います。 

  今年１月、学校開放制度を利用した剣道教室で、

小学１年生の女の子が指導者から木刀で頭をたた

かれ、脳振盪などのけがを負いました。報道によ

れば、その後も物忘れが続き、医師から後遺症の

可能性を指摘されたとのことです。この件につい

て、実業家の西村博之氏は自身のⅩで、やっぱり

足立区、異常者を放置する地域性とまで述べまし

た。地域性と決め付けるのは乱暴だと思います。

しかし、足立区で生まれ育った１人として、こう

した言葉を正面から否定できるだけの説明も対策

も示してこなかった現状が極めて残念で、悔しく

受け止めています。 

  問題は博之氏の発言そのものではありません。

全国に報道されてから半年以上がたっても、区は

今も沈黙を続けています。区民への説明もない、

議会への報告もない、再発防止策も具体的に示さ

れていない。この何も語らないという行政対応そ

のものが最大の問題だと考えます。子どもは大人

を選べません。だからこそ行政は最大限の努力を

して、子どもの安全を守るべきです。果たして足

立区は最大限の努力をしているのか、その疑問を

確かめていきます。 
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  まず、当該団体の実態について、どのような指

導体制であったのか、過去の体罰や問題行為の有

無など、どこまで把握しているのか報告を求めま

す。 

  次に、地域活動の安全管理の枠組みについて伺

います。 

  区は、学校施設を利用して活動している団体に

ついて、指導者をどのように選んでいるのか。ど

のような体制で活動しているのかということを全

体として把握しているのか。もし把握していない

ということであれば、その状態を是としてきた区

の責任は極めて重いと考えます。区内のほかの団

体でも同じ危険が潜んでいる可能性を区はどのよ

うに認識しているのか伺います。 

  事件発覚後、一斉点検を行わなかった理由も伺

います。重大な事件が発生した以上、学校施設を

利用する全団体の活動体制を直ちに確認すべきで

す。なぜその判断が遅れたのか、今からでも年内

に点検を実施するのか、明確にお答えください。 

  やっぱり足立区といった表現は偏見を助長しか

ねない、とても重い言葉です。区は、シティプロ

モーションに力を入れ、足立区のよさを発信しよ

うとしていますが、子どもの安全が揺らいだまま、

著名人から異常者を放置する地域性とまで言われ

る状況を放置していては、どれだけ見栄えのよい

宣伝をしても、区外からの評価は根本から揺らぎ

ます。区民にとって大事なのは美辞麗句ではあり

ません。足立区で子どもを育てて大丈夫なのか、

学校や地域活動に安心して子どもを送り出せるの

かということこそが大切です。まず何よりも子ど

もの安全を徹底的に守る姿勢を示して、その上で、

イメージ向上を目指すべきです。 

  今回の事件について、区はなぜここまで沈黙を

続けているのか。沈黙することで、実態とは異な

る悪い印象が固定されかねない現状をどう受け止

めているのか。事実関係、安全対策の現状、今後

の改善の方向性をいつまでにどのような形で示す

のか、具体的な時期と方法をお答えください。 

  この事案を、たまたま起きた一件として片づけ

るのか。それとも、子どもの安全に対する足立区

の体質そのものが問われている問題として、抜本

的な見直しに踏み出すのか。指導者の確認体制、

活動内容の点検、相談体制の強化を実施するのか。

更に、学校開放を利用する団体の指導者に対し、

年に１度の研修を義務付けるなど、踏み込んだ改

善策を講じるのか、見解をお示しください。 

  子どもを守ることは自治体の基本的な責任です。

足立区がその責任を果たしていると言えるのかど

うか。子どもの安全に対する責務を果たすことを

強く求めます。 

  外部指導者を含む、子どもと接する大人の安全

基準についても伺います。 

  子ども性暴力防止法が成立し、日本版ＤＢＳ制

度が２０２６年１２月に導入されます。しかし、

法の施行までの間にも、現場では、外部人材の活

用は進みます。国は、中学校部活動の地域移行を

段階的に進めていますが、長野県松本市では、外

部指導員が女子生徒と不適切な関係を持ったとい

う事案も起きています。子どもを守るためには、

制度による歯止めが不可欠です。 

  外部指導員の任用に当たり、どこまで資質審査

と暴行・性犯罪歴などの確認を行っているのか。

書類審査が中心なのか。対面での確認まで行って

いるのか。必要な照会を外部に行っているのか。

お答えください。 

  また、法の施行を待つのではなく、区として、

性犯罪歴等の確認の仕組みを前倒しで導入するの

か。導入するのであれば、対象となる人材の範囲

や時期もお示しください。 

  外部指導員に不適切行為があった場合の解任や

登録抹消に関する規定は整っているのか。不適切

行為を起こした外部指導員が別の地域や別の団体

で再活動することを防ぐ情報共有の仕組みの構築

についても見解を伺います。 
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  虐待や性暴力、ハラスメント防止などに関する

知識は、子どもと接する全ての大人にとって最低

限必要なものです。それらの研修の受講を任意に

とどめてしまうのは、子どもの安全を偶然に委ね

るようなものであり、許されません。研修の義務

化、受講履歴の管理、未受講者は学校施設を利用

した活動に関われないようにするといった安全ラ

インをどこまで設ける考えなのか、お示しくださ

い。 

  小１の壁対策として検討されている学校の早朝

開門についても伺います。 

  小学校の登校時間が保育園より遅いため、共働

き家庭が早く出勤できない小１の壁問題の解消策

として、開門時間を早め、用務員などによる児童

の見守りが検討されています。しかし、用務員も

また、子どもと接する外部の大人であり、任用時

の確認は不可欠です。学校に出入りする外部人材

について、審査基準を統一し、子ども性暴力防止

法の趣旨を先取りする考えがあるのか伺います。 

  子どもの安全も公募制度の信頼も現場の全員任

せではなく、ルールと仕組みで守る必要がありま

す。 

  ここからは、六町駅前区有地活用事業について

伺います。 

  六町駅前区有地活用事業では、複合商業施設を

建設する予定であった東神開発が事業から撤退し

ましたが、区は損害はないと言い切り、一切責任

を問わない道を選びました。区民の財産を扱う行

政として、区民の側に立つのか、事業者の側に立

つのかが問われる局面でした。 

  この判断で壊れたのは、六町の一つの事業だけ

ではありません。公募型プロポーザル制度への信

頼そのものが失われました。 

  区は、事業者に責任を問わない理由を、事業者

が真摯に対応していたと説明しています。しかし、

問われているのは事業者の善意ではありません。

制度の公平性と透明性、評価の妥当性、そして区

民の財産をどう扱ったのかという行政の判断です。

そもそも真摯だったかどうかという主観で判断す

べきではなく、客観的で検証可能な基準に基づい

て判断をすべきです。それを曖昧にしたまま損害

はないと語ることは、制度を守る責任を放棄して

いると言わざるを得ません。 

  このままでは、公募型プロポーザルは、書類作

りや説明がうまい事業者が選ばれ、地道に責任を

果たそうとする事業者が報われない仕組みに変質

してしまいます。制度は事業者の善意ではなく、

明確なルールによって守られるべきです。 

  この観点から一つずつ伺います。 

  区は、暫定駐輪場の収入などを理由に損害はな

いと説明しています。しかし、収入と損害は全く

別の話です。区は、暫定駐輪場の設計費や工事費

を支出し、更に令和５年７月の基本協定締結以降、

庁内での検討、事業者との協議、住民説明会、基

本協定書の作成などに多くの職員の時間を割いて

きました。また、議会での審議にも時間と労力が

費やされています。そして、事業が２年間前に進

まなかったことによる機会損失は極めて重いもの

です。これらを全て切捨てて、損害はないと言い

切ることが本当に許されるのでしょうか。 

  暫定駐輪場の収入とは別に、職員の人件費や事

務コスト、事業の空白期間による機会損失など、

こうした無形の損害額を独立して算定したのか。

していないのであれば、損害なしと断言した根拠

は何か、収入と損害を混同していないと言えるの

か、客観的な数字を示して説明してください。そ

して、損害なしと判断したことが行政の姿勢とし

て妥当であったのか、見解をお示しください。 

  次に、実現できなかった提案を、なお高く評価

し続ける姿勢について伺います。 

  副区長は東神開発は２番手に比べて断トツによ

い提案だったので、排除するのはどうかという趣

旨の答弁をしました。しかし、どれだけ美しく、

どれだけ魅力的な提案であっても、実現できなけ
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れば絵に描いた餅であり、区民の暮らしは一歩も

よくなりません。 

  ここで問われているのは、提案そのものの美し

さではなく、それを選び進めた行政の目利きと判

断の責任です。今回のように撤退せざるを得なく

なった提案を、今もなお、断トツによい提案だっ

たと評価し続けることは適切だと考えているのか。

落選した事業者に対して、正面から同じように説

明できると考えているのか。評価基準において、

提案内容の魅力と実現性、実行力、リスクへの備

えなどへの評価ウェイトをどう見直すのか、具体

的にお答えください。 

  東神開発の商業施設を期待し、再公募でも同じ

事業者が選ばれることを望む区民がいることは承

知をしています。私自身も東神開発の計画に胸が

躍った１人ですし、六町の未来がこれ以上停滞す

ることは望んでいません。 

  しかし、だからといって、東神開発だけが区と

情報を共有し続け、有利な立場を保ったまま再公

募に進めば、事業の経緯や制約条件など深く知り

続けことになり、公平な競争になりません。最初

から結論が決まっていると受け止められ、公募制

度そのものへの信頼が失われます。その結果、本

来なら生まれるはずのよりよい提案が出てくる可

能性を区が自ら狭めることになります。 

  東神開発の再公募への参加は、ほかの事業者と

同じ情報、同じ条件、同じ出発点に立つことが不

可欠です。この公平性が担保されていない限り、

再公募は成り立ちません。 

  区と東神開発は、基本協定の合意解約後も２年

間は区との情報交換を継続する。区が再公募する

際には、改めて参加を検討するという趣旨の覚書

を取り交わしています。個別に情報交換を続けれ

ば、東神開発だけがほかの事業者より一歩先んじ

た情報に触れられる構造が生まれます。実際に優

遇があるかどうか以前に、優遇されているように

見える状態が生じること自体が、公平性と透明性

を損なう致命的な問題です。 

  東神開発等との情報交換について、ほかの事業

者にも同じ時期に同じ条件で開示するのか。情報

交換の内容や頻度、議事録を公開し、誰でも公平

にアクセスできる情報開示のルールをいつまでに

整えるか、具体的に示してください。 

  東神開発だけが知り得る特別な情報を持つ状態

を、区としてどう防ぐのか。情報に格差が生じる

場合、どこまでが許容され、その正当性をどう説

明するのか。東神開発が再び応募する場合、公平

性、競争性、透明性をどう担保するのか。具体的

な答弁を求めます。 

  東神開発が再び選定された場合の再撤退シナリ

オについて伺います。 

  建設費の高騰が撤退理由でしたが、今後も同様

の外的要因が生じる可能性は十分にあります。東

神開発を再び選ぶことによる２度目の撤退リスク

をどう評価し、もし再撤退が起きた場合、六町の

まちづくりと区民の信頼にどのような影響が及ぶ

と認識しているのか示してください。 

  今後のスケジュールについて伺います。 

  区は、令和８年１月にサウンディング型市場調

査を行うとのことですが、その先の再公募、事業

者決定、開業の目標時期などの見通しが示されて

いません。少なくともこの程度の時間の目安は示

すべきです。サウンディングをして条件を検討す

るだけで終わらせるのか。それとも、いつまでに、

ここまでは進めるという具体的な段階目標を持っ

ているのか。時期の見通しを示してください。 

  公募制度全体の再発防止について伺います。 

  今回の区の判断を見た事業者が何を学ぶか。採

算が合わなくなったら途中でやめても責任は問わ

れないのではないか。まずはよい条件で提案を通

しておき、後から条件を下げさせればよいのでは

ないか。このような甘い期待を生み出す危険性が

あります。繰り返しますが、制度は事業者の善意

ではなく、ルールで守るものだということです。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ４５  

 

  今後の公募型事業において、撤退時の違約金の

原則や当初条件の大幅な見直しを求められた際に、

公募に立ち戻る判断基準の明文化、見直し協議の

制度化などのルールをいつまでに整え、どの場で

示すのか。期限と手段を伴った答弁を求めます。 

  最後に、今回の判断で誰を守ったのかという根

本を伺います。 

  今回、事業者に損害賠償請求をせず、指名停止

のような不利益もありません。その一方で、区民

の側には数年間の空白と大きな失望感が残りまし

た。この判断は、区民から見て、本当に合理的だ

ったと言えるのか。足立区が守るべき相手は撤退

した事業者なのか。それとも、区民の財産と公募

制度への信頼なのか。区の姿勢を明確に示してく

ださい。 

 六町の未来を楽しみにしていた皆さんの時間はも

う戻りません。その失われた時間に背を向けて、

損害なしと言い切った区の判断は、これからも六

町と足立区全体に残り続けます。 

  誰を守るのか、何を大切にするのか、この問い

から目をそらさない答弁を求め、質問を終わりま

す。 

○地域のちから推進部長 私からは、学校開放利用

団体の活動中に生じた傷害事案についてお答えい

たします。 

  まず、今回の傷害事案について、５月２日の報

道発表と同時に、電話及びメールで議会の皆様に

事件概要をお知らせしたところでしたが、それ以

降、正式な議会報告を怠り、また、区として再発

防止に向けた抜本的対応をしてこなかったことを

おわび申し上げます。申し訳ございませんでした。 

  これまで学校開放事業については、区民の声な

どで相談や苦情が寄せられた場合に、団体の代表

者へのヒアリングや活動の様子を職員が見回りす

るなどして、案件ごとに個別に対応してきました。 

  しかしながら、当該事案を含め、これまで相談

の対象となった団体への個別対応に終始し、未然

防止策が不十分であったことを深く反省し、今後

は区が抜本的な対策を行い、再発防止を行ってま

いります。 

  次に、当該団体の実態、指導体制、過去の問題

行動の有無など、どこまで把握していたかについ

てですが、事件発生後、速やかに当該指導者及び

足立区剣道連盟に対し、ヒアリングを実施し、ふ

だんの活動の様子や指導体制、過去の問題行為の

有無など、具体的な事実確認を行っており、その

時点で把握し得る範囲の情報を得ておりました。 

  次に、学校施設を利用する団体が、指導者をど

のように選び、どのような体制で活動しているの

か、把握しているのかについてですが、毎年、団

体登録の更新手続の際に、指導者を団体名簿に記

載いただき、指導者名を含む団体構成については

把握しておりますが、指導者を選んだ経緯までは

把握しておりません。 

  次に、区内全体で同じ危険が潜在している可能

性についてですが、登録団体数１，３００団体の

うち、指導者がいる中学生以下の少年団体は約４

００団体あります。区民の声などで指導者による

不適切な言動を指摘する内容が寄せられることも

あり、同様の危険性が存在している可能性は否定

できません。 

  また、年内における指導体制の点検ですが、指

導者がいる少年団体の代表者を対象に、書面また

はインターネットで実態調査を実施するとともに、

学校開放利用団体指導者の暴力や暴言に対する相

談窓口をスポーツ振興課に開設いたします。これ

らの取組により点検を進めてまいります。 

  次に、区はなぜ今も沈黙を続けるのかとの御質

問についてですが、警察による捜査が行われてい

た段階では、捜査に支障が出ないよう区としての

発信は控えておりました。一方で、区が情報発信

しないことで、実態と異なる悪い印象が固定され

かねない状況であることについては、御指摘のと

おりだと受け止めており、区として捜査状況を適
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宜確認し、早期に情報発信していくべきでした。 

  今回、当該事件の捜査が終了していることを確

認しましたので、今後、事実関係については、被

害者の意向を最優先にしつつ、被害者から承諾い

ただけた範囲の情報を議会に報告した上で、区ホ

ームページで速やかにお示しいたします。 

  また、安全対策の現状や改善の方向性につきま

しても、実態調査や相談窓口の設置に向けた準備

が整い次第、区ホームページでお示ししてまいり

ます。 

  最後に、子どもの安全を守るために抜本的改善

に踏み出すのかとの御質問についてですが、同様

の事案が二度と繰り返されないよう、区として必

要な対策を講じ、情報発信していかなければいけ

ないと考えております。 

  まずは、令和８年２月に指導者を主な対象とし

たコンプライアンスに関する研修を実施します。

この研修につきましては、来年度以降も年に１回

程度実施する方向で検討いたします。 

  次に、繰り返しになりますが、指導者がいる少

年団体の代表者を対象とした実態把握を至急行い、

具体的な改善策の検討に生かしてまいります。ま

た、子どもたちが指導に違和感を感じたときに、

区へ相談できる窓口の整備を確実に進め、区とし

てできる限りの対策を検討してまいります。 

  なお、今回の事案を受けまして、足立区スポー

ツ協会に所属する団体などを対象に、令和７年４

月には弁護士によるコンプライアンス研修を実施

したところでございます。 

○資産活用部長 私からは、六町駅前区有地におけ

る事業者撤退に関する御質問についてお答えいた

します。 

  まず、公募条件及び基本協定の中に、建設費高

騰による事業者撤退リスクを抑止する規定を盛り

込まなかったことにより、計画が頓挫し、地域の

皆様の期待を裏切る結果を招いたことについてお

わび申し上げます。誠に申し訳ございませんでし

た。 

  事業者撤退に伴う損害賠償請求につきましては、

弁護士相談も行い、基本協定書の記載条件に該当

しないため、請求できないと判断いたしました。

しかしながら、金銭的な損害でなく、要した費用

を精算金として請求できるのではないかとの視点

でも検討いたしましたので、収入と損害は混同し

ていないと考えております。 

  駐輪場閉鎖管理費等で、区には約３７０万円の

支出がありましたが、活用事業者である東神開発

へ土地引渡しをしなかったため、既存駐輪場の継

続利用により約３，２７０万円の利用料金収入が

区に歳入されました。このため、東神開発に請求

する精算金は発生しないと判断いたしました。 

  次に、職員の人件費や事務コスト、事業の空白

期間による機会損失を含めた無形の損害額の独立

算定についてですが、職員の人件費や事務コスト

は正確に算出はできませんが、おおむねの積み上

げでは、東神開発が事業延伸の検討を開始してか

ら事業撤退に至るまでの１８か月間に約１，１７

０万円掛かったと見込んでおります。事業空白期

間による機会損失を含めた無形の損害額について

は算定できませんが、これも基本協定書の記載条

件に該当しないため、損害賠償請求できないと判

断いたしました。 

  以上から、公募条件や基本協定に定めのない損

害賠償や清算金は請求できないと判断したことは、

行政の姿勢として妥当であったと考えます。 

  次に、東神開発の提案を評価し続けること、公

募の評価基準において、提案内容の魅力と実現性、

実行力、リスクへの体制などに対する評価ウェイ

トを見直すことについてお答えいたします。 

  東神開発の提案は建設費高騰による事業撤退の

ため、実現しなかったことは誠に遺憾ではありま

すが、施設規模やデザイン性、六町公園や交通広

場の一体性などがすぐれており、評価点も１，０

２０点満点中、東神開発が８６４点、２位が７８
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２点と大きな差がありました。また、地元説明会

でも高い評価をいただいております。このため、

評価し続けることは適切であり、既に公表してお

りますので、落選事業者に対しても説明できると

考えます。 

  再公募に当たっての評価基準の見直しについて

は、現在の建設費高騰を踏まえた提案を求めるこ

とはもちろん、将来の市況の変動への対応方法に

ついても詳細に提案を求め、御指摘の実現性、実

効性については、評価のウェイトを高め、リスク

への体制については、評価項目に追加する方針で

す。 

  具体的な数値については、他自治体の事例や記

載可能な条件を精査し、今後、具体的な改善方法

を検討してまいります。 

  次に、今後の公募と東神開発との情報交換に関

する御質問についてお答えいたします。 

 まず、仮に東神開発と情報交換を行う場合には、

他事業者と同じ時期に同じ条件で行ってまいりま

す。 

  情報開示については、東神開発以外の事業者と

もヒアリングを実施しておりますが、公募で不利

益とならないよう、東神開発を含む全ての事業者

について、個々の提案内容に関わる内容は公表し

ない方針です。ただし、市況の確認や公募条件、

検討のために行うサウンディング型市場調査につ

いては、全ての事業者へ同様の条件提示と質問を

行い、意見を求めるため、事業者の同意を得た上

で、実現可能な事業規模、希望する事業期間など

の聞き取り結果を公表していく予定です。 

  東神開発だけが特別な情報を得る状態をどのよ

うに避けるのかについては、東神開発とは基本協

定を解除していることから、東神開発だけが知り

得る情報を提供することはございません。全ての

事業者に同様の情報を開示し、対応します。 

  なお、覚書に基づき、本年１１月から２年間は、

区との情報交換を継続することは、東神開発が提

案した規模の施設を、次回の公募において、他の

事業者も含めて提案できるよう、借地条件等の条

件整備を行うことが目的であり、東神開発を優遇

するものではございません。このため、東神開発

が再び応募する場合の公平性、競争性、透明性に

ついては、先ほど御答弁した内容で、全事業者が

平等な立場で事業提案できるよう環境を整えます

ので、公平性と透明性を担保し、他の事業者の参

加意欲を高めることで、競争性を担保してまいり

ます。 

  次に、制度面での歯止めが必要であること、東

神開発を再び選ぶことによる２度目の撤退リスク

と問題についてお答えいたします。 

  制度面での撤退の歯止めについてですが、まず

は、区としてサウンディング型市場調査を踏まえ

て、公募すべき時期かどうかの判断が重要と考え

ます。その上で、公募する場合には、公募条件の

中に、実現性に関わる評価基準や違約金等のペナ

ルティーを設定することも検討してまいります。

評価基準において、計画の実現性、市況変動への

リスク対応など、配点を高めることで、事業の実

現性が高い事業者を選定したいと考えます。 

  また、事業中止時の違約金等のペナルティーを

条件設定し、事業撤退を困難とすることで、市況

の大幅な変動も見据えた提案を求めていく方針で

す。 

  東神開発を再び選ぶことによる２度目の撤退リ

スクの評価と問題についてですが、議会の公募に

おいて、東神開発にかかわらず、途中で事業者が

撤退となれば、まちづくりの更なる停滞という問

題を引起し、六町地域のにぎわいや利便性におい

て、地域の皆様への影響ははかり知れません。全

事業者が一からのスタートになりますので、２度

目の撤退を招かないように進めてまいります。 

  次に、計画の再建について、区が主体的に動く

姿勢を示すべき、今後のスケジュールについて、

どの水準までをタイムラインとして持っているの
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か。具体的なマイルストーンを設定しているのか

との御質問にお答えいたします。 

  今後のスケジュールについては、令和８年１月

から予定しているサウンディング型市場調査で、

実現可能な条件の検討や参加事業者の意向につい

て確認する予定です。地元からは、時間が掛かっ

ても前回公募の施設と同程度の規模や質の施設を

望むとの多くの声をいただいております。このた

め、現在の建設費高騰や技術者不足という時勢を

踏まえ、再公募の実施時期、事業者の決定時期、

開業の目標時期については、事業者の意見を踏ま

えて慎重に判断してまいります。 

  このため、現時点ではタイムラインをお示しす

ることは困難な状況ですが、サウンディング実施

後、実現可能な公募条件を検討し、令和８年度以

降に地元アンケートや説明会開催の上、市況を踏

まえて、公募の実施時期を見定め、タイムライン

及びマイルストーンを作成してまいります。 

  次に、今後の公募型事業における再発防止策に

ついてお答えいたします。 

  まず、事業者都合の撤退時の違約金や補償につ

いては、例えば地代を数年分を違約金とすると、

事業者の撤退を困難とすることで、市況の大幅な

変動も見据えた実現可能な提案を求めていく手法

があると考えますが、具体的なペナルティーにつ

いては、弁護士相談の上、今後、慎重に判断して

まいります。 

  次に、当初条件の大幅な見直しについては、今

までどおり、公募の公平性を損なう大幅な変更に

ついては認めず、再度、公募を実施する方針です。 

  また、見直し協議については、公募の公平性に

影響しない範囲の変更を認めることで、計画の実

現性を高めることが可能となるため、区の不利益

に当たらない範囲で期間や回数を制限せずに対応

したいと考えます。なお、見直し協議による公募

の公平性については、弁護士に確認の上、判断し

てまいります。これらのルールの詳細については、

公募条件に具体的に付記し、公募を開始してまい

ります。 

  次に、区民から見た合理的な判断と足立区が守

るべき相手の御質問についてお答えいたします。 

  損害賠償請求を行わないことやペナルティーを

与えない判断は、公募条件及び双方が合意し、締

結した基本協定に基づいたものであり、結果とし

て致し方ない判断だったと考えますが、前もって

のリスク回避策を盛り込まなかったことにより、

地域の皆様の期待を裏切る結果を招いたことにつ

いて、大変申し訳なかったと考えております。重

ねておわびを申し上げます。 

  足立区が守るべきは区民の財産と公募制度の信

頼です。次回の公募では、区民の財産である公共

用地で信頼できる公募制度の下、多くの皆様に御

活用いただける施設を実現できるよう努力してま

いります。 

○教育指導部長 私からは、部活動外部指導員の現

在の任用時の手続並びに子ども性暴力対策法の趣

旨を踏まえた今後の方針についてお答えいたしま

す。 

  まず、任用時の支出審査と暴行・性犯罪歴の確

認につきましては、採用に際して、資質について

は履歴書により審査しておりますが、暴行・性犯

罪等の性犯罪歴の確認は行っておりません。 

  次に、書類審査が中心なのか、それとも対面に

よる適正確認や必要に応じた外部の機関への照会

まで行っているかにつきましては、教育委員会事

務局で書類審査を行い、合格者に対して、学校長

が面接で適性確認を行って採否を決めております

が、第三者機関への照会までは行っておりません。 

  次に、子ども性暴力防止法の施行を待つのでは

なく、同法の趣旨を踏まえた確認の仕組みを区と

して前倒しで導入するかにつきましては、犯罪情

報の第三者機関への紹介は、法的根拠が整うまで

前倒しの実施は困難と考えております。 

  今後は、子どもに接する業務に従事する者を対
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象として、教員免許所持者については、教員免許

失効管理システムで該当の有無を確認するほか、

間もなく公表される子ども性暴力防止法のガイド

ラインにのっとり、性犯罪歴の有無を書面等で明

示的に確認する等対応してまいります。 

  次に、外部指導員が不適切行為を行った場合の

解任や登録の抹消についてですが、人事課と協議

し、足立区職員の懲戒に関する条例にのっとって

対応しております。今後、子ども性暴力防止法の

ガイドラインが示され次第、それを鑑み、子ども

の心と体を守るための規定を整備してまいります。 

  次に、問題を起こした外部指導員が再び活動し

ないよう情報共有の仕組みを区として主体的に構

築していく考えがあるかについては、法令の根拠

もない中では困難であり、まずはこども家庭庁が

進める子ども性暴力防止法関連システムによる事

実確認手続に沿って対応してまいります。 

  次に、外部指導員に対する研修の義務化、受講

履歴の確認、未受講者は学校施設を利用した活動

に一切関わらせないなど、具体的な安全ラインに

ついてお答えいたします。 

  令和７年度まで、区の部活動指導員の研修は、

やむを得ない場合は欠席も認めていましたが、令

和８年度以降は悉皆研修とし、受講しない場合は

指導に関われないようにするほか、受講履歴も指

導員が在職する間は保存するなど、法の施行を待

たず、子どもへの性暴力防止の取組を徹底してま

いります。 

  次に、部活動指導者や用務員など、外部人材が

学校に入る際の審査基準を一体として整え、子ど

も性暴力防止法の趣旨を先取りする考えがあるの

かとの御質問についてですが、先ほども申し上げ

ましたとおり、法の趣旨を踏まえて、前倒しでき

ることは対応していく考えです。制度の詳細な指

針となるガイドラインが年内策定に向けて進めら

れておりますので、ガイドラインが示され次第、

その基準に基づき、子どもの心と体を守るための

規定を整備するなど、安全基準の統一を進めてま

いります。 

○へんみ圭二議員 まず、子どもたちに関わる団体

の実態調査についてなのですが、先ほど書面やネ

ットで確認するというお話でした。それは恐らく

指導者が答えることになるでしょうから、その指

導者が子どもたちに暴力を振るっているという答

えを本当にすると思われますか。子どもの安全を

守るためには、実態調査のやり方が本当におっし

ゃるようなやり方でいいと思っているのか、その

点についてお聞きしたいと思います。 

  それからもう一つ、先ほど逮捕されて捜査段階

であったからというお話がありましたが、私の記

憶がたしかであれば、女子医大の理事長が逮捕さ

れたときには、すぐに区からの発表があったと思

います。そのことも踏まえて、その整合性はどう

なのかということをお答えいただきたいと思いま

す。 

  それから、被害者に承諾を得てからというお話

もありましたが、ということは、被害に遭ってし

まった子どもやその家族に、まだ何も話は聞いて

いないということなのでしょうか。そこのあたり

は踏まえた上での答弁でないと答弁として成立し

ていないと思いますから、その点をお聞きしたい

と思います。 

  それから、六町の問題についてなんですけれど

も、提案を今もなお高く評価し続けるというお話

は変わらずということでありましたけれども、そ

の提案を高く評価し続けるということであれば、

実効性よりも企画力が大切という制度だという認

識になりますが、本当にそれでよろしいのかとい

うことです。 

  もう一つ、最後に、東神開発との意見交換につ

いては、全ての事業者に、同じ時期に同じ条件で

開示するということなんですけれども、次の公募

で、どこの誰が手を挙げるか分かっていない段階

で、どの事業者にそれを報告するのでしょうか。
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東神開発と意見交換をした内容を全ての事業者に

公開するということは、日本全国の事業者に公開

をするということになりますが、それは実現不可

能なのではないかなと思いますので、そのあたり

について御説明いただきたいと思います。 

○地域のちから推進部長 ただいまの逸見議員の再

質問についてお答えします。三つあったかと思う

のですが、順次回答させていただきます。 

  まず代表者へのアンケートが本当に指導者が暴

力振るう実態を把握できるのかという御質問なん

ですが、確かに、おっしゃるとおりそういった懸

念はあります。指導者イコール代表者ではない部

分もありますので、そこでつかめる範囲はまずつ

かんでいきたいと思いますし、一方で、相談窓口

を設けることで、そういった声が集められるので

あれば、少しでも実態把握をまず取り急ぎやって

いきたいと思います。それで十分だとは思ってい

ないのですが、急ぎ、今できることはそこだとい

うことで、今回こうした答弁をさせていただきま

した。 

  二つ目に、捜査の関係で、東京女子医大との理

事長との整合性についてなんですが、我々としま

しては、まず、この事件が起こった１月１１日に

起こったと報告受けているのですが、１６日から

１７日については、議会へ議長、副議長、幹事長

へ電話のみで御連絡したというところでとどめて

おります。やはりそこもある程度公開し、公開と

いうんですかね、議会とは意思疎通をしないとい

けないということでさせていただきました。それ

以上のことについては、やはり捜査の関係があっ

て、踏み込んだ公表というのはしないということ

でございました。 

  三つ目に被害者への確認ということなのですが、

私、この質問通告事前にいただいて、実際に被害

者のお父様とも改めてお話しさせていただきまし

た。そこのあたりについては、お父様もできる限

り、今後のためにも公表して構わないということ

を御返事いただいていますので、こちらの方で公

表できる内容とかは整えた上で、確認の上、でき

る限り、実態に合うような形で公表していけるよ

うに努めてまいりたいと思います。 

○資産活用部長 へんみ圭二委員の再質問の御質問

のうち、１点目は、東神開発の評価を断トツによ

かったと評価し続けるのはおかしいのではないか

という御質問。それから、今後、情報交換を行う

際に、他の事業者にどのように公表していくのか

というような御質問にお答えさせていただきます。 

  まず、これから行う再公募に当たっての評価に

ついては、将来の市況の変動への対応条件も含め

て、実現性、実効性については評価のウェイトを

高め、リスクの体制については評価項目に追加す

るなど、事業者からいただいた提案を、このよう

な部分で評価していきたいと考えております。 

  次に、他の事業者への公表については、ヒアリ

ングを行う、サウンディングを行うということで

事業を進めてまいりたいと思いますので、他事業

者と同じ時期に同じ条件で意見交換を行い、他の

事業者さんにはサウンディング型市場調査で同じ

条件提示を行いながら、意見を求めてまいりたい

と考えております。 

○ただ太郎議長 次に、３番野沢てつや議員。 

［野沢てつや議員登壇］ 

○野沢てつや議員 日本維新の会の野沢てつやです。

よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、区政満足度を更に高めるための課

題解決についてお伺いします。 

  令和６年度の足立区民の区政満足度は７７．

８％と極めて高いものとなっています。一方で、

少子高齢化や所得格差が進む中で、解決すべき課

題は年々増加していると考えます。 

  特に、昨今の公共施設建設費及び公共施設修繕

維持費の急増は深刻です。足立区では、令和７年

度末の基金積立金残高が１，６５６億円となる見

込みであると伺いました。数字だけを見ると潤沢
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な財政状況とも考えられます。 

  一方、足立区の誇る子育てなどの体験型複合施

設ギャラクシティの大規模改修に係る概算経費が

１００億円を超える可能性があるとも伺いました。

足立区が所有する６００を超える公共施設のうち、

約６０％が築３０年以上と老朽化が進行していま

す。建設関係のコストにおいては、人件費や資材

費の高騰から下がる見込みが乏しく、実際には潤

沢どころか、厳しい財政状況とも考えられます。 

  日本維新の会は、行政コストの削減などを徹底

した行政改革を党是としています。また、肥大化

する非効率な行政の在り方を見直し、徹底したデ

ジタル化、民間活用などでスリムな行政への転換

を求めています。私自身も当選当初から議員報酬

の２割を被災地などに寄附し、自らの身を律し、

行政コストの削減を足立区に求め続けています。 

  以下このような観点から質問させていただきま

す。 

  私は、さきに行われた決算特別委員会の際、新

型コロナウイルスワクチン接種事業におけるワク

チン接種費用の助成について質問しました。新型

コロナウイルスワクチンの１回接種に掛かる費用

は１万５，５９１円であるのに対し、足立区にお

いては、６５歳以上の方などは自己負担なく無料

で接種できるとの回答がありました。私は執行機

関に対し、世の中に無料のものなどなく、無料で

ワクチンを接種する際に、その裏で、この１万５，

５９１円を公費負担として、他の方が負担してい

ることが分かることを明示すべきだと質問しまし

た。これに対して、執行機関からは、前向きに検

討する旨の回答がありました。 

  そこで伺います。 

  この質問に対して、現在、区としてどのように

取り組んでいますでしょうか。 

  足立区は令和７年９月から東京都の保育料等負

担軽減に係る補助事業の対象拡大を受け、子育て

家庭への支援拡充を目的として、認可保育所等に

おけるゼロ歳から２歳児の第一子保育料の完全無

償化事業を開始しました。私も現在４歳の娘を保

育園に通わせており、子育てには想像以上にお金

が掛かることを痛感している身であり、本当にあ

りがたい、よい施策だと思います。 

  一方で、足立区においては、区と国を合わせた

ゼロ歳児児童１人当たりに掛かる保育経費概算は

月額５０万９，０００円だと聞きます。年間で計

算すると６１０万８，０００円に上ります。東京

都北区では、こういったことを周知するため、ホ

ームページ上に負担額内訳をパンフレット形式で

掲載しています。 

  さきに質問したワクチン接種費用の助成と同様、

税の使い道を可視化し、無償化事業に対して幾ら

公費が必要であるかを分かりやすく明示すべきで

あると考えますが、いかがでしょうか。見解を伺

います。 

  区政満足度を高めるためには、外国籍の方との

共生問題の解決が欠かせません。足立区では外国

籍住民が近年急増しており、２０２５年４月時点

で、外国人の人口は４万４，７８０人。区人口の

６．４％となり、過去最多を記録しています。 

  一方で、外国籍住民の増加によって、文化、教

育、医療、福祉などの様々な分野で課題が顕在化

しています。特に、外国籍住民の増加とともに、

夜間の騒音やごみ出しに関する課題が顕在化して

います。主な問題は、言語障壁による情報不足、

ごみ出しに関しては、分別ルールの理解不足や収

集曜日の遵守困難などから発生していると考えま

す。 

  そこで伺います。 

  現状、足立区に転入する外国籍の方に対して、

転入時にどのような説明を行っていますでしょう

か。 

  また、外国籍の方の場合、転入後に地域のルー

ル等を周知することが困難であると聞きます。低

乳児の手続待ちなどの間に、住む地域に応じたマ
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ナーやごみ出しルール等を提示してはいかがでし

ょうか。見解を伺います。 

  足立区では、令和５年から日本人の人口は減り

始め、逆に外国籍の方の人口は増え続けています。

また、これに伴い、外国籍の児童・生徒数も増加

しています。足立区内における外国籍児童・生徒

数は、令和７年のデータによると、公立小・中学

校で約２，３００人となっています。外国籍児童・

生徒数は年々増加傾向にあり、足立区は２３区で

も外国籍児童・生徒の割合が高い自治体に位置付

けられています。 

  近年、日本語が全く話せない状態で、公立小・

中学校に転入する外国籍児童・生徒が増加してお

り、学習する国の言語が全く話せない状態で転入

する児童・生徒にとっての精神的負担はかなり大

きいと考えます。特に日本語が全く話せない状態

で日本の中学校に転入し、数学や物理などの日本

人でも苦手な難しい科目の授業を受けることは、

転入した外国籍の生徒にとって、本当につらく厳

しいものだと伺いました。 

  また、受け入れる側の教員にとっても、日本人

の児童・生徒に指導要領に遅滞なく学習させると

同時に、外国籍児童・生徒にも同じカリキュラム

を習得させなくてはならない負担が生じ、大きな

負担になっていると考えます。 

  豊島区では、池袋小学校など二つの小学校に日

本語指導学級、４か所の小・中学校に日本語指導

教室を設置し、外国籍児童・生徒の学習サポート

を行っています。足立区では、小学校への日本語

適応指導講師の派遣、中学校では、通級により３

か月から６か月程度、日本語学習ルームを実施し

ています。 

  今後も外国籍児童・生徒の増加が見込まれるこ

とから、小・中学校において日本語指導を集中的

に行う日本語学級の設置等を検討すべきと考えま

すが、いかがでしょうか。見解を伺います。 

  区民の方々が日々生活している中で、最近、不

安要素として挙げられるトピックの一つとして、

民泊問題があります。 

  さきに行われた決算特別委員会において、私は

民泊事業について質問しました。その際、足立区

には２１３の民泊施設があり、現状２か月に１度

の報告書の確認のみで、実地調査等は行っていな

い旨の回答がありました。また、立入り調査や実

地捜査の実施を求めた際には、上下機関等との兼

ね合いも考慮しながら、検討する余地がある旨の

回答がありました。その後、私は京都市役所の衛

生部門の方にヒアリングに行ったり、他自治体の

実施状況を確認しました。その結果、新宿区や京

都市は、民泊施設等に対する立入り調査や実地調

査等を行っている実態が分かりました。また、立

入り調査や実地調査は、条例やガイドラインに基

づき行われておりました。 

  足立区にも住宅宿泊事業の実施運営に関するガ

イドラインがあり、区職員は事業の適正な運営を

確保するために必要があると認めるときは、事業

者及び住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し、

報告を求めることや届出住宅、その他の施設に立

入り、その業務の状況、もしくは設備、帳簿書類、

その他の物件を検査、もしくは関係者に質問する

ことができる旨の記載があります。足立区として

も、根拠法令がある以上、区民の方々の不安払拭

のために立入り調査等を行うべきと考えますがい

かがでしょうか。見解を伺います。 

  令和７年１１月４日、世田谷区において、母親

が生後３か月の実子を刺殺するという大変痛まし

い事案が発生しました。母親は警察の調べに対し、

夫と離婚の話が進んでいた、親権を取られるくら

いなら娘を殺して自分も死のうと思ったと供述し

ているとのことでした。自分が生まれてきた意味

さえ理解する間もないまま尊い命が失われてしま

ったことは大変残念です。 

  一方で、母親が来年１月から離婚後共同親権制

度を含む改正民法が施行されることを知らなかっ
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たのかという疑問もあります。知っていたのなら、

親権を取られるという発想に至らなかった可能性

が高いためです。 

  このことから以下に伺います。 

  本事案について単独親権制度下における親権争

いが背景にあるのではないかと見る向きがありま

すが、足立区において、こういった親権争いに関

する相談があった場合、福祉まるごと相談課など

で対応することができますでしょうか。 

  また、足立区において、区民の方々に対する改

正民法施行に関する情報提供は十分行われていま

すでしょうか。 

  足立区における区主催の公的な★★に関する勉

強会の開催や民間の共同親権に関する勉強会等の

開催計画はありますでしょうか。見解を伺います。 

  改正民法の施行予定日まであと４か月を切りま

した。現在の様式が共同親権に対応していないた

め、戸籍住民課の窓口に提出する離婚届の様式が

変わることが想定されます。また、共同親権の制

度は、親の離婚などによって、養育費や交流の機

会の問題で、子どもが経済的、精神的に負担を負

うことがないようにすることを目的とする大切な

制度です。積極的に周知すべきだと考えます。 

  次に、西新井地区等のまちづくりについて伺い

ます。 

  私はこれまで西原西口駅前の警察前通りから続

く一方通行道路の都市計画道路区画街路第１０号

線の事業化、歩道のフラット化及び無電柱化につ

いて質問してきました。これまでの区の答弁では、

都市計画道路を整備する際に、歩道のフラット化

や電柱の地中化を実施していく旨の内容でした。 

  区画街路第１０号線は、現時点では、優先整備

道路に位置付いておらず、都市計画道路の完成に

よる課題解決にはかなりの時間を要すると思われ

ます。現状、１．５ｍ程度の幅員の歩道内には、

柵や電柱、標識などがあるため、非常に狭く、ま

た、傾斜が付いているため、車椅子利用者等のみ

ならず、一般の歩行者の方も不便を感じているの

が現状です。今般、都市計画道路の完成を待たず、

短期的に課題解決を目指すべきであると考えます。 

  そこで、車道の高さを上げて、歩道の傾斜をフ

ラットにし、バリアフリーにも寄与するセミフラ

ット化の実施について、以下に伺います。 

  過去の答弁で、夜間工事になるため、地域への

影響が多いこと、多額の費用が掛かることなどか

ら、セミフラット化について区は難色を示してい

ましたが、夜間工事の期間はどの程度になります

でしょうか。また、概算でどの程度の費用を要し

ますでしょうか。また、当該路線の交通量調査や

利用者の声を聞き、セミフラット化の必要性を把

握すべきだと考えますがいかがでしょうか。区は、

過去にセミフラット化を実施した実績があります。

近年の実施箇所と実施に当たる優先順位の考え方

はいかがでしょうか。見解を伺います。 

  この歩道は駅前とは思えないほど、ぼこぼこで

傾きがひどい歩道です。私が地域の方々から最初

に御要望いただいたのがこの歩道の改善です。地

域の方々は、長年にわたって我慢して生活してい

ます。早急に対応すべきだと考えます。 

  西新井駅東口駅前の道路は幅員が狭いため、バ

スやタクシー、家族の送迎等の車両が停車するた

めのモータープール的なスペースがないのが現状

です。 

  この点につき、以下伺います。 

  現状コミュニティバスはるかぜの乗り場が狭く、

交通渋滞を引起していることなどを鑑み、バス乗

り場の移設を検討していると聞きます。進捗状況

はいかがでしょうか。見解を伺います。 

  移設に当たり、駅前広場の整備を行うのであれ

ば、凸凹である路面舗装の全面的な補修、また、

植栽やオブジェ、縦看板などの配置などを全面的

に見直し、足立区の誇る子育て施設ギャラクシテ

ィのある駅として、魅力ある駅前広場にすべきと

考えますがいかがでしょうか。見解を伺います。 
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  公園におけるバスケットゴールの設置について

伺います。 

  足立区には現在バスケットゴールがある公園が

１３か所あります。東保儀間にある総合スポーツ

センターは２面のハードコート、加平にある川端

第二公園などは人工芝のオムニコートがあり、中

高生に人気のスポットとなっています。一方で、

竹ノ塚、西新井、梅島、五反野駅周辺の東武スカ

イツリーライン沿線の公園には、バスケットゴー

ルが設置されておらず、地域格差が生じています。 

  バスケットゴールがあると、中高生の方々が狭

いスペースで運動を楽しむことができ、かつ、他

のボールスポーツと比較して危険度が低いと考え

ます。先日も足立第七中学校に生徒を通わせる保

護者の方から、西新井地区にバスケットボールが

できる公園が欲しいとのお声をいただきました。

今後、これらの地区についてもバスケットゴール

の設置を検討してもよいと考えるが、いかがでし

ょうか。見解を伺います。 

  先日、今年の流行語大賞が発表されました。大

賞はミャクミャクかなと思っておりましたが、働

いて働いて働いて働いて働いてまいりますでした。

曜日、日曜日も休みなく、昼夜を問わず駆け回っ

ておられる、ここに出席されている区議会議員の

方々や執行機関の方々にとっては当たり前のこと

だと思います。 

  一方で、そうではない働き方を求められる区民

の方々もおられます。私たちが流行語大賞にノミ

ネートされた言葉が当たり前のように分かる一方、

何を意味しているのか全く分からない外国籍の区

民の方々もおられます。多様な価値観、多様な生

き方に対応できる足立区になることを求め、質問

を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

○衛生部長 私からは、区政満足度を高めるための

御質問のうち、まず、新型コロナウイルスワクチ

ン接種の無償化に係る経費を区民向けに明示する

ことについてですが、今年度につきましては、接

種費用約１万６，０００円が公費負担により無料

となっていることを記載したチラシを作成し、接

種医療機関などで掲示しております。 

  また、来年度以降につきましては、新型コロナ

ウイルスワクチン以外の予防接種も含めて、予診

票に同封するお知らせの中に、公費負担額につい

て記載する方法などを検討してまいります。 

  次に、区民の不安払拭のため、民泊施設に立入

り、調査などを行うべきについてですが、区とい

たしましても、現状を確認する必要はあると考え

ておりますので、令和８年度から立入り調査を実

施できるよう準備を進めております。 

○環境部長 私からは、足立区に転入する外国籍の

方との共生についてお答えいたします。 

  まず、転入する外国籍の方に対する説明につい

てですが、出入国在留管理庁が作成した生活オリ

エンテーション動画に、二次元コードで誘導する

チラシを転入時に配布し、新規転入外国人向けに

日本のルールやマナーへの理解を求めています。 

  また、ごみの出し方については、英語、中国語、

韓国語を併記したリーフレットを配布し、それら

の言語に対応したごみ分別アプリを御案内してお

ります。 

  次に、転入時の手続待ちなどの間にマナーやご

み出しルール等を提示してはどうかについてです

が、転入外国人向けに簡素化したごみの出し方の

概要版チラシを年度内に作成し、チラシの二次元

コードから多言語対応した区ホームページへ誘導

することで、まずはごみの出し方についてルール

の周知を図ってまいります。 

  また、その他の地域のルール等の周知について

は、外国人に関する課題を庁内横断的に共有し、

より効果的な外国人施策を検討するＰＴの中で議

論しながら検討してまいります。 

○福祉部長 私からは、共同親権に関する御質問に

ついてお答えいたします。 
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  まず、親権争いに関する相談への対応について

ですが、親権に関する紛争は、法的判断が必要と

なる場面が多く、最終的には家庭裁判所での調停、

審判に委ねられる事項です。しかしながら、その

過程で生じる不安や子どもへの影響に関する心配

事など、生活や子育てに関わる問題につきまして

は、福祉まるごと相談課など、区の相談窓口でお

話を伺い、必要に応じて適切な支援課におつなぎ

しております。 

  次に、区民に対する改正民法施行に関する情報

提供についてですが、法務省が作成したリーフレ

ットなど、戸籍住民課や離婚前後の相談をお受け

している親子支援課などの窓口で配布するととも

に、本庁舎内及び区民事務所や住区センターなど

の出先機関へのポスター掲示、ホームページでの

関連情報掲載など、国の周知内容を踏まえた情報

提供を行っております。今後、新たに作成が予定

されている国の広報物を参考としながら、引き続

き、区民への分かりやすい情報提供に努めてまい

ります。 

  次に、共同親権に関する勉強会等の開催につい

てお答えいたします。 

  現在、親子支援課では、離婚を考えている方や

独り親の方を対象にした養育費等に関する法律セ

ミナーを定期的に開催しており、その中で、共同

親権の導入等、改正法の内容を盛り込んでおりま

す。また、国や東京都も同様に、改正法の施行に

向けて、講座、セミナーの開催、情報発信を行っ

ているところです。 

  民間団体による勉強会等の開催については、他

自治体の取組状況などを参考にしながら、有効な

ものについては活用を検討してまいります。 

○道路公園整備室長 私からは、環七から西原駅西

口交通広場へ通じるバス路線である区画街路第１

０号線のセミフラット化についてお答えいたしま

す。 

  セミフラット化は、車道の高さをかさ上げし、

歩道との段差を少なくする工事で、工事中は車両

通行止めとなります。そのため、工事は夜間とな

りますが、最終バスから始発バスまでの間が約５

時間程度と、１日当たりの工事時間が制約される

ため、工事期間として１年程度は必要と考えてお

ります。 

  概算工事費用は夜間時間制約を考慮すると、あ

くまで概算ですが、約１億９，０００万円程度を

要する見込みです。 

  当該路線を含む交通量調査や利用者の声は、今

後予定している西原駅西口交通広場の設計を進め

る上で実施し、将来的な交通量予測などを踏まえ、

必要性を確認していきます。 

  セミフラット化については、近年では、令和３

年度に都市計画道路補助第２５１号線、加賀二丁

目付近で大規模改修時に実施いたしました。直近

では、都市計画道路補助第１３８号線その２関原

三丁目付近のように、新しく都市計画道路を整備

する際にセミフラット化を実施しています。 

  現道のセミフラット化は大規模改修に合わせて

検討しておりますが、工事の長期化など、沿線住

民への負担が大きいため、現状では、新設都市計

画道路の整備に合わせて実施しております。 

  次に、西新井駅東口駅前のはるかぜバス停移設

についてお答えいたします。 

  はるかぜバス停の移設は、令和６年度に、警察、

バス事業者、タクシー協会と協議し、駅前の広場

に切り込みを設置し、バス停を移設整備する基本

方針を定め、令和７年度も引き続き関係機関と協

議し、設計を進め、令和８年度工事着手を目指し

ています。これにより、交通渋滞の緩和と安全性

の向上を図っていきます。 

  次に、駅前広場の整備についてお答えいたしま

す。 

  令和８年度着手予定のバス停移設工事に合わせ

て、駅前広場空間の路面舗装を全面補修し、低中

木植栽やベンチ、看板などの配置も全面的に見直
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す検討を行っております。誰もが通行しやすい動

線確保に努め、また、魅力ある西新井駅東口の顔

として、イメージアップできるよう取り組んでま

いります。 

  次に、公園におけるバスケットゴールの設置に

ついてお答えいたします。 

  竹ノ塚駅を含む東武線沿線では、バスケットゴ

ールがある公園が少なく、配置に偏在が生じてい

ることは認識しております。バスケットボールが

設置されている公園で、夜間閉鎖ができない公園

では、夜間のたむろやボールをつく音による近隣

への影響があることから、ボール遊びコーナーに

十分な広さがあり、かつ、夜間閉鎖ができる公園

での設置を検討してまいります。 

○子ども家庭部長 私からは、保育料無償化事業の

公費負担の周知についてお答えいたします。 

  当区におきましては、保育施設利用申込み案内

にて、年齢別経費の概算等、区の負担割合をお示

ししているところです。今後は、子育て世帯以外

に対しても負担額の内訳なども分かりやすい形で

可視化することは重要と考えますので、ホームペ

ージやあだち広報等の媒体を活用し、広く理解促

進に努めてまいります。 

○教育指導部長 私からは、小・中学校において日

本語の指導を集中的に行う日本語学級の設置等を

検討すべきとの御質問についてお答えいたします。 

  御質問のとおり、増加傾向にある外国籍児童・

生徒に対応するため、令和８年度は、まずは中学

生を対象とした日本語学習ルームを１室増室し、

指導体制を強化してまいります。また、他地区の

先行事例の視察と研究を重ね、小・中学生の日本

語指導を重点的に行う日本語学級の開設に向けて

準備を進めてまいります。 

○ただ太郎議長 以上で質問を終結いたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、日程第２から第４までを一

括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第１１０号議案 令和７年度足立区一般会計補正

予算（第７号） 

 第１１１号議案 令和７年度足立区国民健康保険

特別会計補正予算（第２号） 

 第１１２号議案 令和７年度足立区介護保険特別

会計補正予算（第２号） 

                        

○ただ太郎議長 本案について執行機関の説明を求

めます。 

○副区長 ただいま議題となりました３議案につき

まして一括して御説明を申し上げます。 

  第１１０号議案は、令和７年度足立区一般会計

補正予算（第７号）であります。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７億

４，８３６万６，０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を３，５３２億６，８０７万９，０００

円とするものであります。 

  今回の補正の内容につきましては、歳入につき

ましては、国庫支出金、財産収入を減額する一方、

都支出金、繰入金、諸収入、使用料及び手数料を

増額いたしたものであります。 

  歳出につきましては、小・中学校業務委託事業、

学校ＩＣＴ推進事業、都市建設関係施設改修事業

などを減額する一方、障害者自立支援給付費支給

事業、介護保険事務、障害福祉事務、区民防災力

向上推進事務などを増額いたしたものであります。 

  第１１１号議案は、令和７年度足立区国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）であります。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９，

６８３万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を６９７億３，０１７万５，０００円とする

ものであります。 

  第１１２号議案は、令和７年度足立区介護保険

特別会計補正予算（第２号）であります。 
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  歳入歳出予算の総額は変わらず、国庫支出金を

増額し、繰入金を減額したものであります。 

○ただ太郎議長 本案について発言の通告がありま

せんので、所管の総務委員会に付託いたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、日程第５から第１４までを

一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第１１３号議案 足立区議会議員及び足立区長の

選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部を改正す

る条例 

 第１１４号議案 足立区非常勤職員の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

 第１１５号議案 足立区職員の旅費に関する条例

の一部を改正する条例 

 第１３５号議案 足立区の一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

 第１３６号議案 足立区職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例 

 第１３７号議案 足立区会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

 第１３８号議案 富士見歩道橋架け替え及び周辺

護岸整備工事請負契約 

 第１３９号議案 江北コミュニティセンター大規

模改修工事請負契約 

 第１４０号議案 児童・生徒用Ｃｈｒｏｍｅｂｏ

ｏｋ等の購入について 

 第１４１号議案 避難所用折り畳み式リクライニ

ングベッド等の購入について 

                        

○ただ太郎議長 ただいま議題となりました議案の

うち、第１１５号議案及び第１３５号議案から第

１３７号議案までの４議案につきましては、地方

公務員法第５条第２項の規定により、特別区人事

委員会の意見を聞くことになっております。 

  その意見を事務局長より報告いたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

                        

７特人委給第６５５号 

年月日 

足立区議会議長 

  た だ 太 郎 様 

特別区人事委員会    

委員長 ★★★ 

 

   「職員に関する条例」に対する人事委員会の

意見聴取について（回答） 

 令和７年１１月２８日付７足議発第１９５１号に

より意見聴取のあった下記条例案については、異

議ありません。 

記 

 第１１５号議案 足立区職員の旅費に関する条例

の一部を改正する条例 

外３件 

                        

 第１３５号議案 足立区の一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 

 第１３６号議案 足立区職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例 

 第１３７号議案 足立区会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

                        

○ただ太郎議長 本案について、執行機関の説明を

求めます。 

○副区長 ただいま議題となりました１０議案につ

きまして一括して御説明を申し上げます。 

  第１１３号議案は、公職選挙法施行例の改正に
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伴い、規定を整備する必要がありますので、提出

いたしたものであります。 

  第１１４号、第１１５号議案は、国家公務員等

の旅費に関する法律の改正等に伴い、規定を整備

する必要がありますので、提出いたしたものであ

ります。 

  第１３５号、第１３６号議案は、特定任期付職

員の期末手当及び勤勉手当の支給月数の改正並び

に給与表をそれぞれ改定するほか、規定を整備す

る必要がありますので、提出いたしたものであり

ます。 

  第１３７号議案は、会計年度任用職員の期末手

当及び勤勉手当の支給月数を改める必要がありま

すので提出いたしたものであります。 

  第１３８号、第１３９号議案は、足立区議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定に基づき、提出いたしたも

のであります。 

  なお、本件は★★を行うものでありますが、相

当の経歴信用を有する者より選ぶ必要があります

ので、条件付一般競争入札により落札者と契約を

締結いたすものであります。 

  第１４０号、第１４１号議案は、足立区議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき、提出いたしたも

のであります。 

○ただ太郎議長 本案について発言の通告がありま

せんので、所管の総務委員会に付託いたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、日程第１５から第１８まで

を一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第１１６号議案 足立区江北多目的運動場条例 

 第１１７号議案 足立区地域学習センターの指定

管理者の指定について 

 第１１８号議案 足立区立図書館の指定管理者の

指定について 

 第１１９号議案 足立区地域体育館の指定管理者

の指定について 

                        

○ただ太郎議長 本案について執行機関の説明を求

めます。 

○副区長 ただいま議題となりました４議案につき

まして一括して御説明を申し上げます。 

  第１１６号議案は、足立区江北多目的運動場を

改正する必要がありますので、提出いたしたもの

であります。 

  第１１７号から第１１９号の３議案は、地域学

習センター、図書館、地域体育館の指定管理者を

それぞれ指定する必要がありますので、地方自治

法第２４４条の２、第６項の規定に基づき、提出

いたしたものであります。 

○ただ太郎議長 本案について発言の通告がありま

せんので、所管の区民委員会に付託いたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、日程第１９を議題といたし

ます。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第１４２号議案 足立区創業支援施設条例の一部

を改正する条例 

                        

○ただ太郎議長 本案について執行機関の説明を求

めます。 

○副区長 ただいま議題となりました議案につきま

して御説明申し上げます。 

  第１４２号議案は、創業支援施設の公募要件、

入居期間、入居資格の承継基準等の見直しを行う

ほか、規定を整備する必要がありますので提出い

たしたものであります。 

○ただ太郎議長 本案について発言の通告がありま
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せんので、所管の産業環境委員会に付託いたしま

す。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、日程第２０から第２８まで

を一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第１２０号議案 債権の放棄について 

 第１２１号議案 債権の放棄について 

 第１２２号議案 債権の放棄について 

 第１２３号議案 足立区総合ボランティアセンタ

ーの指定管理者の指定について 

 第１２４号議案 足立区ケアハウス六月の指定管

理者の指定について 

 第１２５号議案 足立区高齢者在宅サービスセン

ター西新井の指定管理者の指定

について 

 第１２６号議案 足立区綾瀬福祉園の指定管理者

の指定について 

 第１２７号議案 足立区大谷田就労支援センター

の指定管理者の指定について 

 第１２８号議案 足立区身体障がい者大谷田ホー

ムの指定管理者の指定について 

                        

○ただ太郎議長 本案について執行機関の説明を求

めます。 

○副区長 ただいま議題となりました９議案につき

まして一括して御説明を申し上げます。 

  第１２０号から１２２号の３議案は、債権の放

棄について、地方自治法第９６条第１項第１０号

の規定に基づき、議会の議決を得る必要がありま

すので提出したものであります。 

  第１２３号から第１２８号の６議案は、総合ボ

ランティアセンター、ケアハウス六月、高齢者住

宅サービスセンター西新井、綾瀬福祉園、大谷田

就労支援センター、身体障がい者大谷田ホームの

指定管理者をそれぞれ指定する必要がありますの

で、地方自治法第２４４条の２、第６項の規定に

基づき、提出いたしたものであります。 

○ただ太郎議長 本案について発言の通告がありま

せんので、所管の厚生委員会に付託いたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、日程第２９から第３３まで

を一括議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第１２９号議案 足立区事務手数料条例の一部を

改正する条例 

 第１３０号議案 特別区道路線の認定について 

 第１３１号議案 特別区道路線の認定について 

 第１３２号議案 特別区道路線の廃止について 

 第１３３号議案 特別区道路線の廃止について 

                        

○ただ太郎議長 本案について執行機関の説明を求

めます。 

○副区長 ただいま議案となりました５議案につき

まして一括して御説明申し上げます。 

  第１２９号議案は、建築基準法施行令の改正に

伴い、規定を整備する必要がありますので、提出

いたしたものであります。 

  第１３０号、第１３１号議案は、付近交通の実

情から見て当該路線の必要を認めますので、提出

いたしたものであります。 

  第１３２号、第１３３号議案は、当該路線の廃

止の必要を認めますので、提出いたしたものであ

ります。 

○ただ太郎議長 本案について発言の通告がありま

せんので、所管の建設委員会に付託いたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、日程第３４、第３５を一括
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議題といたします。 

［大谷博信事務局長朗読］ 

 第１３４号議案 足立区立小学校、中学校等の学

校医、学校歯科医及び学校薬剤

師の公務災害補償に関する条例

の一部を改正する条例 

 第１４３号議案 足立区教育委員会いじめ重大事

態等調査委員会設置条例 

                        

○ただ太郎議長 本案について執行機関の説明を求

めます。 

○副区長 ただいま議題となりました２議案につき

まして一括して御説明を申し上げます。 

  第１３４号議案は、公立学校の学校医、学校歯

科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定め

る政令の一部改正に伴い、規定を整備する必要が

ありますので、提出いたしたものであります。 

  第１４３号議案は、足立区教育委員会いじめ重

大事態等調査委員会を教育委員会の附属機関とし

て設置することとともに、規定を整備する必要が

ありますので、提出いたしたものであります。 

○ただ太郎議長 本案について発言の通告がありま

せんので、所管の文教委員会に付託いたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 次に、今回受理いたしました陳情

１件につきましては、既に配付いたしました請願

文書表のとおり、所管の区民委員会に付託いたし

ましたので、御了承願います。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 以上で、本日の日程は全て終了い

たしました。 

  委員会審査のため、会議は明日から休会いたし

ます。 

  次回の会議は、８日に開きます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

午後５時５７分散会 

 

 

 


